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１ 意見聴取結果の概要と論点の整理 
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国葬儀に関する有識者からの意見聴取結果の概要と論点の整理 

 

令和４年12月 

故安倍晋三国葬儀事務局 

 

 故安倍晋三国葬儀事務局は、安倍元総理の国葬儀について幅広い有識者から

意見を伺い、論点を整理するため、10月中旬から12月にかけて、憲法、行政

法、政治学、外交等の分野の学識経験者及びマスコミ各社の論説委員等に対し

て意見聴取を打診した。 

 打診した50名近くの有識者のうち了解をいただいた21名（別添１）に対し、

事務局員が対面で意見聴取事項（別添２）に沿って意見を聴取し、論点と意見

を整理した。 

 

 論点は、「法的根拠と憲法との関係」、「実施の意義」、「国会との関係」、

「国民の理解」、「対象者」、「経費や規模の妥当性」、「その他」と整理し、

このうち「その他」では弔意表明の協力など複数の有識者から指摘のあった論

点について意見を整理している。 

 

 以下、構成としては、論点ごとに事務局の責任において意見聴取結果の概要

を整理し、枠で囲っている。これは、論点ごとにどのような意見が出されたか

を分かりやすく説明したものである。同趣旨の意見は一つにまとめるなどした

ため、必ずしも実際に出された意見の数とは一致しない。 

 枠囲みの次に、有識者から出された主な意見として、有識者の意見そのもの

を掲載している。 

 さらに、有識者からは主な意見として掲載している以外にも幅広く意見が出

されており、それらは「意見聴取結果と論点（全文）」として別途掲載してい

る。 

 なお、有識者からの意見については、「主な意見」「全文」とも全て本人に

確認したものをそのまま掲載している。 
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（別添１） 

 

 

意見聴取した有識者 

 

 

 池本 大輔  明治学院大学法学部教授 

 石川 健治  東京大学法学部教授 

 石埼  学  龍谷大学法学部教授 

 石田 三千代 チャンネルニュースアジア上級特派員（日本担当） 

 岩田  温  日本学術機構代表理事 

 上久保 誠人 立命館大学政策科学部教授 

 川上 和久  麗澤大学教授 

 北岡 伸一  東京大学名誉教授 

 君塚 直隆  関東学院大学国際文化学部教授 

 榊原  智  産経新聞東京本社論説委員長 

 坂元 一哉  大阪大学名誉教授 

 曽我部 真裕 京都大学大学院法学研究科教授 

 高橋 正光  時事通信社解説委員長 

 詫摩 佳代  東京都立大学法学部教授 

 武田 真一郎 成蹊大学法学部教授 

 豊田 洋一  東京新聞（中日新聞東京本社）論説主幹 

 永井 利治  共同通信社論説委員長 

 西田 亮介  東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授 

 細谷 雄一  慶應義塾大学法学部教授 

 南野  森  九州大学大学院法学研究院教授 

 宮間 純一  中央大学文学部教授 

 

合計21名  

（五十音順） 
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（別添２） 
 

意見聴取事項 
 

（実施の意義） 
○ 内閣総理大臣経験者の国葬儀（以下単に「国葬儀」という。）の実施の意義

について、どう考えるか。 
○ 国葬儀を実施して、どのようなレガシーが残ったと考えるか。特に外交的

成果について、どう評価するか。 
 
（国会との関係） 
○ 故安倍晋三国葬儀の実施にあたり、内閣総理大臣及び官房長官が衆・参の

議院運営委員会に出席し、国葬儀実施の説明と質疑を行ったことについて、
どう評価するか。 

○ 国葬儀の実施に当たり、国会との関係で、どのような手順、プロセスを取
ることが望ましいと考えるか。具体的な手順、プロセス、留意すべき事項
として考えられるものは何か。 

 
（国民の理解） 
○ 故安倍晋三国葬儀の実施にあたり、内閣総理大臣や官房長官が国会（議院

運営委員会）や記者会見などの場で説明を行ったことについて、どう評価
するか。 

○ 国葬儀の実施に当たり、幅広い国民の理解を得るために、どのような手順、
プロセスを取ることが望ましいと考えるか。具体的な手順、プロセス、留
意すべき事項として考えられるものは何か。 

 
（対象者） 
○ 内閣総理大臣経験者の葬儀のあり方については、その時々の内閣において、

様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたこと
について、どう評価するか。 

○ 内閣総理大臣経験者のうち、どういった要素をもって国葬儀の対象とする
ことが妥当と考えるか。その際、留意すべき事項として考えられるものは
何か。 

 
（経費や規模の妥当性） 
○ 今般の経費（式典、警備、接遇、儀仗で12億円台半ば）、規模（参列者約

４千２百人、一般献花者約２万５千人）について、どう評価するか。 
○ 国葬儀の経費や規模（会場、一般献花を含む））について、留意すべき事項

として考えられるものは何か。 
 
（その他） 
○ 国葬儀の実施にあたり、その他留意すべき事項として考えられるものは何

か。  
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（論点）法的根拠と憲法との関係 

注：以下、○の項目に「・」で掲げた意見は、基本的に有識者名五十音順で並べている 

  （ただし同趣旨の意見は一つにまとめるなどしているため、一部ずれがある。）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国葬儀の実施に当たっての法的根拠の必要性については、 

・行政権の行使であり、法律上の根拠は必要ない 

・行政権に属し、侵害留保説に立てば、閣議決定で決められる 

・重要事項留保説に立っても、一度限りの儀式を行うことは法的議論とし

て重要事項にも当たらず法律上の根拠は必要ない 

・政府による国葬儀の理解（「国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀」）

からすれば重要事項に当たる可能性は低い 

・国葬儀は民主主義社会における重要事項であり、法律の根拠を要すると

解すべき 等 

 

○憲法第14条（法の下の平等）との関係については、 

・他の国民が権利利益において不平等扱いを受けたとは言えない 

・元総理大臣として顕著な功績を挙げたことをもって国葬儀の対象とする

ことは特別扱いの合理性がある 

・国葬儀の対象とすることにより権利義務に変動が生じたり特典が与えら

れるわけでもなく、歴代最長の総理大臣経験者の国葬儀を行うことが合

理的でないとまでは言えない 等 

 

○憲法第19条（思想及び良心の自由）との関係については、 

・強制のモメントが全くなく、思想の自由との関係では全く問題ない 

・事実上の強制よりはるかに手前にある 等 

 

○憲法第20条第３項（政教分離）との関係については、 

・儀式を実施すること自体が許されているのであれば、特定宗教の形式を

とらない限り、政教分離に反するとの批判は当たらない 

・社会通念上、社会常識から判断すれば憲法上の問題はない 

・憲法第20条第３項（国による宗教的活動の禁止）に違反の疑いがある  

等 
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（有識者から出された主な意見） 

 

注：以下、意見は有識者名五十音順で掲載。 

 

○ 法的根拠についての政府の説明が曖昧だった。行政権の行使であり、法律は必要ないと

いうことを最初からはっきり言うべきだった。 

○ 一度限りの儀式を行うことが法的議論として重要事項に当たるかというと、当たらない。

そのため、重要事項留保説に立っても、今回の国葬儀は法律上の根拠は必要ないと考える。 

○ 特定の政治家が国葬儀の対象になったからといって、他の国民が権利利益において不平

等扱いを受けたとは言えず、そもそも憲法第14条の問題ではない。 

○ 憲法第19条の思想の自由の侵害は、個々の国民が何らかの強制をされることが前提。強

制のモメントが全くないため、思想の自由との関係では全く問題はない。 

○ 何の強制力もなく弔意を求めること自体は問題ない。一般的に皆さんに弔意を表明して

くださいとお願いする程度のことであれば問題はない。（石埼氏） 

 

○ 今回の国葬儀に個別の作用法的根拠は不要だとしたことは不合理とは言えない。また、

行政控除説に関する説明も、問題があるとは言えない。そうすると、国葬儀を閣議決定に

基づいて行うことについて憲法上の問題があるとは言えない。この場合、今回の国葬儀の

実施決定については、作用法上の根拠がないため、内閣が全面的に政治責任を負うことで

統制されるべきであり、説明責任が生じ、批判があれば甘受すべきである。 

○ 侵害留保説に代わって学説上有力な、重要事項留保説等の考え方からすれば、国民の権

利を制限し又は義務を課す場合以外でも、国政における重要事項については法律の根拠が

必要となる。しかし、政府による国葬儀の理解（「国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀

である。」）からすれば、重要事項に当たる可能性は低い。 

○ 国葬儀そのものが宗教であり、無宗教形式であったとしても政教分離に反するのではな

いかとの批判については、儀式を実施すること自体が許されているのであれば、特定宗教

の形式をとるのでないかぎり、そういった批判は当たらない。 

○ 特定個人を国葬儀にすることが法の下の平等に反するという批判は、国葬儀とする理由

があるかどうかという点に吸収される。すなわち、元総理大臣として顕著な功績を挙げた

ということをもって国葬儀の対象とすることには、特別扱いの合理性がある。 

○ 国葬儀を行うこと自体が事実上の強制につながるという批判は当たらないと思う。事実

上の強制よりははるかに手前にある。（曽我部氏） 

 

○ 法治主義の下では、法律による行政の原理は、行政を行う上で、最も基本的な原理であ

り、国葬儀のような重要事項の実施は法律に基づくべきである。 

○ 国民の権利義務に関わる事項と民主主義社会における重要事項は法律の根拠を要すると

解すべきである。国葬儀自体は、直接個々の国民の権利義務に関わるわけではないが、民

主主義社会における重要事項だと思う。 

○ 国葬儀の実施は、憲法第20条第３項（国による宗教的活動の禁止）に違反する疑いがあ

る。この点については、今回ほとんど議論されていないが、今後、国葬儀がまた実施され

る場合には、この点の議論は避けられないと思う。（武田氏） 
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○ 法的な問題としては、国葬儀を行うことは、行政権に属し、侵害留保説に立てば特に問

題もなく、憲法上内閣限りで、つまり閣議決定で決められることだと考える。他方、政治

的な問題としては、それでよいのか疑問が残る。できるだけコストを低く、対立を生まな

いよう合意を調達しながらやっていくしかないと思う。 

○ 政教分離については、無宗教で行うことは正しい決定であった。葬儀そのものが宗教的

行為であり、国葬儀を行うことが政教分離違反であるという批判については、社会通念、

あるいは社会常識から判断すれば、憲法上の問題はないと裁判所は判断すると思う。 

○ 特定の人を国葬儀とすること自体が法の下の平等に反し、憲法違反であるという批判に

ついては、国葬儀の対象とすることにより何らかの権利義務に変動が生じたり特典が与え

られるわけでもないし、また、国にとって今回のような歴代最長の総理大臣経験者の国葬

儀を行うことが合理的でないとまでは言えないので、そのような批判は当たらないと考え

られる。（南野氏） 
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（論点）実施の意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○民主主義社会における国葬儀の意義に関する意見としては、 

・民主主義的な合意や節度の涵養につながるものであることが期待される 

・国民の健全な政治意識を涵養する意義がある 

・公を大事にする国であるという意味で必要 

・国民が選んだリーダーを考える、振り返る機会としてあってよい 

・その人物の事績や在任時の時代を長く記憶に留める意義はある 等 

 

○安倍元総理の国葬儀に主に肯定的な意見としては、 

・安倍元総理の訃報に接した国民の喪失感を埋め合わせた 

・暴力による言論封殺を絶対に許さないと内外に示したことが本質的意義 

・大きな業績を残した総理大臣経験者に対する国の礼遇 

・国民が心を合わせ、故人を偲ぶということに一定の意義があった  

・例外的要素が重なったため今回の国葬儀を行う判断は理解可能 等 

 

○安倍元総理の国葬儀に主に否定的な意見としては、 

・誰に弔意を表すかは個々の国民が判断すべきこと 

・国葬儀という形式そのものに違和感を持つ人が少なからずいた 

・国民の間に対立、しこりだけが残る負の遺産を生んでしまった 等 

 

○外交的成果に関する意見としては、 

・弔問外交の成果があったかは判然としない 

・極めて多くの国々の代表が列席したこと自体が大きな外交的成果、ま

た、国際親善及び国際社会における日本の存在感を高めることに寄与 

・安倍元総理が残した外交路線を続けていくことを世界に示した 

・儀式を行うことは非常に大事であり、諸外国の人々と、悲しみや喜びを

共有できる儀式を行うことは外交関係の発展にとっても大事 

・弔問外交の成果というよりも、安倍元総理の外交成果が確認された 等 

 

○その他の意見としては、 

・国家作用の系統の中で、国葬儀を行うことがどう位置づけられ、正当性

の源泉はどこにあり、どの手続的なルートを通すべきなのか、体系的位

置づけについて議論が必要 

・賛否両論を喚起して日本の民主主義の健全さを明らかにした 

・多くの人が様々考え、異論もあったことが社会の成熟性を示した 等 
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（有識者から出された主な意見） 

 

○ 自由民主主義国家は、様々な意見・立場・党派間の対立を前提にするが、そのような対

立はあくまで民主的な政治手続に対する合意や相手方への敬意を含む一定の節度に支えら

れたものでなければならず、そうでなければ自由民主主義は持続し得ない。同じ自由民主

主義国家であっても国葬の在り方は国により様々であるが、国葬はそのような民主主義的

な合意や節度の涵養につながるものであることが期待される。 

○ 外交的成果は偶発的な事情に大きく左右されるものでないかと思う。そのため、制度に

ついて議論する際は、第一に念頭に置くべきことではないと思う。（池本氏） 

 

○ 一連の国家作用の系統の中で、国葬儀を行うことがどういうものなのか、体系的位置づ

けについて、本当は議論が必要だった。 

○ 本来は戦後早い段階で、栄典大権をはじめ、権力ではなく権威にまつわる国家作用につ

いても、法的な位置づけを全部やり直す必要があった。権威の回路については、戦後も天

皇を通す建て付けにはしたが、そうした権威の源泉は、戦後の民主制の下で、天皇そのも

のではなくなったはずだからである。 

○ 権力のように実害を伴う問題ではないとはいえ、民主的な統治システムに変わった時点

で、権威についても国家作用の源泉は国民に求めることになるのだから、やはり一度は国

会を通しておくのが当然だ。そこを議論しておけば、たとえば褒章についても、1885年に

内閣制度が創設される前の太政官布告（褒章条例）を使い回すのではなく、何らかの意味

で、根拠となる法律を新しく用意することになっていたはずだろう。しかし、象徴天皇制

のもとで、権威の回路は戦前も戦後も天皇を経由していて、形の上では変わりがないため、

なし崩しでやってきた。 

○ 国家作用としての国葬儀についても、それがどう位置づけられるものであり、その正統

性の源泉はどこにあり、そうだとすれば、どの手続的なルートを通すべきなのかという点

について、もっと本格的に議論をしておく必要があったと思う。早い段階できちんと筋立

てて議論しておけば、仮に知識や素養が失われても、それに裏付けられたセンスが残り、

道を間違うことはなかったのではないか。そのような問題として捉えたほうがよい。 

○ 法律の根拠がないなら、せめて「全国民の代表」である国会を通しておけば良かったが、

それを怠ったために、内閣が「民意」の直撃を受ける形となった。褒章条例のような形骸

が回路として残っている場合は、問題が顕在化しなかったかもしれないが、国葬儀につい

ては、国葬令の廃止以降そもそも国家作用を通す回路について法的根拠がなかったため、

戦後に権威の源泉が変わったという根本問題が露呈してしまい、思わぬハレーションを生

んだのだ。（石川氏） 

 

○ 安倍元総理の訃報に接して、国民が大きな喪失感を持ち、その喪失感を埋め合わせたと

いう意味では大きな意義があった。 

○ 総理大臣経験者を国葬儀とすることは、当然あり得る。日本国憲法も国民の統合を前提

にしている。国葬儀については、積極的なものというよりも、国に大きな功績があった政

治家が亡くなったこと、そこで国民が感じた喪失感を埋め合わせるという、消極的な国民

統合だ。（石埼氏） 

 

○ 安倍元総理の国際的な地位の観点から、ＣＮＡ（チャンネルニュースアジア）ではその

死去について長時間にわたりテレビ放映した。 
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○ 安倍元総理は日本憲政史上最も長く総理大臣職を務め、辞任後も日本の最も影響ある政

治家と見られていた。 

○ 凶弾に倒れた安倍元総理に対して、国際社会は悲しみと銃規制が厳しい日本で、そうし

た犯罪があったことに衝撃をもって受け止めた。 

○ 200 以上の国や地域から弔意が寄せられたと理解している。黙とう期間を設けた国もあ

った。 

○ ＣＮＡの放送に対しては弊社が運営するテレビ、ラジオ、ウェブサイトやＳＮＳを通じ

て大きな反響があった。（石田氏） 

 

○ 国葬儀の実施の意義は、その時代によって異なる。一義的に「これが国葬の意義である」

と決めることは困難だ。国葬儀実施に関する責任はその時代の政府にある。当然のことだ

が、何故、国葬儀が必要であったかを説明する責務を伴う。歴史的に顧みれば失政であっ

たとの批判もあり得る。しかしながら、時の政権が国葬儀の必要性について判断すべきだ。

状況に応じた弔い方があってしかるべきだからだ。 

○ 安倍元総理の国葬儀の意義は、民主主義の擁護を第一義とすべきである。選挙とは民主

主義の根幹だ。政治家が民衆に訴えている際、凶弾に倒れた。二度と繰り返してはならな

い悲劇である。内外に対し我々日本国民は暴挙による民主主義の否定を許さないと旗幟鮮

明にすべきである。 

○ 安倍元総理の国葬は政治家が凶弾に倒れたことに対する国民の憤りを表現した。吉田元

総理の国葬儀とは意味合いが決定的に異なる。選挙の最中に政治家が殺されることは、民

主主義の否定だ。暴力による言論封殺を絶対に許さないと内外に示したことが、今回の国

葬儀の最も本質的意義だった。 

○ 外交的成果があったことについて否定するものではないが、それはあくまで付随的なも

のであり、主たる目的をそこに置くべきではない。人間の死生を弄ぶような議論は厳に慎

むべきであろう。（岩田氏） 

 

○ 総理大臣という、政治家の頂点に立ち、重責を担った人物に対して、思想信条、政治的

な立場を超えて一定のリスペクトを示す場として、国葬儀を執り行うことは、無関心、冷

笑主義を超えて、国民の健全な政治意識を涵養し、一定の意義があると考える。 

○ 今後の国葬儀の在り方について考える契機となったことが、今回の国葬儀のレガシーで

ある。 

○ 安倍元総理に対して世界中から弔意が示されたことで、安倍元総理が世界の指導者だっ

たことが改めて見直され、その遺産とされる外交成果が再認識されたことは、今後の日本

外交を進める基盤となるのではないか。ただし、これは安倍元総理の外交成果を再確認し

たものであり、岸田総理の外交成果とは言えないのではないか。（上久保氏） 

 

○ 総理大臣は、公に奉仕するという意味で、行政の長として、政治家の中で最も公に奉仕

した存在だと思う。そのため、総理大臣経験者であれば誰でもということではなく、この

総理大臣であれば、これだけのことを行ったのだからということで、国葬儀をもって送る

ということは非常に重要な、日本という国が公を大事にする国であるという意味で、必要

ではないかと思う。 

〇 日本国全体が国葬儀をもって、テロに屈しない姿勢を示したということは最大のレガシ

ーではないかと思う。 
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〇 民主主義に対する挑戦が行われた、だからテロには屈しないという姿勢を国葬儀という

形で示すという意義が最も大きかったと思う。 

〇 分断がある、分断を招くから国葬儀はもうやらないということではなく、分断はあるけ

れども、説明を尽くして、この人だったら国葬儀にふさわしいという総理大臣経験者につ

いて、国民がみんなで見送るということは当然あってよいと思う。（川上氏） 

 

○ 安倍元総理を追悼したいという思いを持つ海外の方がいる中、国葬儀を行うことは悪く

ないことだと思う。安倍元総理というリーダーが日本にとってどのような人物であったの

か、国民が考える機会にもなる。また、リーダーは国民が選んでおり、国民の過去の選択

の結果でもあり、これを振り返るという意味でも、国葬儀はあってよい。 

○ 国葬儀を実施することにどれだけの意義があるかについては、内閣が判断すればよい。 

○ 今回の国葬儀における弔問外交の成果が特にあったかは判然としない。海外も日本のこ

とを非常に思っているということは分かったが、来日による外交的成果があったか、疑問

に思っている。（北岡氏） 

 

○ 総理大臣経験者、特に功績のあった方は、国を支えた人物であり、国として国葬儀を行

うことは非常に意義がある。国葬儀の実施は当たり前ではないか。 

○ 葬儀は個人を弔うためのものであり、成果を得るために行うものではないため、「レガ

シー」や「成果」という言葉を使うことは適当ではない。その上で、このような場面で首

脳同士が会うことは、外交的に大きな効果があると思う。（君塚氏） 

 

○ 大きな業績を残した総理大臣経験者が亡くなった。国の礼遇として、国葬（国葬儀）は

実施されてしかるべきこと。 

○ 国葬儀は厳粛に執り行われることが最大の目的であり、殊更に外交上のレガシーなどを

考えなくてもよいと思う。その上で、外交的成果について考えるとすれば、今回極めて多

くの国々、地域、国際機関の代表が列席したこと自体が、大きな外交的な成果であると思

う。また、岸田総理が多くの海外からの列席者と会談し、国葬儀への参列に謝意を表した

ということも、国際親善及び国際社会における日本の存在感を高めることに寄与したもの

であり、評価できると考えている。（榊原氏） 

 

○ 国葬儀を行うことで、時代の区切りとして国民が後々思い出すことができるようになっ

た。安倍元総理は、他国についていくだけの受動的な協調ではなく、自由で開かれたイン

ド太平洋を提唱するなど、自由主義諸国との協調をこちらから積極的に主導し、日本外交

の新しい章を切り開いた。 

○ 国葬儀を行い、この機会を国際的に共有することによって、安倍元総理が残した外交路

線を今後、続けていくことを世界に示したという点意義があった。 

○ 儀式を行うことは非常に大事であり、日本が常識的な対応を行うことができるというこ

とを世界に示すことができた。もし実施していなければ、面目を失っただろう。諸外国の

人々と、悲しみや喜びを共有できる儀式を行うことは外交関係の発展にとっても大事であ

る。（坂元氏） 

 

○ 一般論として言えば、総理大臣として国民のために尽力し、特に顕著な功績を残した人

物を、統治機構としての国が顕彰し追悼することを通じて、その人物の事績や在任時の時

代を長く記憶に留めることの意義は認められる。 
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○ 外交面は、国葬儀を実施する意義としては一側面にとどまる。外交的意義があるから国

葬儀を行うという説明は不十分。 

○ 政府は「国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。」と説明しており、ここでいう

国とは統治機構としての国であり、（天皇・皇族に関するものを除けば）その国が行う最

も格上の儀式と理解している。他方で、国葬儀は「国あるいは国民を挙げて行う葬儀」で

あれば、国権の最高機関であり、国民の代表である議員からなる国会の関与が不可欠とい

う考えと親和的である。国葬儀の捉え方の違いが個別論点に関するすれ違いにつながって

いると思う。（曽我部氏） 

 

〇 安倍元総理の国葬の意義については、主権者たる国民一人一人が判断すべきことと考え

る。総理大臣経験者についても、同様である。 

〇 国内外の情勢が目まぐるしく変化し、国民の意識も時代とともに変わり得ることを考慮

すれば、国が前面に出て、総理大臣経験者に限らず、国家に多大な貢献をした人を弔う余

地を残しておいてよい。実施の基準や手続に関しては、根拠法を新たに制定するか別の形

で担保するかを含め、党派を超えた幅広い国民参加の議論の下、時間をかけて結論を出す

のが望ましい。（高橋氏） 

 

○ 国をまとめ上げた様々な功績のある人を偲び、国が一丸となることに意義がある。今回

は、反対が多かった割には、沿道に出て故人を見送ったり、献花に訪れた人の数が多かっ

た。国民が心を合わせ、故人を偲ぶということに、一定の意義があったと思う。 

○ ただ、故人を偲ぶことが目的であれば、むしろ国葬儀という形式にこだわらないほうが、

静かに弔うことができ、国民が一体感を感じ、共有できるような機会になったのではない

かと思う。 

○ 弔問外交におけるレガシーは一定程度あった。ＦＯＩＰ（自由で開かれたインド太平洋）

に関係するオーストラリア、インドの首脳と弔問外交が行われたことなどは、安倍元総理

の功績を振り返りながら、今後の日本の行く末を考えていく上で、よいきっかけだった。

他方で、直後の 11 月にＡＰＥＣやＧ20 という首脳が集まる機会があり、弔問外交を行っ

た具体的な成果をどう見出すのか難しい部分はある。（詫摩氏） 

 

○ 民主主義国家になった日本においては、多様な価値観があることが前提であり、誰に弔

意を表すかは、個々の国民が判断すべきであり、国民全体で弔意を表するという国葬、あ

るいは国葬儀は、時代錯誤と考える。 

○ 逆説的だが、今回の国葬儀は賛否両論を喚起して日本の民主主義の健全さを明らかにし

たという点に、最も大きな意義があったと考える。（武田氏） 

 

○ 我々は当初から、国葬（儀）の実施が国民を分断するのではないかと懸念していたが、

そのとおりになってしまい残念だ。そもそも総理大臣経験者が国葬の対象としてふさわし

いかどうか、国会で議論して法律や予算の裏付けがあって行われていたら、これほど分断

が広がることはなかったと思う。 

○ これまで行われた内閣・自民党合同葬にも海外から各国首脳らが参列し、弔問外交が支

障なく行われていたわけで、安倍元総理の国葬が行われたことによって外交的成果があっ

たかどうかは評価し難い。（豊田氏） 
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○ 国葬儀という形式そのものに違和感を持つ人たちが少なからずいたと思う。吉田元総理

の国葬儀の際には、戦前の国葬や国葬令を知っている人が多くいたと思うが、今は総理大

臣経験者の国葬を知らない方のほうが多いだろう。 

○ 国葬儀の場合、主権者である自分、国民である自分を意識した方もいると思う。「自分

ごと」として受け止め、安倍政治をどう評価しているのか、改めて自分自身に問いかけた

人たちがいたのではないか。 

○ そもそも総理大臣経験者の国葬儀という形式が今の時代に必要なのか、という問題提起

はあり得る。国民の受け止め方や合意形成などを踏まえて考える問題だろう。国葬儀が現

代の日本社会の中でどんな位置づけになるのか、もっと検討する必要があったのではない

か。 

○ 海外要人の参列は弔問外交の成果と言うよりも、安倍元総理の外交の成果ではないか。

弔問外交を国葬儀の目的とすることは違和感を覚える。 

○ 国葬儀で弔問に来て、今まで通常の外交でできなかったことができた、あるいは、停滞

していたものにブレイクスルーが生まれたということであればレガシーと評価できるかも

しれないが、今回は安倍元総理の外交成果が確認されたということではないか。（永井氏） 

 

○ 国葬儀実施の意義を、一般論として議論すると、説明することは難しい。国葬儀がケー

ス・バイ・ケースで行われ、法令上の根拠や規定がない以上、実施の意義についても、そ

の都度、検討されるしかない。 

○ あえていえば、国葬儀が実施され、滞りなく一連のプロセスが終了して、いろいろな多

くの人たちが様々なことを考え、異論もあった。そのこと自体が、我々の社会の成熟性を

示しているのではないか。 

○ 外交的成果については、「外交的な成果」が明示的に公開されているものばかりではな

いということから、現時点で評価し難い印象を持っている。（西田氏） 

 

○ 安倍元総理は、明治以来の日本外交の中でも世界で広く名前が知られ、最も数多くの外

遊、外国指導者との会談を行った総理大臣であった。外交政策についても、「自由で開か

れたインド太平洋」構想やクアッドなどを中心に、非常に大きな功績を残したと考える。

そのつながりが非常によく表れた今回の弔問外交であった。まさに安倍外交のレガシーを

裏付けるような弔問外交が実現できたのではないか。 

○ 開かれた形で多くの方が国葬儀の様子を映像、動画等で見ると同時に、一般献花で直接

弔意を表す機会を得られたという意味では、国に大きな功績を残した元総理大臣に対する

弔意を示せる場として、幅広く国民が弔意を示し、国葬儀に何らかの形で参加、閲覧でき

たということは重要な意義だと思う。（細谷氏） 

 

○ 一般論を述べるなら、政治家の国葬儀については、評価する人も評価しない人もおり、

価値判断が分かれると思う。毀誉褒貶のある政治家について、国葬儀を行い、全体で弔意

を示そうとすることは、かえって反発や世論の分断を招くことにもなり得るため、総理大

臣経験者の国葬儀を一般論として肯定的に評価することは難しい。 

○ 一般論とは別に、今回の安倍元総理の国葬儀については、①歴代最長期間、総理大臣の

地位にあったこと、②退任から死去まで２年もたっていなかったこと、③現職国会議員の

ままで亡くなったこと、そしてその亡くなり方が「特殊」であったこと、つまり④選挙応

援中に、⑤銃撃されて亡くなったという、いくつかの例外的な要素が重なったため、今回、

国葬儀を行うという判断に至ったということは、十分に理解可能だと考える。（南野氏） 
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○ 「国葬儀」は、何を目的にして行うのか。国民の気持ちの面を大事にして行うのか、あ

るいは国の政策として何か他の意義があって行うのか。それが明確に示されなければ、意

義のあるなしを評価することはできない。目的が明確でない状態で、レガシーはあったか

と言われても答え難い。 

○ 国葬は、国民が対象者に弔意を示す場であり、外交は副次的な産物に過ぎない。国民に

多数の反対意見があるが、外交を目的に国葬を行うというのは成立しない。外交面から「国

葬儀」の意義を評価するのは妥当ではない。 

○ 「国葬儀」の成果が不明確である一方で、国民の間に対立、しこりだけが残るという負

の遺産を生んでしまった。（宮間氏） 
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（論点）国会との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国会との関係で特に問題はなかったとする意見としては、 

・国会への事前承認や国会決議が必要という考え方は国会至上主義であ

り、国葬儀は内閣が裁量で行い、国会への説明は事後でよい 

・国会に対して説明を行ったことは、国会に対する誠実な姿勢であり、評

価に値するが、絶対に行わなければならないわけではない 

・国会の多数で選ばれた総理大臣が決めれば、国会へは事後報告でよい 

・今回の議院運営委員会での説明内容は十分だった 

・国葬儀を執り行った岸田内閣の判断や手順に問題はなかった 

・閣議決定により国葬儀を行うことは妥当であり、国会に対する説明は特

に必要ない 

・十分な説明がなされれば、現状からの実質的改善の余地は乏しい 

 

○国会が関与することが望ましいという意見としては、 

・最上級の国家作用であり、国会の判断を介在させるのが自然 

・国葬儀は対立的な争点にすべきではなく、行政として行うことを決め、

国会ではどういう形で行うことが望ましいか議論すべき 

・幅広いコンセンサスがあった上で実施することが望ましく、国会が事前

に関与することが望ましい 

・議長・副議長、各党党首の意見を直ちに聞くことが望ましかった 

・国会に対する説明と質疑を実施決定前に行うべきであり、両院で国葬儀

の実施について議論し、決議すべき 

・決定前に幅広い会派に説明し、説得する努力が必要であり、党首会談と

実務者協議の２段階で議論するべきだった 

・早い段階で与野党、大方の国民世論の合意を調達する努力をすべき 

・実施決定前に民主的なプロセスを踏むべきであり、最低限国会での審議

が必要 

 

○その他の意見としては、 

・参議院選挙翌日の７月11日に、閣議決定、立法府への説明、記者会見ま

で全て行うべきだった 
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（有識者から出された主な意見） 

 

○ 国葬儀の対象者を一般的な基準により定める場合には、国会の定めた法律によるべきで

あり、政治的な裁量に基づいて決定する場合にも、国権の最高機関たる国会の関与が望ま

しいと考える。（池本氏） 

 

○ 権力の分立は、権限の分立であると同時に、正統性の分立を意味する。議院内閣制は、

純粋な権力分立ではなく、政府を民選議院に作らせるシステムで、そのことによって、政

府にも段階的に民主的正統性が付与されることに特徴があるが、それでもなお正統性が分

立されているところに、例えば中国の民主集中制との違いがある。あくまで「全国民の代

表」は国会であって、内閣が「民意」を独占できないように仕組まれているのである。 

○ 国が亡くなった方を顕彰する作用にはグラデーションがあり、議院内閣制のもとで、政

府限りで決定できるものも少なくないだろうが、今回は国葬儀という最上級の国家作用で

あるため、国会の判断を介在させるのが自然だったのではないか。そうすれば、少なくと

も民主的な正統性を伴う決定だった、ということにはなる。（石川氏） 

 

○ 国葬儀は、内閣がその裁量で行ってよい。国会の事前承認が必要であるとか、国会決議

が必要だという考え方自体が国会至上主義だ。あくまでも憲法によって内閣に付与された

行政権の行使に過ぎず、内閣に自由な裁量があってしかるべき問題だ。国会への説明は、

事後でよい。 

○ 一定の場合には国が国葬儀を執り行うことについて、事前に与野党と国民の間で了解が

得られていれば、これほどの混乱にはならなかったと思う。（石埼氏） 

 

○ 政治的判断として衆参両院の議長、最高裁判所長官等々に相談し了解を求めておくべき

だったのではないか。法的な誤謬ではなく、政治的失敗と言うべきだ。しかしながら、こ

うした政治的失敗により今回の国葬儀の意義がいささかなりとも損なわれるものではない

ことは強調しておきたい。（岩田氏） 

 

○ 国民の権利を制限する、国民に義務を課す課題については国会で審議し、法律の制定が

当然必要であるが、国葬儀の実施には法律の制定の必要はない。 

○ 内閣府設置法や閣議決定を根拠として国葬儀を実施するという岸田総理の決定は、現行

法の運用の範囲内と解することが公平な評価である。 

○ 国会に対して説明を行ったことは、国会に対する誠実な姿勢であり、評価に値する。た

だし現行法上、絶対に行わなければならないわけではない。（上久保氏） 

 

○ ７月14日の記者会見の時点で、もっと丁寧に、なぜ国葬儀なのか、国葬儀が戦前と戦後

で全然違うこと、吉田元総理のときにはこういう形で国葬儀を行ったけれども、自分とし

ては行政の長として、こういう理由、形で、内閣府設置法に基づいて、国葬儀を執り行う

ということを説明すべきだった。 

〇 自分たちはこういう考えで国葬儀としてやりたいということを、立法府に対しても説明

するのが丁寧な手順だったのではないかと思う。この点は、次に国葬儀を行うということ

であれば、やるべきことだと思う。 
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〇 国葬儀は、本来は対立的な争点にすべきではないと思う。行政として行うことを決めた

ので、国会ではむしろどういう形で行うことが望ましいかということを議論すべきだと思

う。 

〇 こういう問題に関しては、佐藤元総理のときのように、国対政治というか、国会対策の

中で、しっかりと野党にも説明を尽くすというようなことがあってもよいと思う。（川上

氏） 

 

○ 国葬儀を行うかどうかは、総理大臣が決め、その判断に対する批判は全て総理大臣が受

ければよい。佐藤元総理が吉田元総理の国葬儀を行ったときは、野党と話し合って決めた。

それも１つの方法かもしれないが、野党の状況にもよるし、必ずしも同様である必要はな

いのではないか。 

○ 議院内閣制であり、立法府から選ばれて内閣ができている。国会の多数で選ばれた総理

大臣が国葬儀の実施を決めればよく、国会へは事後報告でよいと考えている。（北岡氏） 

 

○ 岸田総理と松野長官が議院運営委員会に出席したが、国葬儀の実施を決めてから２か月

たっており、期間が空き過ぎた。７月11日に臨時閣議を開いて、安倍元総理に大勲位菊花

章頸飾と大勲位菊花大綬章を与える閣議決定と同時に国葬儀についても閣議決定し、午後

に議院運営委員会を開き、行政と立法の両方が国葬儀の実施について団結できれば、国民

に対して直ちに理解を得るべきだった。７月 11 日に全て行っていれば、全く問題なかっ

た。 

○ 吉田元総理も英国のエリザベス女王も亡くなって 10 日ほどで葬儀が行われている。さ

らには、エリザベス女王の国葬には世界中の要人が参列した。これと比較しても、安倍元

総理の逝去から２週間後には、国葬儀を執り行うことができたのではないか。 

○ 総理大臣だった人物を弔うのであり、総理大臣が葬儀委員長も務めるため、まず内閣が

閣議決定することは当然である。その後、立法府へ説明し、総理大臣がテレビで国民に直

接説明し、記者会見を行うという順番がよいと思う。 

○ 今回の議院運営委員会での説明内容は、十分だったと思う。（君塚氏） 

 

○ 国葬儀の実施を表明した７月 14 日当日、岸田総理は最大政党である自民党の総裁でも

あるため、各党の党首に会談を呼び掛け、協力を求めてもよかったのではないか。 

○ 国会の事前の承認若しくは同意がなければ、今回の国葬儀を決定してはならなかったと

いう意見が一部にあるが、内閣府設置法に基づき、今回の国葬儀の実施を決定し、執り行

った岸田内閣の判断や手順に問題はなかった。 

○ 今後、国葬儀に関する新たな法律を作ること自体は否定しないが、既に国会が制定して

いる内閣府設置法に国葬儀の実施の根拠があるため、こうした内閣の権限を制限する必要

はないと考えている。（榊原氏） 

 

○ 閣議決定により国葬儀を行うことは妥当であり、国会に対する説明は特に必要ないと考

える。今回、国会で説明したことによって逆に空回りしている印象を受けた。最終的に総

理大臣が国葬儀を行うという決断をしたのであれば、それで問題はないと思う。国葬儀に

反対する理由はよくわからなかったが、説明すればするほど野党から批判され、対立構図

ができてしまい残念だった。 

○ 今回、岸田総理、松野長官が議院運営委員会で説明したことで十分だと思うが、国会の

場で議論すると批判ばかりになってしまう。野党に説明するのであれば、例えば党首等の
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要人と総理大臣が公邸において一対一で会談する機会を設けるなどの対応が望ましかった

のではないか。（坂元氏） 

 

○ 国会との関係について、政府が前提としてきた侵害留保説からは、法律の根拠は不要だ

と考える。一方で、国の儀式として葬儀を行う以上、また、葬儀というものの性質上、静

謐な環境で行うことが当然ながら求められ、そのためには可能な限り幅広いコンセンサス

があった上で実施することが望ましい。そのための手段として、国会が事前に関与するこ

とが望ましいと考える。 

○ 国会の関与の方法は、法律という形式ではなく、決議まで求めるのか、事前に説明をす

れば足りるのか、いろいろあるのではないか。各政党・各会派からのインフォーマルな意

見聴取の方式もあり得る。（曽我部氏） 

 

〇 ①国葬儀について定めた法律はない②民主主義社会において選挙は、主権者たる国民が

政治的な意思表示をする最も重要な場であり、その期間中に、国会で指名された元総理大

臣が、暴力により命を絶たれた事件の重大性は、与野党ともに認識していた。この２点を

踏まえ、いかなる形であれ、これまで以上に国が前面に出て安倍元総理を弔うのであれば、

国権の最高機関である国会（衆参両院）を代表する議長、副議長の意見を、与野党党首会

談を開いての各党の意見を、それぞれ直ちに聴くのが望ましかった。（高橋氏） 

 

○ 国会との合意形成に向けた努力が十分ではなかった。今回の国葬儀に国費を使うため、

望ましくは超党派での支持が必要だったと思う。 

○ 国葬儀には国費を使い、また、憲法第66条の規定にもあるように、行政府が何でも行っ

てよいわけではない。少なくとも国会に対しては国葬儀の実施を決める前に理解を得てお

く必要があると思う。（詫摩氏） 

 

○ 閉会中審査において、岸田総理と松野長官が説明と質疑を行ったことは適切かつ当然と

評価する。ただし、説明と質疑は国葬儀実施を決定する前に行うべきであり、両院で国葬

儀の実施について議論し、決議するべきであった。 

○ 国民の間で、賛否両論が現に沸き起こり、結果的に６割が反対という結果も出ている。

そのため、問題の性質を考えると、民主主義的過程における重要事項だから、国会で議論

すべきと考える。様々な議論がなされた上であれば、たとえ強行採決であっても、国民の

代表が決定したことであれば、それには一定の民主的正当性があると思う。（武田氏） 

 

○ 葬儀は本来、最優先で駆けつけて故人を悼んだり、弔ったりするものだ。国葬を認める

か認めないか、参列するかしないかで国民が分断されてしまったこと自体が非常に残念だ

と考える。こうした分断の背景には、法的根拠の欠如とともに、安倍元総理が退任から２

年弱しかたたず、しかも現職の衆議院議員として亡くなり、歴史的評価が定まっていない

段階で、ある程度評価が定まった吉田元総理と同じ国葬になったこともあるのではないか。

安倍元総理の場合は、歴史的な検証作業をする間もなく、どういった人が国葬の対象にな

るのかという点があいまいのまま進められてしまった。 

○ 国葬として行うことを決めた閣議決定という政府の手続が非常に重く、尊重されるべき

ものであることは重々承知しているが、そもそも国民の理解が十分に得られないようなこ

とを閣議決定してよかったのか、という問題は残る。国民的な議論を経た上で閣議決定す
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る、そうすることで国民の多くが政府の決定を理解する、これが本来の閣議決定のあるべ

き姿だと思う。 

○ 総理大臣経験者の公的葬儀を行う場合、政府と国会が事前に調整することが望ましい。

国会の立法権が政府の行政権にどこまで干渉できるのか、という問題はあるが、日本の政

治制度は、三権分立とともに議院内閣制であるので、双方がうまく調整すればよいのでは

ないか。本来は事前に野党とも調整すべきだったし、事後であっても国会への説明は尽く

すべきである。（豊田氏） 

 

○ 幅広い会派の同意を得る努力が、白地のところであってもよかったのではないか。国葬

儀の実施を決定する前に政府の考え方を説明し、説得するという努力が必要だった。 

○ 党首会談と実務者協議の２段階で議論するべきだったのではないか。国葬儀の形式、参

列者、費用、規模、国民参加の形などで歩み寄ることができたかもしれない。（永井氏） 

 

○ 内閣府設置法に基づいて行う儀式の中で、法律上国会の関与が定められているものを除

き、国会の関与はないということを考えると、国民の実質的な権利制限につながる性質の

施策ではなく、十分な説明がなされれば現状からの実質的改善の余地は乏しいのではない

かとの印象を持っている。（西田氏） 

 

○ 本来であれば、立法府である国会で、与野党を超えた超党派的な合意の下で国葬儀を行

うということが望ましかったと思う。事後的な岸田総理及び松野長官の説明、質疑応答に

関しては十分なものであったと考えるが、与野党を超えた幅広い支持の下で国葬儀を行う

という観点からは、事前の調整が十分ではなく、見直すべき点であると思う。 

○ 国葬儀を決定する上での立法府での手続をどのように行うかということについて、明示

的な法的効果が必要なのかどうか、法制化の是非について国会で議論することが必要だと

思う。一方で非制度的な対応としては、制度があったとしてもなかったとしても、事前の

与野党間での調整は可能だろうと思う。（細谷氏） 

 

○ 説明が遅かったという厳しい評価につながった。今回の反省点、あるいは今後に生かす

べき点があるとすれば、政治家の葬儀について、強い賛否両論がある場合には、なるべく

早い段階で与野党の、そして大方の国民世論の合意を調達する努力をすべき。（南野氏） 

 

○ 「国葬儀」決定までに民主的なプロセスを踏むべきであった。閣議決定では、反対意見

を述べる機会を誰にも与えていない。反対意見が出たとしても、国会で審議しなければな

らなかったのではないか。 

○ 日本における国葬は、過去の例を見ると、政治的に利用されてきたことが明らかである。

「国葬儀」が必要だという結論に至ったとしても、政治利用されないためのプロセスが必

須であり、最低限、国会での審議が必要である。（宮間氏） 
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（論点）国民の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国葬儀そのものの説明に関する意見としては、 

・国民が国葬儀のイメージを持てず不信感が生じたため、式次第や内容に

ついて丁寧に説明してしかるべきだった 

・岸田総理が丁寧な説明を行っていないとの批判は的外れ、敢えていうな

らば報道不足 

・日々の記者会見などで説明を行ったことは適切かつ当然と評価 

・理解できる人を増やすため、適切な政治判断であること、どういう根拠

に基づいて実施されているかを、説明する努力が払われてもよかった 

・最初に法的根拠がないという誤解だけでも解いておけばよかった 等 

 

○国葬儀の説明の内容や方法に関する意見としては、 

・安倍元総理の政治家としての考え方や方向性を肯定するものではないこ

とを強く言うべきだった 

・旧統一教会との関わりでない形で論じられるニュース価値の提供につい

て工夫があってもよかった 

・日本が世界の中で大きな役割を果たした点を積極的に述べるべきだった 

・岸田総理がテレビや動画サイトを通じて国民に直接説明すべきだった 

・海外から見る安倍元総理の功績をしっかりと説明すべきだった 

・故人の神格化や国民の自由の実質的な制約のおそれにつながるため、国

民への広報について突出した方法や特別な方法は採るべきではない 

・パンデミックと厳しい安全保障環境の中で、安倍元総理が行ってきたこと

が必要であることに、重点を置いて説明したほうがよかった 等 

 

○その他の意見としては、 

・国葬儀は例も少なく、中立派の多くは極端であると捉えたのではないか 

・ネガティブな意見は、①総理大臣経験者の国葬儀に抵抗感、②業績に光

と影の両面、③幅広い合意形成がされなかった、の３つに大別できる 

・方針表明が唐突で世論の疑問や反発が高まってしまった 

・第三者的立場で国葬儀がふさわしいか検証するプロセスが必要 等 
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（有識者から出された主な意見） 

 

○ 政府・与党と野党第一党の間で合意があることは、幅広く国民の理解を得る上でも有益

だと考える。（池本氏） 

 

○ 権威や正統性は、服従者の直感に働きかける部分が大きいが、決定に「筋が通っていな

い気がする」という直感やセンスには、論理的な根拠がある場合が少なくない。今回の国

葬儀については、必ずしも理屈で批判している人たちばかりではないだろうが、以上のよ

うに筋立てて考えてみれば、「おかしいのではないか」という直感には、根拠があること

がわかる。（石川氏） 

 

○ 今回、国民の間に不信感が生じた原因の一つは、半世紀以上行ってこなかったため、国

民が国葬儀についてのイメージを全然持てなかったということだと思う。国葬儀の式次第

や内容について、もう少し丁寧に説明してしかるべきだった。 

○ 私は安倍元総理を国葬儀にすることに賛成だったが、国民の多くは、そもそも国葬儀っ

て何というのがほとんどだったと思う。 

○ 国民の理解を得るためには、国葬儀は、あくまでも安倍元総理の政治家としての考え方

や方向性を肯定するものではないということを、政府はもっと強く言うべきだった。 

○ ７月 14 日の岸田総理による国葬儀実施の表明が早過ぎたとは思わない。それに付随す

る説明が足りなかったと思う。法的根拠もなく内閣が独断で国葬儀を行おうとしていると

いう一つのストーリーが作られて、それが一定の説得力をもって広まった。（石埼氏） 

 

○ 民主主義についての議論を一番にすべきだったという恨みは残る。だが、岸田総理が丁

寧な説明を行っていないとの批判は的外れだ。少なくとも岸田総理は国民に国葬儀の意義

について繰り返し説明していた。説明不足ではない。あえていうならば報道不足である。 

○ 岸田総理自身が言葉を発すべきだった。質問に答えるのではない。自らの主張を論ずる

べきだった。確かに、オールドメディアは報道を控えたであろう。だが、動画サイトを始

め、様々なＳＮＳで総理自ら意見を発することができる時代である。（岩田氏） 

 

○ 安倍元総理の国葬儀の実施を決定した段階で、ボタンを掛け違えていたところがあり、

より広い国民の理解を得ることは難しかったと思う。国葬儀を実施することを決定した後、

国会での説明や記者会見などを行っていることは評価する。 

○ 我が国においては、極端な賛成派も極端な反対派もマジョリティではない。サイレント

マジョリティ、浮動層、中間層といった中立派は、安倍元総理に対して弔意を表する気持

ちは持っていたはずである。ただし国葬儀となると、これまで執り行った例も少なく、こ

うした方たちの多くは極端であると捉えたのではないか。（上久保氏） 

 

○ 旧統一教会との関係で国葬儀が論じられるということになったがゆえに、旧統一教会の

ことが報道されればされるほど、国葬に対する反対が増えていったことは、不幸な展開だ

ったと思う。 

〇 旧統一教会との関わりではない形で論じられるような、ニュース価値の提供について工

夫するということがあってもよかった。もう少し体系立てて、戦前の国葬儀とはこういう

ところが違うとか、吉田元総理の国葬儀から55年たっており今回はこうだとか、メディア
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がニュース価値として取り入れたくなるような形で、うまく情報発信ができなかったのか

と思う。（川上氏） 

 

○ 岸田総理が考える安倍元総理の功績を挙げ、国葬儀を行うことを決め、その判断が正し

ければ称賛され、誤っていれば批判を受けるということに尽きるのではないか。国民の納

得を得られないと判断するのであれば、岸田総理の判断で国葬儀の実施を取りやめればよ

かった。 

○ 反対派の人もいるが、大勢の人が自主的に献花したという事実もある。世の中、全く賛

否ない、分断のない政治はないと思う。国民の基本的な人権の部分で分断があってはいけ

ないとは思うが、国葬儀はこれには該当しない。 

○ 岸田総理は国葬儀を行う理由について、安倍元総理の功績を理由の一つに挙げているが、

「自由で開かれたインド太平洋」など、久しぶりに日本が世界の中で大きな役割を果たし

た点を積極的に述べるべきだった。（北岡氏） 

 

○ 国葬儀の実施について、岸田総理がテレビや動画サイトを通じて、内閣として国葬儀を

執り行いたいと考えていること、安倍元総理には大きな功績があったことなど、国民に直

接説明すればよかった。（君塚氏） 

 

○ 政府が説明を尽くすことは当然だが、法的根拠がないといった謬論に対して力強い言葉

によってはっきりと否定しなかったため、国民の中に今回の国葬儀に対する疑問の声が残

ってしまったのではないかと残念に思う。より力強い積極的な姿勢で説明し、国民の理解

を求めるべきだった。 

○ 民主的なルールに則って築き上げた業績について、議院内閣制の下で民主的に選ばれ、

行政府を任されている内閣が国葬儀に値すると判断し、それを正当な手続を経て執り行う

ことは、日本が民主主義国である以上、あってしかるべきではないかと考える。これを批

判することは、民主的な手続で行政府を任された内閣の判断を軽視するものであり、説得

力に欠けるのではないかと考えている。 

○ 政府又は与党は、海外から見る安倍元総理の功績を国内にもしっかりと説明すべきだっ

た。（榊原氏） 

 

○ 国民に直接説明することが望ましいと考えるが、前提として、国葬儀のイメージが分か

らなかったことが国民からの批判につながったと思う。吉田元総理の国葬儀の当時の様子

がテレビで放映されていたが、かなり時間がたっており、当時のことを覚えている方も少

ない。今回の国葬儀はすばらしい儀式だった。次回以降行うのであれば、今回の様子をイ

メージとして持ってもらえる。（坂元氏） 

 

○ 国会での質疑、記者会見やテレビ出演等を通じての説明など、通常の方法の範囲内で意

義を訴えることが基本であり、殊更にキャンペーンを展開することは、故人の神格化や国

民の自由の実質的な制約のおそれにつながるため、突出した方法や特別な方法は採るべき

ではない。（曽我部氏） 

 

〇 岸田総理が認めているわけではないが、国葬儀を決めた判断の一つとして、保守層への

配慮があったと伝えられている。もし、事実であれば、国が関与して安倍元総理を弔うこ

との政治利用と受け取られても仕方がない。国葬儀をめぐり、各方面から様々な問題点が
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指摘され、報道各社の世論調査で、「反対」が「賛成」を上回る形で国論が二分されたこ

との出発点ではないかと考える。（高橋氏） 

 

○ 今回一番問題だったのは、国葬儀を行うと決めた時期が早かったということ。国葬儀を

決めた時期は、襲撃事件に対する衝撃が強く、国民としてもあの段階では国葬儀を行う必

要があると考えた人が多かったと思う。ただ、少し時間がたってみると、旧統一協会と自

民党との関係や安倍元総理の内政的な負の側面を指摘する声も出てきた。 

○ 国民が国葬儀に反対した理由は幾つかある。森友学園、加計学園、桜を見る会の問題が

あったことから、国葬儀に値しないという意見や、コロナ禍、物価高の中で、一人の葬式

にこれだけのお金が投入されることに対する経済的な面での抵抗感、それから、安倍元総

理個人と自民党の旧統一教会との関係が次第に明らかになる中で、国葬儀にすることがふ

さわしいのかと反対する人は結構いたと思う。 

○ パンデミックと厳しい安全保障環境の中で、安倍元総理が行ってきたことが、次のステ

ップに進む上で必要であることに、もう少し重点を置いて説明していれば、野党や国民の

反応は違っていたかもしれない。 

○ 非業の死を遂げたことについては、悔やまれるべきであり、許してはいけないことであ

る。ただ、それが国葬儀の理由になるのか非常に疑問を感じている。厳しい中でも、選挙

を行い、政治を粛々と遂行していくことが、毅然とした態度を示すということだと思う。

（詫摩氏） 

 

○ 日々の記者会見などで説明を行ったことは適切かつ当然と評価する。ただし、岸田総理

や松野長官らの説明は、国民全体で弔意を表するために国葬儀を行うとしながら国民に弔

意を強制するものではないとしており、根本的な矛盾があるように感じられた。ただし、

弔意を強制するものではないと繰り返し説明してきたことは評価できる。（武田氏） 

 

○ 国葬を国民に理解してもらおうという岸田総理の姿勢は分からなくはないが、記者会見

や国会での説明内容を聞いても、従来の繰り返しで説明し切れておらず、国民の納得や理

解を得ることは難しかったのではないか。 

○ そもそも国全体として弔う、悼むということが、価値観が多様化する現代社会において

適切なのだろうか、という問題もあったと思う。（豊田氏） 

 

○ 国葬儀に対してネガティブな意見は、３つに大別できると思う。１つ目は、総理大臣経

験者を対象とした国葬、国葬儀に抵抗を感じたというもの。２つ目は、安倍元総理の業績

には光と影の両面があるということ。長期政権の弊害を指摘する人もいた。３つ目は、政

権が国葬儀実施を決めたが、国民の幅広い合意は形成されなかったのではないかというも

の。合意形成に至る努力が果たして十分だったのかという疑問。特に、３つ目は、岸田総

理の政治姿勢に関わる問題だったと考えている。（永井氏） 

 

○ 私は国葬儀開催の必要性はあまり感じなかった。しかし、総理大臣が行政の活動の一環

として国葬儀を実施すると判断し、それが内閣府設置法に基づいて実施され、その内閣府

設置法には国の儀式を行うことが規定されている。そういう儀式なのだということであれ

ば理解はできる。つまり、賛成はしないが理解はできるという認識だ。 

○ 多くの人が弔意を示すという意味においては、通例どおり、合同葬とした方が自然に参

加しやすかったのではないか。つまり、賛否が分かれて、参加すること自体がある種の政



 

25 

治性を強く帯びるような状況になってしまった。むしろ通例に沿った環境のほうが、多く

の人たちが弔意を表明しやすかったと考える。 

○ 賛成、反対ということはさておくとして、理解できる人を増やすことが重要だ。言い方

を変えると、今回の国葬儀をめぐって、大半の人は何がどのようなプロセスのもと起きて

いるのかよく分からなかったのではないか。 

○ 国葬儀への反対を確信犯的に言っている人たちもさることながら、態度を決めかねてい

る人たちを中心に、適切な政治判断であること、どういう根拠に基づいて実施されていっ

ているか、説明する努力が払われてもよかった。（西田氏） 

 

○ 総理大臣のような政府主導の葬儀に当たっては、政治的に、支持者とそうでない人の間

で評価が分かれるということはある程度やむを得ないと思う。したがって、総理大臣経験

者の葬儀の在り方については、国民の幅広い理解を得るための周到な準備や手続が必要だ

ろう。（細谷氏） 

 

○ ７月14日の岸田総理の記者会見で、いきなり国葬儀を行う方針を説明したことから、唐

突感が否めず、世論の疑問や反発が高まってしまったと考える。衝撃の事件からわずか１

週間という時点では、多くの国民がいわばショック状態にあり、いまだ冷静に議論を行う

環境にはなかったのではないか。国葬儀の実施表明のタイミングをもっと遅くするという

方法があり得たように思う。 

○ 法的根拠がないという論点だけでも誤解を解いておければよかったと思う。政府は、当

初から内閣府設置法第４条第３項第33号を挙げて説明を行ったが、難しかったと思う。最

初から憲法論とか侵害留保説を前面に出して説明すればよかったと思う。（南野氏） 

 

○ 岸田総理は、「国葬儀」を実施するに当たって挙げられていた４つの理由を国会の閉会

中審査などで繰り返して述べていた。これらに国民が納得できていないから問題になって

いるのであって、それを繰り返しても意味がなかった。 

○ 閉会中審査で野党からの質問にあった、どうして外国からの弔意に応えるために、内閣

主催の葬儀ではいけないのかということは、多くの国民が疑問に思っていたところだと思

うが、それに対しても適切に答えていなかった。 

○ 仮に、「国葬儀」が必要だという結論になるのであれば、国会での審議の他に政府の関

係者でも国会関係者でもない人たちによって構成される第三者の委員会、第三者的な立場

で本当に「国葬儀」にすることがふさわしいのかを検証するプロセスがあってしかるべき

ではないかと思う。（宮間氏）  



 

26 

（論点）対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象者の範囲に関する意見としては、 

・我が国が重視すべき価値について議論し、対象者の範囲を決める必要 

・大規模災害で大きな貢献があった者も対象になるのではないか 

・総理大臣経験者の国葬儀を制度化するなら全員にするしかない 

・公に尽くしたという意味で、国葬儀に該当するのは顕著な業績をともな

った総理大臣経験者しかいない 

・総理大臣経験者であることをもって一律に実施すべきではない 

・党派対立を抱えてしまう総理大臣経験者は国葬儀にはなじまない 等 

 

○対象者の基準に関する意見としては、 

・客観的ルールを定めてルーティンにするか、ハイレベルの決定として、

その都度国会を通しておく必要 

・総合考慮しかなく、総合考慮に当たっての考慮要素についても具体的な

ものは難しく、時々の内閣が判断を積み上げてルールがはっきりする 

・民主主義社会において為政者を評価する人もいれば評価しない人もお

り、実施する際の基準を作るのは不可能な議論 

・基準やルールは設けず、そのときの歴史の判断で決めていくのがよい 

・政治は極めて多様な側面を持つ行為であり、一律の基準で判断できない 

・これまでの方法を評価する、あらかじめ基準を決めることは難しく、内

政・外交で総合的に見ることが大切 

・都度判断だが、一定の実体的・手続的ルールは定めたほうがよい 

・誰を対象とするかコンセンサスを得ることは困難であり、あらかじめ

「国葬法」を制定することは不可能に近い 

・業績も様々、亡くなり方まで含め事前に想定できない事態も生じる 

・最終的に総理大臣が判断するとしか定めようがない性質のもの 

・実施に当たっての一般的な基準等についてルールを策定することは困難

であり、それぞれのケースに応じた柔軟な対応が必要 

・いくつかの基準を与野党合意で定めておき、基準を満たせば候補になり

得るなどの判断手続についての慣習、習律を作るのがよい 等 

 

○その他の意見としては、 

・今後に向けて超党派の支持と本人の意向について考えてよい 

・国葬儀を行う場合には、業績を検証できる仕組みも検討する必要 等 
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（有識者から出された主な意見） 

 

○ 現在は政治がイデオロギー的に分極化し、政治家の評価が分かれる時代である。諸外国

の経験に鑑みても、卓越した功績を残した一部の総理大臣経験者のみを内閣の裁量に基づ

いて国葬儀の対象とし、なおかつ国民の幅広い支持を得ることにはかなりの困難が伴うと

考える。 

○ 葬儀の在り方について内閣のみで決定するのでなく、与野党間で協議を行う仕組みを設

け、一定の合意に到達することを目指すべきである。 

○ 国葬の対象は同じ自由民主主義国家でも大きく異なり、英国は戦争で貢献した者が、フ

ランスやイタリアは文化人が多い。日本においても、我が国が重視すべき価値は何である

のか十分に議論した上で、国葬儀の対象になる人物の範囲を決める必要がある。（池本氏） 

 

○ 正統性の問題をクリアするために、国葬儀の対象者に関する客観的ルールを定めるのは

一つの在り方だ。それほど難しい規定を法律で定める必要はなく、基本的な事柄だけ決め

ておいて、細目は政令や内規に委ねればよい。誰を国葬儀にするのかといった議論もなく

なり、統治が安定化していく。ただし、ルール化すればルーティンになる。いきおい国葬

儀の数は増えて、「また、やっているな」という感じになり、ありがたみが薄れることに

はなる。 

○ それでは厳かでない、というのであれば、国葬儀の是非については、ハイレベルの決定

として、その都度国会を通しておく必要がある。もし、今回あえて国会を通さなかった内

閣の判断の背景に、野党から強い反対を受ける蓋然性への考慮があったのだとすれば、最

初から国葬儀を回避して、内閣葬その他に切り替える、という判断が本当は必要だった。

（石川氏） 

 

○ 国葬儀の対象となる者は、総合考慮しかないと思う。総合考慮に当たっての考慮要素に

ついても具体的なものは難しい。時々の内閣が判断を積み上げていくしかない。積み上げ

ていくことにより、ルールがはっきりしてくると思う。 

○ ４つの理由のうち、一番大きいのは在職期間の長さだと思う。それだけだと弱いという

気がする。そのため、外交の成果とか、亡くなり方、あの４つの要素があって、初めて安

倍元総理は国葬儀の対象者としてふさわしい方ということになるのだと思う。 

○ 国葬儀を行う理由に功績を挙げる場合、それが政治的に評価するようなものではいけな

い。言ってみれば量としてどれだけのことを行ったのかということを考慮要素にすべきだ

と思う。 

○ 国葬儀の対象者は総理大臣経験者に限らないと思う。例えば、大規規模災害が発生した

ときに、そこから国民の命を救出したといった大きな貢献があった方も対象になるのでは

ないか。（石埼氏） 

 

○ 国葬儀を実施する際の基準を作れとの議論がある。先述したとおり、これは不可能な議

論である。民主主義社会において為政者を評価する人もいれば評価しない人もいる。価値

観の多様性を擁護するのが民主主義であり、政治家の評価を固定することはできない。 

○ 政治家の評価を定めることは困難だ。しかし、それでもなお国葬儀には大いなる意義が

あるからこそ各国で国葬儀が行われる。（岩田氏） 
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○ 国葬儀の実施の閣議決定に至った岸田総理の判断自体は、妥当なものだったとは言えな

い。岸田総理が国会で述べた国葬儀の実施の理由として、安倍元総理が憲政史上最長の総

理大臣在任者だったことなどを挙げるが、これらはいずれも国葬儀の実施の理由としては

弱い。 

○ 国論を二分する状況に配慮せず、安倍元総理を称賛する声のみを聴き、国葬儀の実施を

「政治的」に判断したことに問題があった。 

○ 私は「総理大臣経験者全員国葬儀論」を主張する。今後、総理大臣経験者が亡くなった

ときは、全て国葬儀を実施すると国会において法律又はルールを制定してはどうか。総理

大臣という重責を担った人物に対しては党派、思想信条、政策志向や業績にかかわらず、

国民が一定のリスペクトを示すべきである。（上久保氏） 

 

○ 対象者については、皇族を除いては、そこまで公に尽くしたという意味で、国葬儀に該

当するのは顕著な業績を伴った総理大臣経験者しかいないと思う。 

〇 基準を設けたり、ルールを設けるということには反対。総理大臣経験者に限られると思

うが、国葬儀の対象者は、そのときの歴史の判断で決めていくのがよいのではないかと思

う。（川上氏） 

 

○ 対象者についても、総理大臣自身で判断すればよい。 

○ 何度も選挙で国民から選ばれているということは、一つの判断材料になるかもしれない。

安倍元総理が何度も国政選挙を勝ち抜いたという点は一つの判断材料になり得るのではな

いか。 

○ 国内外で評価される大きな業績があったということも一つの判断材料になるかもしれな

い。大きな業績という点で判断は分かれると思うが、時の総理大臣が大きな業績と思えば、

それでよい。 

○ 選挙の最中に安倍元総理が銃弾に倒れたことを悼むことは、民主主義を守るという意味

もあるのではないか。これも国葬儀を実施する判断材料になるのではないか。 

○ 直感的には、ルール化すべきものではない、しっかりと制度化すべきものではない、抽

象的な原則で足りると考えている。幾つか基準が考えられないこともないが、主観的にな

らざるを得ない。（北岡氏） 

 

○ 一般の方への叙勲における評価も難しいが、ましてや国葬儀を行う政治家の評価、特に

亡くなった直後の元総理大臣の評価は極めて難しい。だからこそ、その時々の政府が判断

することは当然である。 

○ 長期的な政権の連続性や継続性は、特に外交的な安定、安全保障上の安定、信頼性をも

たらす。国内的にも、同じ政権が続けば、長期的な改革も実現できる。こうした点は国葬

儀の実施の判断に当たり、重要である。 

○ 総理大臣経験者が非業の死を遂げた戦後初めてのケースではあるが、生前の功績や在任

期間の長さが国葬儀の実施の判断理由として適当である。 

○ 今後、在任期間が長い元総理大臣は、よほどのスキャンダルなどがない限りは国葬儀の

対象者にすべきである。日本の場合は、現在までのケースを比較検討していくと、７年以

上政権を維持できていれば、有資格者なのではないか。 

○ 国葬儀は国民の税金で行うことでもあり、総理大臣経験者であることをもって一律に実

施すべきではないと思う。（君塚氏） 
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○ 政治とは極めて多様な側面を持つ行為であり、前もって定めた一律の基準で総理大臣経

験者の業績を判断できるものではないと考える。このため、吉田元総理及び安倍元総理の

国葬儀について、その時々の内閣が事情を総合的に勘案し、国葬儀の可否を判断したこと

は妥当である。 

○ 国葬儀の対象とする要素については、一律に定めるべき事柄ではないと考える。ケース・

バイ・ケースである。物事に対する評価であるため、どんな基準を作るにしても十全なも

のになり得ない。 

○ 総理大臣の最大の責務は、国家・国民の安全を守り抜くことである。日本を取り巻く国

際情勢の基本構造を読み解き、外交・防衛の両面において、中長期にわたって国家・国民

を守り抜く基本体制を築いたかどうかは、大きな判断材料になると思う。 

○ 日本及び世界の国々、諸国民にとって望ましい国際秩序を形成するため、国際社会にお

いて能動的に働き、その貢献を国の内外から高く評価されたかどうかということも、留意

すべき事柄になるのではないかと考える。（榊原氏） 

 

○ これまでの方法を評価する。対象者の基準をあらかじめ決めることは難しいと思う。内

政・外交で総合的に見ることが大切である。他方、今回の８年８か月といった客観的な数

字は一つの基準となり得る。また、国民から大きな支持があり、その死が国民に特に大き

な衝撃を与えたような場合は、国葬儀を検討すべきと考える。（坂元氏） 

 

○ 総理大臣経験者の葬儀の在り方については、究極的にはその都度の判断ということにな

るが、一定の実体的・手続的ルールについては定めたほうがよいと考える。特に判断プロ

セス、思考プロセスはもっと明確にすべきと思うが、法律等で基準を詳細に規定し尽くす

ことは難しい。結局のところは一般的な基準をもとに個別に判断せざるを得ないが、その

時の手掛かりとしては、先例及びそれに対する国民の評価との関係で今回はどのように業

績等が評価されるかを説明すべきであり、それが理解を得られるかどうかということにな

る。（曽我部氏） 

 

○ 岸田総理は安倍元総理の国葬儀を実施する理由を説明したが、この説明の評価を述べる

ことは控えたい。（高橋氏） 

 

○ 国費を使う以上、超党派の支持が一つの基準になると思う。今回をきっかけとして、総

理大臣経験者については、生存中に自分が亡くなったときはどうしたいのか意向を聞くこ

ととすれば、それも決め手の一つになると思う。 

○ 法的な基準を作るということは難しいのではないか。少なくとも、今後に向けて、超党

派の支持と本人の意向ということを考えてもいいと思う。（詫摩氏） 

 

○ 誰を国葬儀の対象とするかについてコンセンサスを得ることは困難であり、あらかじめ

「国葬法」を制定することは不可能に近いと思う。ただ、手続や予算の仕組みはあらかじ

め規定しておき、具体的な実施は国会の議決によるという立法は検討の余地がある。 

○ 多様な価値観を前提とする戦後の民主主義社会と国葬儀はなじまず、佐藤元総理や中曽

根元総理に関しても、功績はあったと思うが、このような理由で国葬儀の実施に至らなか

ったと思う。国民葬、内閣葬、自民党葬など、過去の事例・形式を踏襲したほうがよかっ

たと思う。 
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○ 時の総理大臣の判断に委ねていい問題とそうではない問題がある。元総理大臣の国葬儀

がどちらに当たるのかということになるが、今回、最終的にはかなり反対の意見が高まっ

たということを考えると、必ずしもその時の総理大臣の判断に任せてしまってよい問題と

は言えないと思う。国民に弔意を求める、あるいは国民全体で弔意を表するために国葬儀

があるとすれば、その時の国民の判断よりも、総理大臣の判断を優先させていいとは軽々

に言えない。（武田氏） 

 

○ 大前提として、総理大臣経験者は国葬にはなじまないと考える。日本の政治は、議員か

ら総理大臣を選ぶ議院内閣制であり、どうしても党派対立を抱えてしまう。そうした党派

対立を抱える人物を、国全体として悼むという儀式としての国葬の対象とすることは適切

ではないのではないか。 

○ 総理大臣経験者の公的葬儀は近年、内閣・自民党合同葬として行われることが慣例化し

ているが、今の選挙制度は政権交代があり得るという制度設計になっており、政権は自民

党だけが担うわけではない。内閣と政党の合同葬として行うとしても、自民党以外の政党

出身の総理大臣経験者にも適用できるような普遍性を持つものでなければならない。 

○ 留意すべきは政党本部が受け取る政党助成金は税金であるということだ。例えば、内閣・

自民党合同葬で自民党本部が費用を半分負担するとしても、その７割程度は政党助成金か

ら出ているという見方もできる。内閣と政党の合同葬であっても、納税者としての国民の

理解を本当に得られるのか、ということも考える必要がある。（豊田氏） 

 

○ 外形的な基準はなかなか決め難いだろう。歴代総理大臣経験者が亡くなれば、その都度

葬儀の在り方を検討してきたと思う。 

○ 葬儀の形式については、総理大臣経験者の業績も様々であり、亡くなり方を含めて考え

ると、事前に想定できない事態も生じる。対象者の基準を前もって決めておくことはでき

ないのではないか。 

○ 安倍元総理の国葬儀をめぐり大きな議論があったことを考えると、これを前例にして、

国葬儀実施や対象者の基準を決めることは適切でないと考える。（永井氏） 

 

○ 法律で細かく縛ればよいというものではない。とりわけ国民の権利が制約されるという

ような種類の事項でもなく、政治的な判断でなされることでよいのではないか。法律で制

約する性質の事項ではなく、対象者を明示的かつ一律に定めるのは極めて難しいと考える。 

○ 結局のところ、ある種の抽象的な基準のようなものを定めたところで、形骸化する可能

性は否定できない。結局は誰かが最終的に判断をすることになる。誰が最終的に判断する

のかというと、やはり時の総理大臣ということになるし、そうとしか定めようがない性質

のものではないか。（西田氏） 

 

○ 総理大臣経験者の国葬儀は、極めて例外的で重要な功績を残した総理大臣に限定される

ことから前例が少なく、政治情勢や社会情勢の影響を大きく受けるということからも、実

施に当たっての一般的な基準等についてルールを策定することは困難であり、それぞれの

ケースに応じた柔軟な対応が必要だと思う。 

○ 総理大臣経験者のうち、どのような要素をもって国葬儀の対象にするのか考える際、基

本的には実質要件と形式要件の双方が求められる。 

○ 何故安倍元総理が他と違うのか、どのように特別で重要な役割を担ったのかといったこ

とについて、岸田総理が丁寧に説明する必要があったと思う。そういった意味では、閣議
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決定後の事後的な手続や説明については、必要十分なものであったと思うが、一方で、閣

議決定前の段階において、対象者についての国民の幅広い支持や与野党でのある程度のコ

ンセンサスを得るための努力が必要であったという点は、今後留意すべき事項だと思う。

（細谷氏） 

 

○ 幾つかの基準、メルクマールのようなものを、なるべく与野党合意であらかじめ定めて

おき、そのような基準を満たした場合には国葬儀の候補になりうるとする、そういう判断

手続についての慣習、習律のようなものを作っていくのがよいのではないかと思う。 

○ 安倍元総理に多大な功績があり、また、諸外国から多くの弔意が寄せられていることを

国葬儀の理由として挙げたが、理由としては厳しい。主観的なグループに入るものが理由

として挙げられていたと思う。他殺であった、非業の死であった、あるいは歴代最長政権

であったという客観的な理由で、それだけで国葬儀にするに値すると説明していれば、そ

れなりに説得力があったのではないか。（南野氏） 

 

○ 「国葬儀」にする人物の基準を設けるのは難しい。もし総理大臣経験者の「国葬儀」を

制度化するならば、全員「国葬儀」にするしかないと思う。政治家の業績に対して良い評

価と悪い評価とがあるのは当然である。これは安倍元総理に限らず、どなたでも同じ。基

準を明文化することは、不可能だと思う。 

○ 政府は、安倍元総理の「国葬儀」を内閣葬ではなく「国葬儀」にする理由が説明できて

いなかった。内閣葬と「国葬儀」の線引きも難しい。 

○ 「国葬儀」を行うのであれば、褒める「顕彰」だけではなくて、総理大臣の執務文書の

公開など業績の功罪について国民が「検証」できる仕組みも併せて検討しなければならな

い。（宮間氏） 
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（論点）経費や規模の妥当性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○経費や規模に主に肯定的な意見としては、 

・政府が自らの責任で適切であると信じる規模の国葬儀にすればよい 

・予備費の使用と既定経費の範囲内であるならば問題視することはない 

・経費及び参列者などは妥当な規模だった 

・国民一人当たりの負担を考えても多すぎたということはない 等 

 

○経費や規模に主に否定的な意見としては、 

・家族や所属政党にも一定の支出を求めるべき 

・経済状況がよいとは言えない中で、多くのお金が投入された 

・全額税金から支出したことには重大な疑問がある 

・適当な金額に収まったが、規模としてはもっと小さくてよい 等 

 

○参列者に関する意見としては、 

・国会議員などは一部に限定し、残りは国民から選ぶことも考えられる 

・次代を担う若い世代の参列がより多ければなおよかった 等 

 

○一般献花に関する意見としては、 

・一般献花の会場として総理官邸前の駐車場を使うことはできなかったか 

・一般献花は各都道府県で実施してもよかった 

・国の出先機関や地方公共団体でも献花台を設けるほうがよい 等 

 

○その他の意見としては、 

・経費は国葬儀終了後に可能な限りオープンにするべき 

・式典以外の経費を切り出して公表したことは評価できる 

・経費の透明性や公正な手続による運営が重視されるべき 

・オンラインで多くの国民が視聴できることは非常に望ましい 

・経費が妥当であったことを国会で精査することが重要 等 
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（有識者から出された主な意見） 

 

○ 国葬儀として行うことで必要な経費は国庫から支出すべきだが、一般に葬儀を行うため

に必要な経費については、家族や所属政党にも一定の支出を求めるべき。特に政党が負担

すべき経費を国が肩代わりしていると、党派的なものだという批判を受けることにもなる

ため、どこかで線を引くべきだと思う。（池本氏） 

 

○ 経費は時代、状況、物価によって異なるものであり、一概に幾らであると決定すること

は不可能だ。規模の問題も同様である。規模の問題も同様である。政府が自らの責任で適

切であると信じる規模の国葬儀にすればよい。（岩田氏） 

 

○ 経費が国家予算の予備費の使用であり、警備費などは既に計上されている既定予算から

の支出の範囲内であるならば、特に問題視することはないと考える。事前に国会に諮り、

決議などを経る必要はない。国葬儀終了後に、可能な限りオープンにするべきである。（上

久保氏） 

 

〇 経費については、安全を確保するという意味ではどうしてもある程度の費用が掛かるわ

けで、12億円台半ばは妥当な金額ではないかと思う。（川上氏） 

 

○ 経費の多寡についてはなかなか判断ができない。 

○ 国会議員などの参列はごく一部に限り、残りは並んだ順番やくじ引きなどでもよいので、

国民から選ぶことも考えられるのではないか。（北岡氏） 

 

○ 今回の国葬儀の経費は、妥当だった。経費は、当然にこの程度掛かる。 

○ 一般献花の会場として、安倍元総理にゆかりのある総理大臣官邸、その前の駐車場、車

寄せを使うことはできなかったのだろうか。 

○ 国葬儀である以上、一般献花は各都道府県で実施してもよかったと思う。（君塚氏） 

 

○ 日本の各界及び諸外国・地域や国際機関から多数の参列者があった。経費及び参列者な

どは、妥当な規模だったと考える。 

○ 警備上の課題もあるとは思うが、次代を担う若い世代、例えば大学生や大学院生の世代

の参列がより多ければ、なおよかったと思う。（榊原氏） 

 

○ 費用の妥当性は一概には何とも言えない。他の事例と比較ができないということはある

が、今回は国民一人当たりの負担を考えても、経費が多過ぎたということはないだろう。 

○ 規模は妥当で立派な葬儀が行われたと考えるが、地方でも献花をしたいと思っていた人

はたくさんいたと思う。国の出先機関や地方公共団体でも献花台を設けることができれば

なおよかったと思う。（坂元氏） 

 

○ 類似行事の比較が難しいとの話があったが、今回、式典以外の経費を切り出して公表し

たことは評価でき、先例にしてはいかがか。（曽我部氏） 

 

○ 今回の経費や規模が妥当どうかについては、責任を持って述べることはできない。（高

橋氏） 
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○ 今回、経済状況がよいとは言えない中で、多くのお金が投入された。警備費にお金が掛

かったという印象を受けた。不測の事態に備えた警備があったとすれば、合意が形成され

ていない中で実施したことにより、よりお金が掛かってしまったということになる。（詫

摩氏） 

 

○ 当初想定されていた金額よりは低かったが、最終的に６割以上の国民が反対していたこ

とを考えると、国葬儀として全額税金から支出したことには、やはり重大な疑問があると

言わざるを得ない。 

○ 国民葬のような形にして、寄付やクラウドファンディングをして、全額税金から支出す

るということを避けることが必要だと思う。（武田氏） 

 

○ 今後、政治家の国葬儀が行われることはないとは思うが、政府が関与して葬儀を行うの

であれば、その規模や費用はその都度、国民が納得できるような規模と額にしなければな

らない。（豊田氏） 

 

○ 経費の多寡に関する評価は判断しかねる。支出された経費の透明性や、公正な手続によ

る運営といった点が重視されるべきだ。（永井氏） 

 

○ 事案が事案だけに、経費も規模も妥当なのかどうか、一概には評価できない。（西田氏） 

 

○ 今回の国葬儀は、オンライン、オフラインと両方の面での国民の参加があった。オンラ

インでの対応は、オフラインと比べると大幅に経費が限定される。そういった意味では、

今回の国葬儀がオンラインで多くの国民が視聴できるようになったことは、経費の観点か

らも、より幅広い参加という観点からも、更に言えば、コロナ禍における安全性の確保と

いう観点からも、非常に望ましい措置だったと思う。 

○ 今回の国葬儀の規模や経費については妥当なものだと思うが、吉田元総理の国葬儀も半

世紀前のことであり、過去の例と比較することは、その時々の技術水準等々の違いを含め、

極めて難しい。他の例と比較して妥当性を評価するということよりも、それぞれの経費が

妥当であったということを国会でしっかりと精査することが、妥当性を担保する上で重要

だと思う。（細谷氏） 

 

○ 今回、全ての経費を公表したことは非常によいことだったと思う。12億円、国民１人当

たり10円程度であり、適当な金額に収まったのではないかと思う。他方で、規模としては

もっと小さくてよいと思う。（南野氏） 

 

○ 経費は、「国葬儀」を考える上で、もちろん、国民の関心事の一つではあるが、それ以

前の問題ではないかと思う。（宮間氏） 
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（論点）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（弔意表明の協力） 

○協力を国民等に求めなかったことに主に肯定的な意見としては、 

・個々人から湧き出る弔意によるものであるべきであり、国民に対して弔

意を呼びかけなかったことは適切だった 

・時代が大きく変わっており、弔意のお願いをしなかった判断は適切 

・日本社会の実態を見ると、要請そのものに慎重になるべき 等 

○協力を国民等に求めなかったことに否定的な意見としては、 

・国として最高の礼遇を意味する国葬儀において、地方公共団体等に協力

を求めなかったことは適当でない 

・弔意を強制するものでないということを発信してしまったがために、逆

に弔意を示しにくくなってしまった。 

・要請したほうが全体的な整合性が取れたのではないか、自治体の自主的

な対応に委ねたことは混乱を助長した 等 

 

（決定から実施までの期間） 

○決定から実施までの期間については、 

・実施が遅きに失したことが最大の問題だった 

・期間が空いた間に批判が高まったこともあり、日程設定と場所の確保が

大きな課題として残った 

・決定から実施まで２か月半は少し長かった。あらかじめ準備しておき、

国葬儀を行うと決めたときにはすぐに招待状を出すなどできないか 等 

 

（意見聴取） 

○今回の意見聴取については、 

・賛否双方の意見、議論の内容、意思決定のプロセスの記録が重要 

・今般のヒアリングを含めて、様々な声を聞いて、反映し、それに応える

ことが国民の理解を深めることにつながる 

・国葬儀を続けることを前提とせず、現代の日本社会において、特に政治

家の業績を国として顕彰する国葬儀は必要なのか、国葬儀の是非を議論

すべき 等 
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（有識者から出された主な意見） 

 

○ 英国では、1965年のチャーチル以降民間人の国葬はなく、それ以前は戦争で国に尽くし

た人が多いことが特徴である。19世紀以降政治家の国葬は４名であり、最近ではサッチャ

ー元首相が 2013 年に国葬より一ランク下の儀礼葬になっている。国葬の対象は基本的に

国王であり、国王以外の人を国葬する場合には、国王の許可と財政支出に関して下院の同

意が必要である。儀礼葬の場合は国王の同意は必要だが、議会の同意は必要ない。国葬の

対象になる可能性のある当人の意向を事前に確認する慣習になっている。チャーチルは事

前に国葬に同意し、サッチャーは辞退したと報じられている。 

○ フランスでは、国葬に加えて、更に格上の制度としてパンテオンへの埋葬がある。前者

は大統領のデクレ（命令制定権）によるが、後者は議会の同意が必要である。死後しばら

くたってからパンテオンに移されるケースもある。いずれにせよ、文化人が多い。1958年

に第五共和制となって以降は、国葬された政治家はいない。おそらく、初代大統領のシャ

ルル・ド・ゴールが本人の希望で国葬にならなかったことが影響していると考えられる。 

○ ドイツでは、国葬と国家追悼があり、違いは政府のウェブサイトを見てもよく分からな

いが、連邦大統領が決定する。対象は基本的に政治家のみだが、テロや自然災害の犠牲者

が対象になることがある。首相・大統領経験者は全て国家追悼の対象となっており、その

他、一部の閣僚・州首相なども対象となったケースがある。 

○ イタリアでは、大統領・首相・国会議長・最高裁長官経験者と、現職で亡くなった閣僚

は法律の規定で必ず国葬になる。それ以外に、閣議決定に基づいて、国のために尽くした

人や国に名誉をもたらした市民に国葬が認められることがあり、文化人が多い。（池本氏） 

 

○ 国葬儀は実施が遅きに失した。これが最大の問題だった。この間に旧統一教会の問題が

噴出し、安倍元総理への悲しみよりも非難が集中的に報じられる結果となった。また、人

間の喪失感は持続しない。悲しみ悼む思いは日々薄れていく。この意味でも国葬儀は速や

かに行うべきだった。 

○ 国葬儀の説明に関し、各国の国葬儀を参照し説明してもよかったのではないのか。各国

の国葬儀を比較検討し民主主義国家における国葬儀の意義を考えることは重要であろう。 

○ 政治的決断は瞬間的民意にのみ従うべきではない。後世から振り返っていかにあるべき

かを追求するのが政治という営みである。時が熱狂と偏見を和らげた際、今回の国葬儀の

意義は見直されることになるだろう。（岩田氏） 

 

○ 仮に今回の葬儀が内閣・自民党合同葬であれば、批判は少なかったのではないか。その

場合でも、一部から「なぜ国葬儀でないのだ」という批判は起こったかもしれない。結果

論であるが、今回のような形で国葬儀に関する議論が起こるよりも、「安倍元総理を国葬

儀で送るべきではなかったか」という議論が起こっていたほうが、よほど健全であり、妥

当ではないか。 

○ 安倍元総理の死去から国葬儀までの期間が空いた間に、国葬儀に対する批判が高まった

ということもあり、日程設定と場所の確保が大きな課題として残ったと考える。 

○ 感情論を排し、落ち着いて今後を考える一つの方策として、今後全ての総理大臣経験者

を国葬儀とすることを議論してはどうか。それは、多様な人々が、多様な思想信条を持つ

ことをお互いに尊重し合う日本社会を再構築する契機となるのではないだろうか。（上久

保氏） 
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○ 国葬儀の準備が短期間では難しいということはあると思うが、２か月半という期間は少

し長かったと思う。２か月半という期間をもう少し短くすれば、今回のような分断は避け

られたのではないかという印象を持っている。 

○ 国葬儀を行わなければならない場合に備えて、あらかじめ準備をしておいて、国葬儀を

行うと決めたときには、すぐに招待状を出すなどできないか。 

〇 弔意については、これからの時代は、弔意を示したい人が弔意を示すということになっ

ていくのではないか。国は、こういう形で弔意を表すということをモデルケースとして示

すとか、そのくらいはやってもよいと思う。（川上氏） 

 

○ 安倍元総理の逝去に対し、インド、ブラジル、カンボジアが国家として喪に服している

中、日本が喪に服さないことに違和感を覚えた。 

○ 運営面について言えば、海外からの弔意に応えると言っているにもかかわらず、海外か

らの参列者の肩書きや名前を全て紹介しなかったことは、失礼だったのではないか。（北

岡氏） 

 

○ 海外から安倍元総理に授与された勲章について、今回の国葬儀の祭壇には、一部の勲章

のみが飾られ、飾られていないものが多い。よほどのことがない限りは、礼儀として全て

の勲章を飾るべきである。 

○ 国葬儀であるならば、今の御時世は天皇皇后両陛下にお出ましいただいてもよいのでは

ないか。いわゆるレセプションにも天皇皇后両陛下にお出ましいただければ、格上の海外

要人がより参列した可能性もあったと思う。国として執り行うのであり、いわゆる天皇皇

后両陛下の政治利用には当たらない。 

○ 今回の国葬儀においては、国民に対して弔意を呼び掛けなかったことは適切だったと思

う。個々人から湧き出る弔意によるものであるべきであるし、決めた時間に黙とうするよ

うに押し付けることは難しいと思う。（君塚氏） 

 

○ 国葬儀の実施に当たって、弔旗の掲揚や黙とうを各府省に求める閣議了解を今回見送っ

たこと、地方公共団体や各教育委員会などに弔意表明の協力を求めなかったことは、適当

ではないと考える。国として最高の礼遇を意味する葬儀が国葬儀であり、その趣旨を踏ま

えて対応すべきだったと考える。（榊原氏） 

 

○ 弔意の強制などそもそもできるはずがなく、殊更に弔意を強制しないと言う必要はなか

ったのではないか。今回、弔意を強制するものではないということを発信したがために、

逆に弔意を示しにくくなってしまった。弔意を表したい人が自然に表せるような工夫が大

切である。あくまでお願いレベルだが、国民や地方公共団体にも弔意の表出をお願いすべ

きだったのではないか。（坂元氏） 

 

〇 今後、国が前面に出ての葬儀の基準や手続を定め、実施することがあるとすれば、①国

論の分断を避ける②国会が何らかの形で関与する③経費、積算根拠など関連情報を極力公

開し、徹底した透明化を図る―ことが大前提と考える。（高橋氏） 

 

○ 静かに安倍元総理の業績をたたえ、静かにお見送りすることが本来の目的だったとすれ

ば、今回の国葬儀をめぐって、国が分断されたことは、見ていて残念な部分があった。弔

い方は、国葬儀だけではなく、合同葬など歴代の総理大臣経験者に対して行われた方式で
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も全く劣らないものであり、今回、国葬儀にこだわる必要があったのかと疑問に思う。（詫

摩氏） 

 

○ そもそも国葬儀というものが、国民全体で弔意を示すために行うものであり、国民に弔

意を求めないのであれば、国葬儀の意味が損なわれると思う。国葬儀は、国民全員とまで

は言わなくとも、多くの国民が弔意を表するためやるものであり、だから税金を使うこと

も正当化される。国葬儀を行うが、弔意は強制しないという説明の仕方は、無理があると

思う。（武田氏） 

 

○ 安倍元総理の国葬をめぐる政府の検証作業は、国葬を前提とせず、どういう公的葬儀の

在り方がよいのか、という視点で進めていただきたい。 

○ 総理大臣経験者の公的葬儀は、ある程度の大枠や方向性を決めておいて、時代の変化に

応じて政府が臨機応変に対応できる部分を残しておけばよいのではないか。硬直的な制度

をつくると、柔軟な対応ができなくなる。（豊田氏） 

 

○ 国葬儀の判断を安倍元総理が亡くなった６日後に行ったことは、タイミングとして果た

して適切だったのか。もう少し慎重に検討しても良かったのではないか。 

○ 検証作業においては、賛否双方の意見、議論の内容、意思決定のプロセスを記録するこ

とが重要だ。岸田総理は行政府の長でもあるが、政治家でもある。国葬儀実施をめぐる政

治家としての判断は岸田総理自身しか分からないことがある。どういう考えで、どういう

気持ちで判断したのか、信頼する歴史の専門家に話をされて、将来に残してもらいたい。

政府以外の団体や研究者らが、自らの行動や世の中の見方など、それぞれの記録を残すこ

とも大事だろう。（永井氏） 

 

○ 内閣・自民党合同葬という通例と違ったことをしても賛成一色にならなかった、結果、

個人崇拝のような状況が起きてないということは、結構大事だという印象を持っている。 

○ 個人葬や県民葬を含めて多くの国民の目には一体になって写りがちだ。明確な区別がし

にくい性質の儀式であるということについて留意をしながら、運営されるべきだ。多くの

行事が全て渾然一体になって国や公的機関が儀式を行っていると見えがちだったのではな

いか。 

○ 国葬儀を実施するのであれば、半旗の掲揚など、むしろ要請したほうが、全体的な整合

性がとれたのではないか。国葬儀の開催を判断したのであれば、やはり弔意や半旗は要請

した方がいい。自治体の自主的な対応に委ねたことで、無責任とまでは言わないが、混乱

を助長した側面は否定できないのではないか。（西田氏） 

 

○ 今般のヒアリングも含めて、様々な声を聞いて、反映し、それに応えるということが、

国民の理解を深めるということにもつながってくると思う。 

○ 吉田元総理の国葬儀と今回の国葬儀を比べると、時代が大きく変わったと思う。吉田元

総理の国葬儀の際は国民に弔意のお願いをしたが、今回の国葬儀では行わなかったという

判断は適切だったと思う。（細谷氏） 

 

○ 弔意を強制しなかったことは、当然とはいえ良かった。弔意の強制ではなく要請ならよ

いだろうという考え方は、法的には可能であるが、日本社会の実態をみると、いわゆる同
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調圧力的なものも含めて、政府が要請すると国民がそれに従うという空気、風土があり、

要請そのものに慎重になるべきと考える。（南野氏） 

 

○ 「国葬儀」について、これを今後続けていくことを前提とした制度作り、基準作りの前

に、まず、「国葬儀」自体の是非を議論するべきではないかと考える。自由な思想、多様

な価値観というものを重んじる現代の日本社会において、特に政治家の業績を国として顕

彰する「国葬儀」は必要なのか、まず議論されてしかるべきと思う。そもそも議論の前提

となる国葬とか「国葬儀」が何であるのかということが、定義されていないことが問題で

ある。 

○ 「国葬儀」の決定までのプロセスで、十分に過去の問題点が検証されなかったことが問

題だと考えている。記録からは吉田元総理の「国葬儀」や佐藤元総理の国民葬などの際に

出ていた問題点、公式制度連絡調査会議で出された論点などが十分検証され、それらをク

リアした上で今回の「国葬儀」が実施されたようには見えない。 

○ 反発を招くことは必至だけれども、「国葬儀」と名乗るのであれば、吉田元総理の「国

葬儀」と同じように、国民に弔意を求めるべきだったと思う。批判を受けて、国民に配慮

して、弔意を要請しないという判断になったわけだが、国民の理解を得られないなら「国

葬儀」ではなくて、内閣葬でいいのではないかという意見は当然出てくる。（宮間氏） 

 

以上 
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２ 意見聴取結果と論点（全文） 

 

（五十音順） 
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池本大輔 明治学院大学法学部教授 

（令和４年11月15日） 
 

（実施の意義） 

○ 一般論として、国家のために貢献した人物を党派や政治

的立場の違いを超えてたたえることは望ましいと考える。

その対象者の中に総理大臣経験者が含まれることは、その

立場の重要性に鑑みて、当然あってしかるべきである。自

由民主主義国家は、様々な意見・立場・党派間の対立を前

提にするが、そのような対立はあくまで民主的な政治手続

に対する合意や相手方への敬意を含む一定の節度に支え

られたものでなければならず、そうでなければ自由民主主

義は持続し得ない。同じ自由民主主義国家であっても国葬

の在り方は国により様々であるが、国葬はそのような民主

主義的な合意や節度の涵養につながるものであることが

期待される。 

○ 国葬儀は外交的成果を第一に期待して行うものなのか

ということに関しては、疑問を持っている。安倍元総理の

場合には、総理大臣を辞めてからの期間が比較的浅く、現

職の方あるいは安倍元総理と同時期にその国の元首を務

められた方が来葬されて、結果として一定程度、外交的な

場になったと思うが、現職を辞めてから時間がたって、亡

くなる方も当然にいるため、外交的成果は偶発的な事情に

大きく左右されるものでないかと思う。そのため、制度に

ついて議論する際は、第一に念頭に置くべきことではない

と思う。 

 

（国会との関係） 

○ 国葬儀の対象者を一般的な基準により定める場合には、

国会の定めた法律によるべきであり、政治的な裁量に基づ

いて決定する場合にも、国権の最高機関たる国会の関与が

望ましいと考える。 

○ 国家のために貢献した人物を党派や政治的立場の違い

を超えてたたえることにより、民主的な手続に対する合意

や一定の節度を涵養するために国葬儀が存在していると

すると、政府・与党と少なくとも野党第一党の間の合意が

存在することが強く望まれる。 

 

（国民の理解） 

○ 政府・与党と野党第一党の間で合意があることは、幅広

く国民の理解を得る上でも有益だと考える。 

○ 国民の関心事の一つは国葬儀に掛かる費用であると考

えられるので、費用の妥当性について国会その他の場での

説明が必要である。その上で、岸田総理や松野長官が議院

運営委員会や記者会見の場で説明されたことは評価する。 

○ できるだけ多くの方の賛同を得るために、国葬儀の実施

に当たって国民生活に不便をもたらすことは極力避け、基

本的人権として憲法上保障される内心の自由に反するよ

うな強制は行うべきではない。英国でもエリザベス女王の

国葬に対する反対活動は一部見られたが、国葬儀の実施に

対する反対活動も民主主義国家においては当然認められ

るべきである。 

 

（対象者） 

○ 現在は政治がイデオロギー的に分極化し、政治家の評価

が分かれる時代である。諸外国の経験に鑑みても、卓越し

た功績を残した一部の総理大臣経験者のみを内閣の裁量

に基づいて国葬儀の対象とし、なおかつ国民の幅広い支持

を得ることにはかなりの困難が伴うと考える。今回、安倍

元総理の国葬儀の是非をめぐって国論が二分されること

は、先に述べた国葬儀実施の意義に照らし合わせると望ま

しくない。 

○ 一つの解決策は、総理大臣経験者を一律に対象にする、

あるいは在任期間等、極力客観的な指標のみに基づいて対

象を選び、政治的な裁量を排除することである。対象の選

定に裁量の余地を残す場合は、不偏不党性を担保するよう

な仕組みが求められる。具体的には、葬儀の在り方につい

て内閣のみで決定するのでなく、与野党間で協議を行う仕

組みを設け、一定の合意に到達することを目指すべきであ

る。 

○ 裁量を残しているケースだと、英国が該当すると思うが、

具体的にどのような協議が行われているかは分からない。

サッチャー元首相を国葬ではなく儀礼葬にすることは、与

野党間での合意を取り付ける上で重要な要素だったので

はないか。代わりに、野党第一党党首が国会で追悼演説を

行うということでまとまったのではないか。 

○ 国葬儀の対象を総理大臣経験者に限定する必要性はな

い。国葬の対象は同じ自由民主主義国家でも大きく異なり、

英国は戦争で貢献した者が、フランスやイタリアは文化人

が多い。日本においても、我が国が重視すべき価値は何で

あるのか十分に議論した上で、国葬儀の対象になる人物の

範囲を決める必要がある。この点については、今回の議論

を聞いていて、欠けていると思った。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 英国のサッチャー元首相の儀礼葬の経費は約５億円だ

ったと言われており、12億円という経費はやや高いが、そ

こまで高いわけでもなく妥当だと考える。 

○ 国葬儀として行うことで必要な経費についてどのよう

に負担するかという議論になると思うが、サッチャー元首

相の場合には家族が負担した部分もあった。国葬儀として

行うことで必要な経費は国庫から支出すべきだが、一般に

葬儀を行うために必要な経費については、家族や所属政党

にも一定の支出を求めるべき。特に政党が負担すべき経費

を国が肩代わりしていると、党派的なものだという批判を

受けることにもなるため、どこかで線を引くべきだと思う。 

 

（その他） 

○ 英国・フランス・ドイツ・イタリア４か国について調べ

た限りでも、どのような人をいかなる手続に基づいて国葬

やそれに類似した形の葬儀の対象にするか、国によってか

なり大きな違いがある。 

○ 対象者でみると、英国では、1965年のチャーチル以降民

間人の国葬はなく、それ以前は戦争で国に尽くした人が多

いことが特徴である。19世紀以降政治家の国葬は４名であ
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り、最近ではサッチャー元首相が 2013 年に国葬より一ラ

ンク下の儀礼葬になっている。フランスは国葬に加えて、

それより格の高いパンテオンへの埋葬があり、いずれも文

化人が多いのが特徴である。第五共和制創設以降、政治家

はパンテオンへの埋葬が１名のみであり、シャルル・ド・

ゴールも含めて、大統領経験者で国葬された者はいない。

ドイツには国葬と国家追悼の制度があるが、基本的に政治

家のみが対象となり、第二次大戦後両者を合計して 80 件

ほど行われている。イタリアは法律で首相・大統領・国会

議長・最高裁長官経験者は全て国葬と規定されおり、閣僚

でも現職で亡くなった方は国葬の対象になり得る。それ以

外に民間人が対象となる場合は、その都度閣議決定で行う

仕組みとなっている。 

○ 手続的には、英国の国葬は下院決議、フランスのパンテ

オンへの埋葬には国会の決議が求められる。イタリアは一

定の公職者については法律の規定があり、その他は閣議決

定される。ドイツの国葬・国家追悼はともに連邦大統領の

命令に基づくという規定になっている。 

○ ４か国には相当なバリエーションがあるが、政治家の中

で卓越した業績を残した首相・大統領経験者だけを国葬の

対象とする国は現在では存在しない。英国はサッチャーが

国葬より一ランク下の儀礼葬になり、イタリアは国葬の対

象が一定の公職経験者で幅が広く、フランスは政治家はほ

ぼ対象となっておらず、ドイツは首相経験者が皆、国家追

悼になっており、英国とイタリアを組み合わせてイタリア

に近い仕組みとなっている。政治家に対する評価は分かれ、

国葬の対象となる政治家を限定しようとすると、党派を超

えた合意を作るのが困難であることが一因だと考えられ

る。 

○ 国によって国葬対象者・手続に相当な違いがあることは、

リベラルデモクラシーの基本原理から国葬の詳細につい

て一義的な結論を導くのは不可能であることを示唆する。

その国が重視する価値は何であるのか、フランス、イタリ

アの場合は、文化人が非常に多い特徴があり、自らを文化

国家として規定しているがゆえのものであると考えられ

る。それぞれの国家の在り方が反映されるのが国葬の制度

だと考える。日本において国葬儀の制度的な整備を図る場

合にも、我が国の重視する価値や国の中心となる機関につ

いての議論が欠かせない。 

○ 英国の場合は、国葬と儀礼葬がある。国葬の対象は基本

的に国王であり、国王以外の人を国葬する場合には、国王

の許可と財政支出に関して下院の同意が必要である。儀礼

葬の場合は国王の同意は必要だが、議会の同意は必要ない。

チャーチル元首相が 1965 年に国葬になった際は、首相在

任中の 1953 年に脳卒中で倒れたときに、即位したばかり

だったエリザベス女王が葬儀の準備をするよう指示を出

したと言われている。生前から長い時間をかけて準備がさ

れている。英国では、ノーフォーク公が代々国葬を担当す

る専門の役職を務め、チャーチルの葬儀の責任も負った。

チャーチル逝去時に首相を務めていた労働党のウィルソ

ンは、国葬に反対せず、首相自らが議会に対して国葬を提

案する動議を出し、与野党間で合意があったため、動議は

投票なしで可決されており、葬儀では労働党のアトリー元

首相がチャーチルの棺を担いだ。民間人の国葬はまれなの

で、どのような手続に基づいて決定されているのかはっき

りしないところもある。チャーチルの場合も、内閣や野党

の保守党が事前に相談されたかは不明である。19世紀にグ

ラッドストーンが国葬された際も、動議は投票無しで可決

されており、二大政党間の合意なく政治家が国葬された事

例は見当たらない。 

○ 国葬の対象になる可能性のある当人の意向を事前に確

認する慣習になっている。チャーチルは事前に国葬に同意

し、サッチャーは辞退したと報じられている。先日のエリ

ザベス女王の国葬の際にも行われた正装安置については、

儀礼葬でも行われるが、航空機の上空飛行も含めて本人の

意向で行われなかった。サッチャーが国葬を辞退した正式

な理由は分かっていないが、報道を参考にすると、国葬に

することの是非をめぐって、国会で論争になることを嫌っ

た、チャーチルと自分は同格でないとみていた、コストが

もったいないと考えた等の要因が挙げられている。サッチ

ャーの逝去を受けて行われた下院の緊急審議では、キャメ

ロン首相だけでなく、野党第一党党首として、労働党エド・

ミリバンドも追悼演説をしているが、功績・失敗・論争点

に幅広く言及した内容になっている。儀礼葬であるため、

下院での決議は行われていない。国葬より一ランク低い儀

礼葬として下院の決議を避け、コストも５億円程度と比較

的安上がりにした上で、野党第一党党首も追悼演説を行う

形で葬儀が執り行われたことは、国葬に賛成、反対だった

人に対する一つの妥協点だったと考える。儀礼葬にどのよ

うなプロセスで至ったのかははっきりしていない。本人が

国葬を打診されて辞退したのか、儀礼葬として受けて本人

が了解し、結果的に国葬を望まなかったのかは分からない。

民間人で国葬とされた人は、戦争で国に尽くした人が多く、

チャーチル以前では、グラッドストーン、パーマストン、

ウィリアム、ナポレオン戦争で勝利したウェリントン公爵

の４人である。ディズレーリは本人が辞退したと言われて

いる。他は、英国が戦った主要な戦争の指揮官が国葬の対

象となっている。文化人で国葬された人物は少なく、ニュ

ートンぐらいだと思われる。儀礼葬の対象になったのは、

サッチャー元首相のほかに、最近ではフィリップ殿下、エ

リザベス女王の母、ダイアナ妃などがいる。ダイアナ妃に

ついては当初、儀礼葬にすることは、既に王室から離れて

いることもあり、女王は否定的であったが、当時のブレア

首相がエリザベス女王に進言したと言われる。 

○ 事前に当人の意向を確認するということは非常に不躾

な話だが、しっかりと判断できるうちに確認しておくとい

う意味なのだと思う。 

○ 国王の葬儀に関してもかなり時間をかけて準備をして

おり、そういったことが起きないことを期待する意味のコ

ードネームの計画を立てる。どのような形で国葬を行うの

かということに関しては、過去の議論の蓄積があるため、

一定の議論の落としどころもできていることが前提にな

っていると思う。英国は成文憲法典がない国で、慣習の積

み重ねでルールができ上がっているところもあることか

ら、日本ではこの仕組みを導入することは難しいと思う。 

○ 英国で国葬のための支出に議会の同意を得るのは、それ

が議会政治にかなう、民主的だという理由もあるかもしれ

ないが、議会が中心の国であり、葬儀の格を高めるためと

いう面のほうが強いように思われる。 
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○ フランスでは、国葬に加えて、更に格上の制度としてパ

ンテオンへの埋葬がある。前者は大統領のデクレ（命令制

定権）によるが、後者は議会の同意が必要である。死後し

ばらくたってからパンテオンに移されるケースもある。い

ずれにせよ、文化人が多い。パンテオンに埋葬されている

人物としては、戦後の政治家では女性のシモーヌ・ヴェイ

ユがおり、厚生大臣として人工妊娠中絶を合法化したほか、

欧州議会議長、憲法院の判事を長く務め、党派を超え幅広

い敬意を集めた人物であり、あまり政党政治家という印象

は受けない。ヨーロッパ統合の父であるジャン・モネやレ

ジスタンス関係者などもパンテオンに埋葬されている。い

わゆる政党政治家は戦後、パンテオンには埋葬されていな

い。第四共和政までは国葬された政治家がおり、レオン・

ブルム等がこれに当たる。1958年に第五共和制となって以

降は、国葬された政治家はいない。おそらく、初代大統領

のシャルル・ド・ゴールが本人の希望で国葬にならなかっ

たことが影響していると考えられる。国家に貢献した軍人

を祀る場所としてはオテル・デ・ザンヴァリッドがあり、

ナポレオンはここに墓所がある。 

○ ドイツでは、国葬と国家追悼があり、違いは政府のウェ

ブサイトを見てもよく分からないが、連邦大統領が決定す

る。対象は基本的に政治家のみだが、テロや自然災害の犠

牲者が対象になることがある。最近だと、2006年にジャワ

島で大地震が起き、かなりの犠牲者が出たが、まとめて国

葬になったとのこと。合わせて80件ほど行われているが、

首相・大統領経験者は全て国家追悼の対象となっており、

その他、一部の閣僚・州首相なども対象となったケースが

ある。ただ、例外として、ヘルムート・コールは贈収賄の

容疑がかかっていたことから、国家追悼は行われていない。

こうした一律に首相経験者を対象にする場合でも、一部の

者を除外するケースはあり得ると考える。 

○ イタリアでは、大統領・首相・国会議長・最高裁長官経

験者と、現職で亡くなった閣僚は法律の規定で必ず国葬に

なる。それ以外に、閣議決定に基づいて、国のために尽く

した人や国に名誉をもたらした市民に国葬が認められる

ことがあり、文化人が多い。 

○ 国葬は党派を超えて国に尽くした人物を国全体として

たたえる儀礼であるとすると、政府と野党第一党の間の合

意がないと、国を挙げての葬儀とはならず、国葬を行う意

義はかなり損なわれると思う。安倍元総理の国葬儀の是非

をめぐって論争が起きたが、日本特有のものとは考えられ

ない。先進国では政治的な分極化が進み、政治家の評価が

その人の立ち位置によって大きく分かれる現状に鑑みる

と、一部の卓越した業績を残した政治家だけを国葬の対象

とするという仕組みだと、何をもって卓越した業績とする

かをめぐって政治的な対立が起きるため、難しいと思う。

政治家を国葬する場合、イタリアやドイツでは特定の公職

を経験した者を一律に対象としており裁量の余地が狭く、

英国ではサッチャーの例のように国葬から一つ下げた儀

礼葬の形で行うことが葬儀を政治的な論争の対象にしな

いために役立っていると考えられる。 
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石川健治 東京大学法学部教授 

（令和４年12月６日） 
 

（実施の意義） 

○ 国葬儀という国の行為が、国家作用上どのような意味を

持つのかを、これまではっきりさせてこなかった。しかし、

一連の国家作用の系統の中で、国葬儀を行うことがどうい

うものなのか、体系的位置づけについて、本当は議論が必

要だった。人の死を国家が祀ることは珍しいことではない

が、それが国家作用上どのような意味を持つのか、突っ込

んだ議論がされてこなかったことの、ツケが回っていると

思う。若い世代の憲法学者の間でも、問題意識や素養がほ

とんどなくなっているのが実情だ。そうした中、内閣法制

局がこの問題を軽く見たことも、ある意味当然だと思う。 

○ ローマ法以来、権力と権威の区別は、権力論、国家論の

要諦であった。力だけで権威を伴わなければ、安定した支

配にはならないし、逆に少し力が弱くても、権威があれば

多くの人が服従する。権威と権力をどう割り付けるかにつ

いての問題意識が、少なくとも戦前ははっきりと存在し、

しかも、権威と権力の両方がそれらの源泉としての天皇を

経由する、という建て付けになっていた。同様に権威と権

力を集中させる建て付けは、君主制だけでなく民主制でも

可能であって、北朝鮮や中国のような民主集中制はその典

型である。ところが、戦後の日本国憲法の下では、国家権

力の正統性の源泉が国民に移り、天皇は統治権の総攬者の

地位を降りて、権力が国会中心に再配分される一方で、権

力と権威を回路として分け、後者の回路の維持は、象徴と

しての天皇に委ねられた格好になっている。こうした複雑

な仕組みを、どう考えたらよいか。本来は戦後早い段階で、

栄典大権をはじめ、権力ではなく権威にまつわる国家作用

についても、法的な位置づけを全部やり直す必要があった。

権威の回路については、戦後も天皇を通す建て付けにはし

たが、そうした権威の源泉は、戦後の民主制の下で、天皇

そのものではなくなったはずだからである。 

○ その際、権力のように実害を伴う問題ではないとはいえ、

民主的な統治システムに変わった時点で、権威についても

国家作用の源泉は国民に求めることになるのだから、やは

り一度は国会を通しておくのが当然だ。そこを議論してお

けば、たとえば褒章についても、1885年に内閣制度が創設

される前の太政官布告（褒章条例）を使い回すのではなく、

何らかの意味で、根拠となる法律を新しく用意することに

なっていたはずだろう。しかし、象徴天皇制のもとで、権

威の回路は戦前も戦後も天皇を経由していて、形の上では

変わりがないため、なし崩しでやってきた。もちろん、関

係者に問題意識や素養があったからこそ、難しい問題にあ

えて蓋をしてきた、という側面もあっただろう。その時点

では、国家学、国法学に素養のある先生方が論じており、

また、それを承けた法制官僚の側にも、問題の所在を見分

けるセンスが、なお残っていたからである。ところが、そ

うした素養やセンスが、人々からだんだんと失われてきた。

それが今回、いわゆる侵害留保説の形式的な適用から、国

葬儀について法律上の根拠は必要ないと即断し、内閣に大

きな政治的ダメージを負わせるに至った、判断ミスの根源

だと思う。本来もう少し早い段階でやっておくべき宿題を、

残しておいたツケが回ったということだ。 

○ 国家作用としての国葬儀についても、それがどう位置づ

けられるものであり、その正統性の源泉はどこにあり、そ

うだとすれば、どの手続的なルートを通すべきなのかとい

う点について、もっと本格的に議論をしておく必要があっ

たと思う。かつての国葬令は、皇后・皇太后などを含む大

喪儀全体を、国葬として位置づけていたが、戦後の皇室典

範――戦前のそれとは異なって、法形式上は「法律」であ

る――は、国葬としての大喪の礼の対象を、天皇（後に上

皇も）に限定することで、皇后以下を国葬の対象から明示

的に除外したとみられる。にもかかわらず、1951年に天皇

の母（貞明皇后）の「大喪儀」を事実上の国葬として行っ

てしまった結果、なし崩しとなった。せめて 1967 年、吉

田茂元総理の国葬儀のときに、国会できちんと議論してお

けばよかったが、このチャンスも逃してしまった。当時は、

国葬と国葬儀の区別すらなく、国葬儀は「国葬の儀」と読

まれていて、国葬そのもののことだった。国葬儀と国葬は

違うと政府が言い出したのは、少し後になってからのこと

である。早い段階できちんと筋立てて議論しておけば、仮

に知識や素養が失われても、それに裏付けられたセンスが

残り、道を間違うことはなかったのではないか。そのよう

な問題として捉えたほうがよい。 

○ およそ個別の権能や権限の背後には、国家機関がそれを

行使し人々がそれに服従する際の内面的な根拠となる、権

威や正統性の回路が同時に走っていることを、見落とすべ

きではない。後者の問題は、さしあたり法律家は議論しな

くていいことになっている、というだけだ。権能・権限だ

けを論じて、正統性の問題を方法的に度外視する、いわゆ

る実証主義者もいるが、実際には、正統性なしに権限は動

かない。よく挙げられる例は、憲法81条の違憲審査権だ。

条文の字面だけ見れば、「全国民の代表」としての国会が

決めたことを全部ひっくり返せる、オールマイティーの権

限であるが、実際には、そうした 81 条の権限を、裁判官

たちは積極的に行使することができないでいる。国会議員

と違って、民主的に選挙されていない自分たちには、そう

した大それた権限を動かす正統性がないと、彼らが感じて

いるからだ。権限の配分だけではなく権威の配分が問題に

なっていることが、ここに露呈するのである。そこで、人

権保障のために、違憲審査権の積極的な行使を求める人た

ちは、ただ単に 81 条を援用するだけでなく、裁判官のた

めに新たな正統性を調達する必要が出てくる。たとえば、

精神的自由については、ほかならぬ民主的な政治過程の前

提条件であるから、裁判官はもっと積極的になっていい、

という正統化根拠を考案して、積極的な権限行使を促そう

とするのである。 

○ 権力と権威の回路を分ける、という工夫も、この文脈で

理解される必要がある。直接公選の大統領を用意すること

で、統治における権力と権威を一元化したワイマール憲法

が、大統領職と首相職を兼ねた総統ヒトラー登場の呼び水

になった、という反省から、戦後西ドイツは、権威と権力

を回路として分け、前者を担う大統領職を象徴化するとと

もに、権力は首相職に分配した。この仕組みが統一ドイツ

にも引き継がれて、概ね良いパフォーマンスを示している。
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天皇が象徴化された戦後日本も、権力と権威の回路を分け

たという点では、戦後ドイツと同様の建て付けになってい

るわけであり、そのメリットを生かす方向で、統治システ

ムを運用すべきであろう。 

○ 今回の事例では、内閣府設置法によって「国の儀式」を

内閣府が引き受けることは決まっているが、肝心の国葬儀

を、国家作用として根拠付ける法律上の規定が存在しない。

そのため、権威や正統性の問題が、国民の前にむき出しに

なってしまった格好である。法律の根拠がないなら、せめ

て「全国民の代表」である国会を通しておけば良かったが、

それを怠ったために内閣が「民意」の直撃を受ける形とな

った。褒章条例のような形骸が回路として残っている場合

は、問題が顕在化しなかったかもしれないが、国葬儀につ

いては、国葬令の廃止以降そもそも国家作用を通す回路に

ついて法的根拠がなかったため、戦後に権威の源泉が変わ

ったという根本問題が露呈してしまい、思わぬハレーショ

ンを生んだのだ。もちろん、国民に服喪義務を課さない限

り、権力論の観点からは法律の根拠を要しないが、問題は

それに尽きるものではなかったのである。 

○ 象徴作用として深刻だったのは、国葬儀でも家族葬でも、

自衛隊の弔砲を鳴らしたこと。典型的な国葬作用を連想さ

せる行為だ。戦場で亡くなった方の葬儀まで含めて、何段

階かの国家的な葬儀作用が行使されている外国の例を見

ても、そうしたなかで国葬を国葬たらしめるために、ただ

音楽を流してみんなで偲ぶというだけではなく、宗教的な

行為を伴う形にしたり、軍隊が弔砲を鳴らしたりして、差

別化している場合が多い。国葬儀に天皇が直々に出てこら

れるわけでもないし、日本国憲法の政教分離原則により、

葬儀に宗教性をもたせることも一切許されないとなれば、

弔砲を鳴らすか鳴らさないかは、結構大きな区別になり得

る。内閣葬なども含めて、その仕分けがしっかりできてい

ないのではないか。これもまた、象徴的な権威に関わる作

用を軽んじ、それを系統的にどう整理するかを考えるセン

スが無くなっていることの、現れなのではないかと思う。 

○ 今回の国葬儀については、安倍政権批判の立場から発言

している方が目立ち、そこに、旧統一教会に安倍元総理が

関与していたことで裏切られた思いを持つ一部の国民の

声も、合流している印象がある。そうした批判も、国葬・

国葬儀の是非をめぐる実体的な議論として、もちろん大切

だが、それ以前に、踏んでおくべきプロセスを踏んでおか

なかったという、立場性を超えた問題の方が深刻だ。それ

が混乱に拍車をかけたという印象がある。 

 

（国会との関係） 

○ 執政機関が、民意や国民という政治的シンボルを独占で

きない形にすることが、権力分立制の重要な側面である。

権限だけでなく正統性に着目することではじめて、実効的

なチェック・アンド・バランスが可能になるのであり、権

力の分立は、権限の分立であると同時に、正統性の分立を

意味する。議院内閣制は、純粋な権力分立ではなく、政府

を民選議院に作らせるシステムで、そのことによって、政

府にも段階的に民主的正統性が付与されることに特徴が

あるが、それでもなお正統性が分立されているところに、

例えば中国の民主集中制との違いがある。あくまで「全国

民の代表」は国会であって、内閣が「民意」を独占できな

いように仕組まれているのである。もちろん、日本国憲法

が用意した統治システムを前提にした場合でも、憲法自体

が幅のある規定を置いているため、運用を通じて首相公選

制に近づけることはできるし、そのような運用を応援する

議論があるのも事実である。しかし、現行のシステムにお

いて、政府（内閣）の形成には、あくまで国会を介在させ

る必要がある以上、内閣が「民意」を独占することはでき

ない。公選首相の気分で振る舞い、独断で国葬儀の実施に

踏み切った岸田首相の決定に対して、人々の直感が「違う」

と受け止めたのが、今回の事例であり、その直感には理論

的な裏付けはあるだろうというのが、私の見立てである。 

○ 国が亡くなった方を顕彰する作用にはグラデーション

があり、議院内閣制のもとで、政府限りで決定できるもの

も少なくないだろうが、今回は国葬儀という最上級の国家

作用であるため、国会の判断を介在させるのが自然だった

のではないか。そうすれば、少なくとも民主的な正統性を

伴う決定だった、ということにはなる。 

 

（国民の理解） 

○ 権威や正統性は、服従者の直感に働きかける部分が大き

いが、決定に「筋が通っていない気がする」という直感や

センスには、論理的な根拠がある場合が少なくない。今回

の国葬儀については、必ずしも理屈で批判している人たち

ばかりではないだろうが、以上のように筋立てて考えてみ

れば、「おかしいのではないか」という直感には、根拠が

あることがわかる。その直感を軽視し、強引に事を進めて

しまったことが、傷口を広げた。 

 

（対象者） 

○ 国葬儀の対象者としてふさわしいか、国会で個別に審議

することで、ますます内閣の決定の正統性を傷つけてしま

う可能性はある。ただ、それは結局、対象者が国葬儀には

ふさわしくなかった、というだけのこと。そうした紛糾を

避けたければ、正統性の問題をクリアするために、国葬儀

の対象者に関する客観的ルールを定めるのは一つの在り

方だ。それほど難しい規定を法律で定める必要はなく、基

本的な事柄だけ決めておいて、細目は政令や内規に委ねれ

ばよい。誰を国葬儀にするのかといった議論もなくなり、

統治が安定化していく。ただし、ルール化すればルーティ

ンになる。いきおい国葬儀の数は増えて、「また、やって

いるな」という感じになり、ありがたみが薄れることには

なる。 

○それでは厳かでない、というのであれば、国葬儀の是非に

ついては、ハイレベルの決定として、その都度国会を通し

ておく必要がある。もし、今回あえて国会を通さなかった

内閣の判断の背景に、野党から強い反対を受ける蓋然性へ

の考慮があったのだとすれば、最初から国葬儀を回避して、

内閣葬その他に切り替える、という判断が本当は必要だっ

た。 

○ ルーティン化すると、ありがたみがなくなり、むしろ逆

に、辞退した方がレガシーになる、という事態になるかも

しれない。それを嫌がって、ルーティン化を回避するなら、

国葬儀の決定については、その都度国会で批判に晒され、

政治問題化する危険を引き受ける、覚悟が求められる。ど
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ちらに行くかは、権威の再配分の仕方に関する、それぞれ

の国の建て付けの問題だ。 

○ 実証主義的な法律家は、そもそも論を封印できるところ

に、法律論の強みを見出す。けれども、問題の所在に関す

る知恵やセンスを失ってよい、ということを、それは意味

しない。問題に蓋をしているうちにセンスを失ってしまう

と、思わぬ判断ミスをおかしてしまうものだ。その意味で

も、過去に筋道を通す努力をしていれば、今回のように事

態を甘くみて傷口を拡げることには、ならなかったのでは

ないか。実害がない問題なので、どうしても後回しになり

がちだが、一度きちんと議論をしておけば、軌道を外れて

いるかどうかについてのセンスが残り、落とし穴を直感的

に回避できたはずだ。 
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石埼学 龍谷大学法学部教授 

（令和４年11月21日） 
 

（法的根拠と憲法との関係） 

○ 今回の国葬儀実施に当たり、法的根拠についての政府の

説明が曖昧だった。内閣府設置法と閣議決定という言い方

はしていたが、行政権の行使であり、法律は必要ないとい

うことを最初からはっきり言うべきだった。野党や世論に

押されて議院運営委員会に出席して、説明をしたことは、

あの状況の中では丁寧だったと思うが、内閣は内閣の判断

で毅然と行った方がよかった。具体的には、今回の国葬儀

をめぐる議論を見ていて、日本国憲法が定める統治機構が、

権力分立に基づく議院内閣制であるという理解が、意外と

浸透していないと感じた。日本は議会統治制ではなく、議

会万能の国でもない。議会の暴走に対して、行政権の担い

手とされる内閣が場合によっては対立して、国会を牽制す

る、行政府と立法府を区別している議院内閣制だという理

解が非常に浅い。まるで議会が万能というような憲法観が

かなり広く、政治家の間でも国民の間でもいきわたってい

ることを私は危惧した。国葬儀の実施に当たりというわけ

ではないかもしれないが、日本国憲法の定めた議院内閣制

について、もう少ししっかりと理解を深める必要があると

思う。最初の頃、政府も今一つはっきりと答えておらず、

内閣府設置法と閣議決定を根拠と言っていたが、ではどう

して閣議決定で行うことができるのかという点の憲法論

が最初はなかった。 

〇 侵害留保説、憲法学で法規説と言うが、すごくマニアッ

クな論点が絡んでしまった点が、今回の世論の混乱の一因

だと思う。憲法学でいう立法についての法規説、行政法で

いう侵害留保説は、大学教授や弁護士などの専門家は分か

っている論点だが、この難しい論点がポイントになってし

まい、国民からは非常に分かりにくかった。それは政府の

責任でも国民の責任でもなく、不幸だったと思う。国会も

今まで法規説、侵害留保説に立って立法してきた。それが、

なぜ今になって突然、法的根拠がないという主張になった

のかよく分からない。 

○ 国の重要事項についても、例えば国家行政組織法で定め

られる省庁を作るとか、直接には国民の権利義務には関わ

らないけれども、間接的には国民の権利義務と関わるよう

なことが重要事項だと思う。内閣府を作る、こども家庭庁

を作るのであれば、間接的には国民の権利義務に関わって

くるため、それは立法府マターだ。ただ、一度限りの儀式

を行うことが法的議論として重要事項に当たるかという

と、当たらない。そのため、重要事項留保説に立っても、

今回の国葬儀は法律上の根拠は必要ないと考える。 

〇 憲法第 14 条の法の下の平等に反するという意見は、誤

解に基づく主張だ。憲法第 14 条は、権利利益において、

ある人とある人が区別扱いをされている場合に、その区別

に合理的理由があるかどうか、合理的理由がない場合は平

等違反だとするルールだ。国葬儀については、特定の政治

家、今回は安倍元総理を国葬儀にしたからといって、誰か

別の国民が権利利益において不利益を受けたわけではな

く、権利利益における不平等な扱いがない以上、そもそも

平等の問題ではない。法的な権利利益について、国民の一

部が不平等扱いを受けてはならないというのが憲法第 14

条の平等原則であり、そもそも国葬儀を行ってもらう権利

は誰にもなく、特定の政治家が国葬儀の対象になったから

といって、他の国民が権利利益において不平等扱いを受け

たとは言えず、そもそも憲法第14条の問題ではない。 

〇 国葬儀を行うこと自体が弔意の強制につながり、思想の

自由を侵すものだとの批判があるが、その指摘は全く当た

らない。憲法第 19 条の思想の自由の侵害は、個々の国民

が何らかの強制をされることが前提。強制のモメントが全

くないため、思想の自由との関係では全く問題はない。例

えば、広く国民が国葬儀の実施に合わせて黙とうを強制さ

れるとか、そういうことがあれば憲法第 19 条の問題が生

じると思うが、全く強制のモメントがないため、思想の自

由の侵害には当たらない。せいぜい一部の国民の不快感に

過ぎない。 

〇 弔意について、現行憲法の下では強制できないと思うが、

何の強制力もなく弔意を求めること自体は問題ない。現実

にはあり得ないが、全国の自治体で記帳台が設けられ、記

帳しなければ過ち料を課すことは、憲法上許されないし、

それに近づいてはいけない。一般的に皆さんに弔意を表明

してくださいとお願いする程度のことであれば問題はな

い。ただし、何らかの強制力をもって、例えば学校の場で

生徒、学生が抗い難いような状況で黙とうを強制するとか、

そういうことがあれば憲法第19条との関係で問題になり、

日本国憲法の下では行うことはできないと考える。弔意を

持つかどうか、それを表すかどうかは、国民一人一人の感

情の表れの問題であり、強制されて持つものではないと思

う。 

 

（実施の意義） 

○ 安倍元総理の国葬儀については、やはり亡くなり方が異

常だった。安倍元総理の訃報に接して、国民が大きな喪失

感を持ち、その喪失感を埋め合わせたという意味では大き

な意義があった。吉田元総理の国葬儀とは、少し事情が異

なる。吉田元総理は、サンフランシスコ講和条約を締結し

たことなどが評価されての国葬儀だった。安倍元総理は、

史上最長の在職歴や大きな功績があったが、それだけでは

なく、安倍元総理の亡くなり方により国民が大きな喪失感

を持った。それを埋め合わせるためにこういう儀式が必要

だった。そのことを岸田総理が国葬儀を行う理由として説

明したことは評価している。 

〇 一般論として、総理大臣経験者を国葬儀とすることは、

当然あり得る。日本国憲法も国民の統合を前提にしている。

憲法第１条にあるとおり、天皇陛下が国民統合の象徴であ

るが、国民の統合には、積極的には国旗や国歌、国民の祝

日など、同じ国民としての意識を持つという機会はいろい

ろとあり、そういった国旗や国歌、国民の祝日やいろいろ

な儀式、国の儀式ではないけれども国民体育大会とか、そ

ういうものを通じて同じ国民としての意識を高めていく

という国民の統合は、普段からなされている。ところが、

国葬儀については、積極的なものというよりも、国に大き

な功績があった政治家が亡くなったこと、そこで国民が感

じた喪失感を埋め合わせるという、消極的な国民統合だ。
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これは決して喜ばしいことでない。喜ばしいことを通じて

国民がまとまっていくというだけではなく、悲しいことが

あった時にどう国民をまとめていくかが大事だ。そうと思

う。 

〇 国葬儀の外交的な成果、レガシーについては、自分の専

門からすると評価し難いため、回答は控える。 

 

（国会との関係） 

○ 閉会中審査での岸田総理や松野長官の説明は、野党や一

部の国民からの反発の声に応えたような印象があり、丁寧

だった。ただ、国会との関係で、行政権の行使について事

前に内閣が説明しなくはならないのかっていうと、そうい

うルールはない。将来、国葬儀があったとして、それにつ

いて総理大臣や官房長官が国会に出席し、事前に説明しな

ければならないとルール化するのは違う。日本国憲法が定

める統治機構は、行政権と立法権が分立する議院内閣制で

あり、議会統治制とは違う。日本国憲法上は、どんなこと

であっても、行政権の行使について、内閣が事前に国会に

説明をして同意を取らなければならない、ということはな

い。もう少し内閣はその点をしっかり説明してもよかった

のではないか。 

〇 国葬儀は、内閣がその裁量で行ってよい。国会の事前承

認が必要であるとか、国会決議が必要だという考え方自体

が国会至上主義だ。あくまでも憲法によって内閣に付与さ

れた行政権の行使に過ぎず、内閣に自由な裁量があってし

かるべき問題だ。官庁を作るものでもない国葬儀の実施に

ついて、その都度その都度国会の事前の承認が必要とする

考え方自体が日本国憲法の権力分立、議院内閣制について

の理解の低さの表れだと思う。そもそも、内閣自体が国会

から選ばれている。総理大臣が国会から指名されて、国務

大臣を総理大臣が任命し、国会に対して責任を負う仕組み

になっており、独裁国家ではない。権力を分立させつつ、

内閣が国会に対して連帯して責任を負う仕組みになって

おり、内閣の側に行政権の行使の範囲内で自由な裁量を与

えることに問題はない。国会と内閣との関係について、憲

法がどういう仕組みを想定しているのかについての議論

があってしかるべきだと思う。国会至上主義的な議論が出

てくることに非常に違和感を覚える。 

○ 国会への説明は、事後でよい。総理大臣や国務大臣の国

会に対する答弁と同じで、その責任で説明すればよく、事

前に決議が必要という議論は、憲法の仕組みを分かってい

ない。そんなことは憲法に書かれていない。日本国憲法が

あえて権力分立制を採用していることについて、もう少し

議論が深まってもよいと思う。 

〇 国葬儀は国の儀式であり、国権の最高機関である国会に

対して当然説明してしかるべきという意見もあるが、それ

は議会を重視し過ぎ。憲法第 41 条の「国権の最高機関」

というのは、憲法学上もいわゆる政治的美称説であり、政

治的に美しい名前を冠しただけで、特に意味はないという

のが憲法学の多数説である。日本国憲法は、議会が内閣の

上にある制度ではない。そのため、今回の国葬儀に関する

議論を見ていると、日本国憲法の定める統治機構を議会に

傾斜させて理解しすぎだったのではないか。あくまでも、

憲法上は立法と行政は分かれており、憲法上、行政権の行

使については、内閣はある程度自由に行ってよい。内閣を

議会に従属させるような議論の仕方は、憲法論として違和

感が残った。 

○ 具体的なプロセスということで言えば、国葬儀が、吉田

元総理の国葬儀以来、半世紀以上行われていなかったため、

あまりにも唐突だったと考えられる。安倍元総理が国葬儀

にふさわしいかどうかという問題以前に、そもそも国葬儀

とは何かというところで、政治家も国民も混乱したのでは

ないか。そのため、今後は事前にルール化することが望ま

しい。国会との関係についても、政令という形か、法律と

いう形か、難しいところだが、事前にルール化して、一定

の場合には国が国葬儀を執り行うことについて、事前に与

野党と国民の間で了解が得られていれば、これほどの混乱

にはならなかったと思う。その意味では、内閣も国会も半

世紀以上にわたって国葬儀の問題についてしっかり議論

をしてこなかった責任がある。 

〇 事前のルールは、作るとしても非常に簡潔なものになる

と思うが、ルール化するのはなかなか難しい。今回、政府

は、諸般の事情を考慮して国葬儀を行うこととしたという

説明を繰り返したが、結局そうならざるを得ないのではな

いか。国葬令がよいか悪いかは別として、国に大きな貢献

があったもの程度の基準しか設けられないと思う。国葬儀

を行うことがあるということについて議会や国民の間で

了解があれば、後はその政治家が国葬儀にふさわしいかど

うかの議論になる。今回は安倍元総理が国葬儀にふさわし

いかどうかという議論と、そもそも国葬儀をやること自体

の是非という２つの議論があった。少なくとも国葬儀をや

ること自体の是非については事前にルール化しておくと

いうだけで、混乱はかなり収まったのではないか。国葬儀

を行うことは、国民統合という見地から日本国憲法も想定

していると考えられるので、政治の場、あるいは世論の間

で国葬儀を行うことがあるという同意を事前に得ておく

必要があると思う。国葬儀を行うことの是非について、政

府の場でも、議会の場でも、この半世紀ほど議論はなかっ

た。学会でも議論されておらず、国葬儀についての先行業

績を探そうとしても見つからないのが実際のところだ。 

 

（国民の理解） 

○ 岸田総理も松野長官も丁寧に説明していたと思う。記者

会見等の場で説明したことは評価されるべきだが、今回、

国民の間に不信感が生じた原因の一つは、半世紀以上行っ

てこなかったため、国民が国葬儀についてのイメージを全

然持てなかったということだと思う。半世紀ぶりというこ

とから、国葬儀の式次第や内容について、もう少し丁寧に

説明してしかるべきだった。９月 27 日のテレビ中継を見

て、初めて国葬儀とはこういうものだと知った国民がほと

んどだったと思う。政府もマスメディアも、国葬儀として

こういう内容の儀式が行われるということを、きちんと説

明できなかったと思う。だから、なんだかよく分からない

が、何か国の大きな儀式が行われるらしいという、何かイ

メージだけで賛否両論が起こってしまったのではないか。

行政の執行で難しい点もあると思うが、ある程度事前にこ

ういう儀式を行うという説明があってしかるべきだった。

私自身も、テレビ中継で見て、国葬儀とはこういうものな

のかと初めて知った。 
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〇 私は安倍元総理を国葬儀にすることに賛成だったが、国

民の多くは、そもそも国葬儀って何というのがほとんどだ

ったと思う。その中で、歴史をさかのぼると、吉田元総理

を除けば戦前のものが出てくる。大日本帝国憲法時代の国

葬儀が、全部軍国主義と関係があるかというとそうではな

いが、大日本帝国憲法時代は、軍国主義の時代という理解

が国民の間に強いため、今回の国葬儀が戦後の歴史を飛ば

して大日本帝国憲法時代で、しかもその中のごく一部であ

った軍国主義時代と重ね合わされてしまった。そこは違う

ということを理解してもらうのが大変だったのではない

かと思う。 

〇 国民の理解を得るためには、国葬儀は、あくまでも安倍

元総理の政治家としての考え方や方向性を肯定するもの

ではないということを、政府はもっと強く言うべきだった。

国として行うからには中立的なものでなくてはならず、国

葬儀が、例えば安倍元総理の憲法改正という政治思想、政

治面を肯定するもののように、誤解ではあるが、受け取ら

れてしまったところがあると思う。あくまでも形式的に大

きな存在だった安倍元総理の突然の死についての喪失感

を埋め合わせるものだ、安倍元総理の政治信条を肯定した

り、賛美したりするものではないということを、もっと強

く言うべきだった。繰り返しになるが、安倍元総理の死が

突然であったために仕方ないところはあるが、多くの国民

が、国葬儀が行われることについての心構えがなかったと

思う。少し唐突感があった。 

〇 ７月 14 日の岸田総理による国葬儀実施の表明が早過ぎ

たとは思わない。それに付随する説明が足りなかったと思

う。専門家として国葬儀について調べようとすると、参考

になる議論とか研究業績がほとんど見当たらない。だから

専門家の目からしても、国葬儀として何をやるのか、前提

がほとんど見当たらなかった。表明自体が早過ぎたという

よりも、それに付随する説明が抽象的だった。しかし、そ

れも含めて誰もが想定していなかった安倍元総理の御逝

去ということだったため、今回は致し方ないところだと思

う。 

〇 国葬儀の反対意見として、思想の自由が侵害されるので

はないかとか、広く国民に弔意が強制されるのではないか

とか、実際の国葬儀とは異なる間違ったイメージが広がっ

てしまったことは問題だった。政府は、言葉では説明した

と思うが、実際にビジュアルを示すとか、大体こんな感じ

というものがあればよかった。安倍元総理の国葬儀を行い、

国葬儀とはこういうものかと国民も分かったので、次回か

らは問題ないと思う。今回は久しぶりだったので、ほとん

どの国民が吉田元総理の国葬儀を世代的に知らないと思

う。その中で、ビジュアルのイメージがなく、国葬儀を行

うことに不信感があったのではないかと思う。 

〇 野党や世論の大きな反発の理由は、法的根拠を十分に伝

えきれなかったことだ。法的根拠もなく内閣が独断で国葬

儀を行おうとしているという一つのストーリーが作られ

て、それが一定の説得力をもって広まった。法的根拠がな

いわけではないことを、最初から説明していれば、あるい

は野党からの疑問に最初から答えていれば、ここまで反発

は広がらなかったのではないか。 

 

（対象者） 

○ 国葬儀の対象となる者は、総合考慮しかないと思う。総

合考慮に当たっての考慮要素についても具体的なものは

難しい。時々の内閣が判断を積み上げていくしかない。積

み上げていくことにより、ルールがはっきりしてくると思

う。国葬儀とするのかしないのか、そこに次第に線が見え

てくると思う。なぜ吉田元総理と安倍元総理は国葬儀で、

ノーベル平和賞を受賞した佐藤元総理は国葬儀ではなか

ったのか、言葉にはしにくいが、内閣には内閣なりの判断

基準があると思う。そこが事例の積み重ねによって、次第

に明らかになっていくということしかない。その意味では、

安倍元総理が国葬儀だったということは、今後のルールの

一つになる。安倍元総理を国葬儀の対象にした理由として、

政府は４つの理由を説明しているが、これこそが今後のル

ールになると思う。 

○ ４つの理由のうち、一番大きいのは在職期間の長さだと

思う。独裁者でもなく、繰り返しの選挙で勝って、国会か

ら選ばれたからこそ長い間、総理大臣の地位にいたわけで、

やはりそれは立派なことであり、いろいろな批判もあるが、

やはり国民から支持があった総理大臣だということが選

挙結果によって裏付けされている。その結果が長い在職期

間であり、選挙も何もなくて長く在職したという独裁者と

は全く違う。ただ、それだけだと弱いという気がする。そ

のため、外交の成果とか、亡くなり方、あの４つの要素が

あって、初めて安倍元総理は国葬儀の対象者としてふさわ

しい方ということになるのだと思う。多分、一つ一つだけ

だと足りなかったと思う。 

○ 国葬儀を行う理由に功績を挙げる場合、それが政治的に

評価するようなものではいけないと。例えば、諸外国との

間にいろいろな協定を結んだとか、形式的に見て功績を評

価するのはありだと思う。この政策が正しかったか間違っ

ていたかということに踏み込まずに、言ってみれば量とし

てどれだけのことを行ったのかということを考慮要素に

すべきだと思う。政策とか、その政治家の政治信条を評価

してはならない。吉田元総理はサンフランシスコ講和条約

を締結したが、それについても賛否両論があり、当時、激

しく世論を分断している。政治家の行うことに賛否両論が

あるのは当然だ。やはり形式的に見て、歴史に残るような

政策、外交を行ったというのは一つの考慮要素だと思う。 

○ 国葬儀の対象者は総理大臣経験者に限らないと思う。例

えば、大規規模災害が発生したときに、そこから国民の命

を救出したといった大きな貢献があった方も対象になる

のではないか。例えば武力攻撃事態などの際に国の指揮を

執って国民を守った政治家とか。その際の指揮官は総理大

臣だが、それだけとは限らないと思う。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 自分の専門から、経費の額が妥当かどうかは評価できな

い。ただ、国費を使うため、余計な支出はあってはならな

いし、外国から要人が参列しており、警備を含めて一定の

規模になることは理解できる。 

○ 予備費については、決算報告により国会で承認される問

題。また、会計検査院の検査も入る。これも事後的に検証

すればよく、その中で違法な支出あるいは不適切な支出が

あったかどうかを事後的に評価すればよい。仮に決算報告

の国会での審議において不適切な支出が見つかれば、それ
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に対して内閣は責任を取ることで十分なのではないか。安

倍元総理のときはこのぐらいだったという相場観を作っ

ていくしかない。不適切、違法な支出があれば、それは国

会の場で、あるいは会計検査院の検査で指摘されて、それ

について内閣は責任を取るということだ。 
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石田三千代 チャンネルニュースアジア上級特派員（日本担当） 

（令和４年11月16日） 
 

（実施の意義） 

○ 安倍元総理の国際的な地位の観点から、ＣＮＡ（チャン

ネルニュースアジア）ではその死去について長時間にわた

りテレビ放映した。 

〇 安倍元総理は日本憲政史上最も長く総理大臣職を務め、

辞任後も日本の最も影響ある政治家と見られていた。 

〇 凶弾に倒れた安倍元総理に対して、国際社会は悲しみと

銃規制が厳しい日本で、そうした犯罪があったことに衝撃

をもって受け止めた。 

〇 200以上の国や地域から弔意が寄せられたと理解してい

る。黙とう期間を設けた国もあった。 

〇 ＣＮＡの放送に対しては弊社が運営するテレビ、ラジオ、

ウェブサイトやＳＮＳを通じて大きな反響があった。 

 

（国会との関係） 

〇 安倍元総理襲撃事件の日本政府の対応に関して、メディ

アとして評価する立場は取っていない。ＣＮＡでは中立な

立場から様々な論評を視聴者に提供している。 

〇 安倍元総理の死去は日本の政治に重大な影響があると

いう観点から、その行方を追い続けている。 

〇 日本はアジアの大国であり、私たちの視聴者は関心を持

っている。 

 

（国民の理解） 

〇 記者という立場から申し上げると、官房長官は毎日２回

記者会見を行い、また総理大臣は重要事項がある場合、ぶ

ら下がり取材を行っていることと承知している。 

〇 海外メディアとしては、日本の総理大臣から海外に向け

ての発信を希望している。日本のメディアの視点と海外メ

ディアの視点は異なることがある。国際社会の関心事項に

対する説明を希望する。 

 

（対象者） 

（経費や規模の妥当性） 

〇 日本政府の問題であり、海外メディアとしてはコメント

を控えたい。 

 

（その他） 

〇 我々メディアは午前９時ごろ国会前に集合し、バスで日

本武道館に移動。テレビ中継用に指定された場所から約７

時間動けず、私のような一人特派員は、日本武道館周辺の

取材は不可能だった。水分の持込みは禁止されていた。武

道館内の地下にはプレスルームと水飲み場は要されたが、

取材中現場からあまり離れられず、熱中症対策には苦労し

た。 

〇 しかしながら、官邸や事務局は警備の厳しい環境の中、

テレビメディアに対する配慮をされたことは感じている。

官邸報道室はテレビ放映に必須である日本武道館内部の

国葬儀の様子を外務省発行の記者証を所得している海外

メディアに提供していただいたことに感謝している。 
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岩田温 日本学術機構代表理事 

（令和４年11月25日） 
 

（実施の意義） 

○ 国葬儀の実施の意義は、その時代によって異なる。一義

的に「これが国葬儀の意義である」と決めることは困難だ。

国葬儀実施に関する責任はその時代の政府にある。当然の

ことだが、何故、国葬儀が必要であったかを説明する責務

を伴う。歴史的に顧みれば失政であったとの批判もあり得

る。しかしながら、時の政権が国葬儀の必要性について判

断すべきだ。状況に応じた弔い方があってしかるべきだか

らだ。 

○ 民主主義の擁護、社会の多様性の尊重、表現の自由への

敬意。こうした諸々の価値を守り抜くことを内外に示すこ

とは重要である。言論が暴力によって歪められてはならな

い。ここが最も本質的な議論である。暴力による政治変革

を是認すべきではない。民主主義社会においては、時間は

かかるが言論により国家社会の変革を目指さねばならな

い。 

○ 安倍元総理の国葬儀について、様々な意見が存在したの

は事実である。それ以前に、安倍元総理の政治的業績に関

して、実に多様な政治的評価があった。安倍元総理を高く

評価する人々は「総理大臣在職日数が歴代最長であった」、

あるいは「内外における政治的な評価が高かった」などの

理由を挙げた。一方で、そうした評価に批判的な考え方を

する人々も見受けられた。例えば、集団的自衛権の限定的

な行使を可能とする平和安全法制の制定に関しての厳し

い批判だ。この平和安全法制が戦後日本の立憲主義を破壊

する暴挙であるとの声も存在した。すなわち、安倍元総理

の政治的評価は多種多様であった。これは当然のことと言

わねばならない。何故なら、日本が民主主義国家であるか

らだ。多様な政治的評価を認めない全体主義体制でない以

上、いかなる政治家にも多種多様な評価が存在する。した

がって、国葬儀実施の根拠を客観的に定め、誰しもが納得

できることを目指すことは不可能だ。例えば、在職日数の

長さを国葬儀の根拠とすることも難しい。在職日数が長か

ったから、偉大な政治家であると判断する人々も存在する

だろう。だが、在職日数の長短にかかわらず偉大な政治的

決断を成し遂げた政治家を評価する人々も存在するはず

だ。客観的根拠を示すことは国葬儀実施の判断には相応し

くない。安倍元総理の国葬儀の意義は、民主主義の擁護を

第一義とすべきである。選挙とは民主主義の根幹だ。政治

家が民衆に訴えている際、凶弾に倒れた。二度と繰り返し

てはならない悲劇である。内外に対し我々日本国民は暴挙

による民主主義の否定を許さないと旗幟鮮明にすべきで

ある。こうした悲しく非民主的な暗殺による国葬儀は本来

あるべきではない。再びこのような惨劇が起らぬよう日本

国民が力を尽くすべきである。 

○ 民主主義社会における国葬儀とはその時代、状況に応じ

て意義が変化する。安倍元総理の国葬儀は政治家が凶弾に

倒れたことに対する国民の憤りを表現した。吉田元総理の

国葬儀とは意味合いが決定的に異なる。選挙の最中に政治

家が殺されることは、民主主義の否定だ。暴力による言論

封殺を絶対に許さないと内外に示したことが、今回の国葬

儀の最も本質的意義だった。 

○ 国葬儀の外交的な成果についても論じておこう。結果と

して、多くの要人が来日した。これほど多くの要人が来日

したのだから、外交的成功と言ってよい。しかし、こうし

た人々を招くための弔問外交を目的とした国葬儀である

べきではない。結果は結果としてよい。だが、国葬儀の意

義を弔問外交に置くのは間違っている。一人の人間の死を

利用するような冒瀆は許されない。仮に弔問外交を目的と

するならば、総理大臣の死去ごとに国葬儀を行えばよいと

の功利主義的な主張もあり得るだろう。だが、これは死者

をおとしめる議論だ。人間の生命は尊い。絶対に譲っては

ならない一線だ。繰り返しになるが安倍元総理の暗殺とは

民主主義の否定にほかならない。政治家が選挙で聴衆に訴

えている最中、暗殺が行われる社会は民主主義社会とは呼

べない。言論に対しては言論で闘うのが民主主義だ。言論

に対して暴力を行使する行為はいかなる理由があろうと

も許容すべきではない。外交的成果があったことについて

否定するものではないが、それはあくまで付随的なもので

あり、主たる目的をそこに置くべきではない。人間の死生

を弄ぶような議論は厳に慎むべきであろう。 

 

（国会との関係） 

○ 国葬儀の進め方に法的瑕疵はなかった。しかし、法的正

しさはすなわち政治的正しさとは異なる。政治的判断とし

て衆参両院の議長、最高裁判所長官等々に相談し了解を求

めておくべきだったのではないか。法的な誤謬ではなく、

政治的失敗と言うべきだ。しかしながら、こうした政治的

失敗により今回の国葬儀の意義がいささかなりとも損な

われるものではないことは強調しておきたい。 

 

（国民の理解） 

○ 国葬儀に関して、岸田総理の説明不足が批判された。し

かし冷静に分析してみると岸田総理の説明不足ではない。

7月14日の記者会見の冒頭でも、国葬儀の意義を丁寧に語

っていた。ここで岸田総理が根拠として挙げた理由は４点

だ。１つ目には憲政史上最も長く総理大臣としての重責を

担ったこと。２つ目には東日本大震災からの復興、日本経

済の再生、外交展開に大きな実績があったこと。そして３

つ目は国際社会から極めて高い評価を受けていたこと。最

後に、民主主義の根幹たる選挙の最中、突然の蛮行により

逝去したものであること。 

○ 民主主義についての議論を一番にすべきだったという

恨みは残る。だが、岸田総理が丁寧な説明を行っていない

との批判は的外れだ。 

○ マスメディアが国葬儀に関して、批判的議論を誘導して

いたのではないか。少なくとも岸田総理は国民に国葬儀の

意義について繰り返し説明していた。断固として言う。説

明不足ではない。あえて言うならば報道不足である。岸田

総理の説明をマスメディアはどれほど丁寧に報道したの

かが検証されてしかるべきだ。国葬儀の議論は突如として

旧統一教会の議論へと変化していった。旧統一教会の問題

はそれ自身として検討、批判されて然しかべきであろう。

だが、国葬儀と旧統一教会には何の関係もない。民主主義
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の根幹である選挙の最中総理大臣を務めた政治家が暗殺

された。この事実が決定的に重要だ。こうした暴挙を許さ

ないとの日本国民の意志を示すために国葬儀が行われた

のだ。 

○ 説明不足と批判された岸田総理だが、どのように説明を

すれば良かっただろうか。説明の仕方は民主主義社会で重

要だ。時代が変われば媒体も変わる。その時代にふさわし

い媒体を選ぶのが政治家の力量である。オールドメディア

に質問され、答えるだけでは現在の国民は満足しない。岸

田総理自身が言葉を発すべきだった。質問に答えるのでは

ない。自らの主張を論ずるべきだった。確かに、オールド

メディアは報道を控えたであろう。だが、動画サイトを始

め、様々なＳＮＳで総理大臣自ら意見を発することができ

る時代である。今を生きる総理大臣は時代に応じて報道媒

体を選び、有効活用し広く国民に自らの信ずるところを訴

えるべきだろう。 

○ 国葬儀に関して、世代間の意見の相違も伺えた。菅前総

理が友人代表の弔辞で指摘したように若い人が献花に多

く集っていた。献花に訪れた人々の総数は２万５千人にも

上る。ほとんどのマスメディアが大々的に報じることはな

かったが、こうした事実は絶対に忘れ去られてはならない。

国葬儀に反対する人々ばかりではなく、国葬儀に際し、静

かに安倍元総理をお送りしたいと願う国民も多かった。 

 

（対象者） 

○ 国葬儀を実施する際の基準を作れとの議論がある。先述

したとおり、これは不可能な議論である。民主主義社会に

おいて為政者を評価する人もいれば評価しない人もいる。

価値観の多様性を擁護するのが民主主義であり、政治家の

評価を固定することはできない。独裁政権ならば一方的な

意見の強制が可能であろう。しかし、民主主義の原則とは

異論を認めるところにある。異論を認めることは必ず政権

を批判する人々が出現することを意味する。その意味で国

葬儀を行う際に全ての国民が賛同することを求めるのは

異常である。それは独裁を求める論理に行きつく。世論が

二分されたとの批判があったが、これも民主主義の本質を

無視した暴論だ。基本的に世論は二分、三分しているのが

民主主義の常態と捉えるべきだ。 

○ 国葬儀は岸田総理の英断だった。ただし、説明の仕方に

若干の問題があった。今回の国葬儀は吉田元総理の国葬儀

とは決定的に異なる。在職日数や業績を判断基準として強

調すべきではなかった。民主主義への攻撃に対し日本国民

が決意を示す国葬儀だった。我々日本国民は民主主義を擁

護する。暴力によって政治を決定する愚かさを断じて許さ

ない。それが国葬儀の第一義であるべきであった。 

○ そもそも民主主義国家において国葬儀をしてはならな

いとの批判がある。確かに、政治家の評価を定めることは

困難だ。しかし、それでもなお国葬儀には大いなる意義が

あるからこそ各国で国葬儀が行われる。国葬儀が行われる

国家が民主主義社会でないというのならば、米国、英国、

オーストラリアといった国々が民主主義社会でないとい

う結論になってしまう。各国で国葬の決定方法には違いが

ある。だが、共通しているのは、国葬儀は必要だとの判断

だ。国葬儀の意義は時代、状況に応じて異なる。時の政権

がその責任において国葬儀の実施について検討すべきだ。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 経費の問題を論じ批判する人々が存在した。しかし、経

費は時代、状況、物価によって異なるものであり、一概に

幾らであると決定することは不可能だ。規模の問題も同様

である。四千人なら適正であり、五千人では多すぎたなど

の議論は意味をなさない。それでは三千人のほうがよかっ

たのか。六千人ではいけないのかなどの無駄な批判が生じ

る。政府が自らの責任で適切であると信じる規模の国葬儀

にすればよい。決定し責任を負うのが時の政府の役割であ

る。 

 

（その他） 

○ 国葬儀は実施が遅きに失した。これが最大の問題だった。

冷静に分析すれば岸田総理はこれ以上ないほど丁寧な説

明を繰り返していた。これ以上の説明をすることは不可能

だったと思えるほどだ。だが、国葬儀が遅かった。この間

に旧統一教会の問題が噴出し、安倍元総理への悲しみより

も非難が集中的に報じられる結果となった。 

○ また、残酷な話だが、人間の喪失感は持続しない。悲し

み悼む思いは日々薄れていく。だからこそ人間は生きてい

るとも言える。常に悲しみを抱き続けながら生きることは

余りに辛い話だ。死者の側からすればあまりに酷薄な話だ

が事実である。この意味でも国葬儀は速やかに行うべきだ

った。 

○ 国葬儀の説明に関し、各国の国葬儀を参照し説明しても

よかったのではないのか。民主主義国家においても国葬儀

は行われる。この場合、国民全員の支持を得た政治家など

存在しない。繰り返しになるが、民主主義とは異なる少数

の意見も尊重する制度であるからだ。あまりに突発的な悲

劇が起こったため、時間的余裕がなかったことは十分に理

解できるが、各国の国葬を比較検討し民主主義国家におけ

る国葬儀の意義を考えることは重要であろう。 

○ 政治的決断は瞬間的民意にのみ従うべきではない。民意

は重要だが、全て瞬間的な民意に従うのであれば、時の政

権は常に世論調査の結果に従うことになってしまう。民意

を尊重しながらも、後世から振り返っていかにあるべきか

を追求するのが政治という営みである。今回の国葬儀の件

も後世からいかに振り返られるかを真摯に問うべきだ。民

主主義の根幹である選挙の最中政治家が暗殺された。これ

が紛れもない事実だ。暗殺した犯人の論理に従うかのよう

な報道が溢れる現状は異常だ。一国の総理大臣まで務めた

人が暗殺されたという事実に向き合うべきだ。現在が歴史

となったとき、安倍元総理の暗殺、その後の国葬儀の実施

という流れに違和感を覚える人は少ないはずだ。現在では、

マスメディアの報道により、熱狂的な意見が席巻している。

しかし、時を経れば「あの熱狂は一体何だったのか」と思

われる時代が到来する。時が熱狂と偏見を和らげた際、今

回の国葬儀の意義は見直されることになるだろう。 

○ また、国葬儀を行うことは弔意を国民に強制していない。

その証拠に国葬儀に反対する人々が集い、その意を自由に

表明していた。時の政府が国葬儀の実行を決定する。支持

する人も反対する人もいる。反対する人が全く存在しない

などということはあり得ない。日本が民主主義社会である

からだ。時の政権が自らの責任で国葬儀を決定した際、国
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民に弔意を強制する必要はない。国葬儀は「日本国の象徴

であり日本国民統合の象徴」である天皇陛下の大喪の礼と

は異なるものである。 
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上久保誠人 立命館大学政策科学部教授 

（令和４年11月22日） 
 

（実施の意義） 

○ 国葬儀は、総理大臣が重責を担うという重要な意義を国

民が考える機会となる。 

○ 言論の自由、思想信条の自由は、自由民主主義社会で最

も重要な価値である。しかし、我が国では、総理大臣や政

治家を自由に批判できることの悪影響により、諸外国と比

べて、政治家へのリスペクトがなく、人格否定をし、政治

を軽視する傾向にある。その結果として、諸外国と比べて、

若者などの政治への無関心、冷笑主義が広がっている。 

○ 総理大臣という、政治家の頂点に立ち、重責を担った人

物に対して、思想信条、政治的な立場を超えて一定のリス

ペクトを示す場として、国葬儀を執り行うことは、無関心、

冷笑主義を超えて、国民の健全な政治意識を涵養し、一定

の意義があると考える。 

○ 英国の制度を取り入れて、総理大臣のリーダーシップの

強化が図られてきているが、歴史的に見て、日本では総理

大臣の扱いが非常に軽い。 

○ 米国では、大統領はミスタープレジデントとして党派を

超えた存在であると考えられている。大統領は国家元首で

ある一方、総理大臣は行政の長であり、その意味合いは違

うと思うが、総理大臣の重責について、考えることがあっ

てもよいのではないか。自由に総理大臣に対する批判を行

えることは我が国のよい点だと思うが、諸外国に比べ、度

を越している場合や人格否定になっている場合もある。 

○ 今後の国葬儀の在り方について考える契機となったこ

とが、今回の国葬儀のレガシーである。 

○ 国葬儀について、いわゆる反対派は国葬儀の実施につい

ての基準を定めた法律がなく、法的根拠がないと主張する

が、国葬儀を実施する法的根拠はあり、閣議決定により国

葬儀の実施は可能であると考える。しかし、その法的根拠

に疑問を持つ人が多数いることが明らかとなった。 

○ 岸田総理の「決定」に明確な基準がないことが明らかに

なった。岸田総理の国会での説明では、国葬実施の決定の

基準が妥当であったとは思えなかった。その結果、国葬儀

実施の決定の「明確な基準」が必要であることがはっきり

した。つまり、多くの国民が納得できる国葬儀の「法的基

準」、国葬儀実施決定の「明確な基準」を考えるべき契機

となったことがレガシーであると考える。 

○ 外交的成果はなかったのではないか。 

○ 国内からは約3,500人、海外からは約700人が参列した。

その多くは各国大使などで、首脳レベルは、米国のカマラ・

ハリス副大統領、インドのナレンドラ・モディ首相、オー

ストラリアのアンソニー・アルバニージー首相、韓国のハ

ン・ドクス（韓應沫）首相や、カンボジアのフン・セン首

相、ベトナムのグエン・スアン・フック国家主席、ＥＵ＝

ヨーロッパ連合のシャルル・ミシェル大統領が出席した。

Ｇ７の首脳などとの首脳外交は行われなかった。首脳の代

理人的な立場の人が多く、国際的な懸案に対して日本がイ

ニシアティブを取る舞台となることはなかった。 

○ ただし、安倍元総理に対して世界中から弔意が示された

こと、特に自由民主主義諸国だけでなく、権威主義的な政

治体制の国からも弔意が示されたことで、安倍元総理が世

界の指導者だったことが改めて見直され、その遺産とされ

る外交成果が再認識されたことは、今後の日本外交を進め

る基盤となるのではないか。ただし、これは安倍元総理の

外交成果を再確認したものであり、岸田総理の外交成果と

は言えないのではないか。 

○ 基本的に「弔問外交」が展開されなかったことはむしろ

よかったと考えている。国家の指導者だった人物の死去を

利用するという発想自体が、亡くなった方に失礼ではない

だろうか。 

 

（国会との関係） 

○ 「閣議決定」による国葬儀の実施の決定には法的根拠が

ある。国民の権利を制限する、国民に義務を課す課題につ

いては国会で審議し、法律の制定が当然必要であるが、国

葬儀の実施には法律の制定の必要はない。閣議決定による

「行政権の行使」の事例の一つと考えることは問題ない。

国葬儀の実施という行政権の行使について、国会に諮らな

ければいけない、国会で議決しなければならないという反

対派の主張の「法的根拠」はどこにあるのかよく分からな

い。重要事項留保説という立場もあるが、国葬儀の実施は

重要事項には当たらないと思う。 

○ 国会での審議を経ない総理大臣の決定が非民主的であ

るという国葬儀反対派の主張は言い過ぎのように思う。議

院内閣制である日本の総理大臣は、選挙で勝利した議会多

数派から選出され、理論的には総理大臣の決断に民主的正

当性はある。その決断に問題があると国民が考えるならば、

次の選挙で総理大臣の座から降ろせばよい。デモなどで大

きな声を上げることによって政府の行動が制限されるの

であれば、それこそが非民主的である。国会を取り巻いて

反対の声を上げているから、国葬儀を強行することが非民

主的だとする主張は誤りである。 

○ 内閣府設置法や閣議決定を根拠として国葬儀を実施す

るという岸田総理の決定は、現行法の運用の範囲内と解す

ることが公平な評価である。 

○ 国会に対して説明を行ったことは、国会に対する誠実な

姿勢であり、評価に値する。ただし現行法上、絶対に行わ

なければならないわけではない。 

 

（国民の理解） 

○ 安倍元総理の国葬儀の実施を決定した段階で、ボタンを

掛け違えていたところがあり、より広い国民の理解を得る

ことは難しかったと思う。国葬儀を実施することを決定し

た後、国会での説明や記者会見などを行っていることは評

価する。 

○ 国民の中には、国葬儀に賛成でも反対でもない層が少な

からずいたのではないか。ただ、賛成派と反対派でもめる

状況となってしまったため、世論調査においてはこうした

中立派が反対派となってしまったのではないか。 

○ 我が国においては、極端な賛成派も極端な反対派もマジ

ョリティではない。サイレントマジョリティ、浮動層、中

間層といった中立派は、安倍元総理に対して弔意を表する

気持ちは持っていたはずである。ただし国葬儀となると、
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これまで執り行った例も少なく、こうした方たちの多くは

極端であると捉えたのではないか。 

○ そのような中にあっても、中立派に対して総理大臣官邸

ホームページやＳＮＳなど、あらゆる媒体を使って丁寧に

説明・情報発信する努力をするべきだった。 

○ 野田元総理が追悼演説で名演説を行った。仮に野田元総

理の追悼演説が国葬儀の前に行われていれば、国葬儀に関

する世論も違った結果になった可能性はある。 

 

（対象者） 

○ 安倍元総理を除く、歴代総理大臣経験者の葬儀の在り方

の判断については、その時々の法的根拠に基づく、妥当な

判断をしてきたと考える。 

○ 国葬儀の実施の閣議決定に至った岸田総理の判断自体

は、妥当なものだったとは言えない。岸田総理が国会で述

べた国葬儀の実施の理由として、安倍元総理が憲政史上最

長の総理大臣在任者だったこと、震災復興や経済再生に尽

力したことや日米同盟を基軸とした戦略的外交を主導し

たこと、諸外国で議会の追悼決議や服喪のほか日本国民へ

も弔意が示されたことなどを挙げるが、これらはいずれも

国葬儀の実施の理由としては弱い。 

○ 安倍元総理の総理大臣在任期間が憲政史上最長だった

ことについて言えば、安倍元総理の前に、史上最長の在任

期間だった佐藤元総理の逝去の際には、国葬儀を実施して

いない。佐藤元総理は沖縄の返還を成し遂げて、ノーベル

平和賞を受賞した。客観的に見て、安倍元総理よりも大き

な業績を挙げていたにもかかわらず、国葬儀は実施されて

いない。したがって、総理大臣の在任期間が長かったとい

うことは、国葬儀の実施の理由として弱い。 

○ 震災復興に尽力したことについて言えば、確かに、安倍

政権下で多大な費用と時間をかけて、着実に東日本大震災

の被災地の地域再生が進んだ。例えば、「復興道路」、「復

興支援道路」の建設など、復興事業の多くは国費負担で行

われた。復興予算は 32 兆円を超える。財源がない被災自

治体の復興を強力に後押ししたことは評価に値する。一方

で、復興から置き去りにされたままの人々がいる。多くの

問題が残ったままの現実がある。東京電力福島第一原発事

故によって帰還困難区域に指定された地域では、住民に対

する避難指示が出されたままで、その解除は少しずつしか

進んでいない。今も災害公営住宅に住み、自宅に戻れない

まま孤立や家賃負担に苦しむ人々がいる。感情的に受け入

れられない人が多かったのではないか。ただし、国葬儀の

実施の理由として震災復興に触れなければ、逆に批判され

るという考え方も理解できる。 

○ 安倍元総理が「経済再建」に尽力したことについては、

アベノミクスの評価は未だに割れている。私は評価してい

ない。昔の自民党の経済政策を異次元の規模の金額で行っ

たということだと理解しており、結果として新しいものは

生まれなかったし、構造問題に手を付けなかったため、現

在のようなインフレ・円安に陥る懸念は従来から持ってい

た。確かに、アベノミクスは実施当初、国民から高い支持

を得た。円高・デフレ脱却に向けて、２％の物価上昇率を

目標として資金の供給量を劇的に拡大する異次元の金融

緩和「黒田バズーカ」を断行した「第一の矢」金融政策。

過去最大の 100 兆円を超える巨額の財政出動を断行した

「第二の矢」公共事業。これらによって、為替を円安に誘

導し、企業の業績が瞬間的に回復した。これが「失われた

20年」と呼ばれた長年のデフレとの闘いに疲弊した国民の

心情に合致した。だが、その回復とは、1ドル＝70円台か

ら120円台となって、利益が増えたに過ぎなかった。既に、

日本企業は工場を中国・アジアといった海外に移転してい

た。円安のメリットを生かして輸出を増やそうとしても、

そもそも工場が日本国内に存在しないのだから、増えるわ

けがない。海外に移転した工場は、日本国内に戻らず、輸

出量は増えなかった。本格的な経済回復には「第三の矢（成

長戦略）」が重要なのだが、様々な業界の既得権を奪うこ

とになる規制緩和や構造改革は、内閣支持率に直結するの

で、安倍政権にとっては可能な限り先送りしたいものとな

った。安倍政権が「成長戦略」と考えた数々の政策は、多

かれ少なかれ、今までの政権でも検討されてきたものだっ

た。従来型の「日本企業の競争力強化策」で、基本的に誰

も反対しない政策の羅列に過ぎなかった。結局、安倍長期

政権の間、経済は思うように復活しなかった。斜陽産業に

対する異次元緩和「黒田バズーカ」の効き目がなければ、

更に「バズーカ２」を断行し、それでも効き目がなく「マ

イナス金利」に踏み込んだ。「カネが切れたら、またカネ

がいる」という状態が続き、財政赤字が拡大した。新しい

富を生む産業が生まれず、何も生まない斜陽産業を救い続

けるだけだった。要するに、アベノミクスは問題の多い政

策で、その結果に国民は苦しんでいる。経済政策の成果を

理由に国葬儀を実施するということは、無理筋である。 

○ 日米同盟を基軸とした戦略的外交を主導し、また、諸外

国で議会の追悼決議や服喪のほか日本国民へも弔意が示

されたが、一方で、「北朝鮮拉致問題」、「北方領土問題」

などで確たる成果を挙げることができなかった。安倍元総

理は長い在任期間に、ドナルド・トランプ米国大統領、習

近平中国国家主席、ウラジーミル・プーチンロシア大統領、

アンゲラ・メルケルドイツ首相など、世界の海千山千の指

導者の信頼を得ることに成功した。しかし、それは在任期

間が長かったからということで、それ以上ではなく、安倍

外交は国葬儀を実施するに値するものではない。多くの弔

意が示されたので、国葬儀を実施するという理由付けは飛

躍があり、説得力に欠ける。 

○ 安倍元総理の国葬儀の実施の判断には疑問が残る。安倍

元総理を手放しで絶賛する自民党の政治家及び支持者が

存在し、彼らにとっては国葬儀の実施が疑うべきことのな

いものだったのではないか。国葬儀の実施の判断を下した

岸田総理自身の元々の考え方は分からないが、一部の政治

家や支持者から岸田総理に対して国葬儀の実施の強い働

きかけがあったと考えられる。つまり、安倍元総理を特別

扱いしたい勢力がいたのではないか。 

○ 安倍元総理は敵と味方をはっきりと分け、政敵に対して

厳しい政治家であったために、安倍元総理に対して、憎悪

と言ってもよい感情を持ち、その業績を全く評価しない勢

力が存在している。このような国論を二分する状況に配慮

せず、安倍元総理を称賛する声のみを聴き、国葬儀の実施

を「政治的」に判断したことに問題があった。 

○ 同様の混乱は、国会の追悼演説において、自民党が「野

党の代表が行う」という慣例を破り、自民党議員に依頼し

ようとしたことでも起こった。結果としては、野田元総理
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が追悼演説、名演説を行ったが、こうした点でも泥を塗っ

た。国葬儀の実施の決定は、政治的な対立を煽るような形

で行われないよう、配慮されなければならない。国葬儀と

は、党派性、政治的な対立を超えて、総理大臣という重責

を担った人間に対して国民が敬意を表し、哀悼の意を表す

ることが自然にできるような形とするべきである。 

○ 全ての総理大臣経験者を国葬儀の対象とするべきと考

える。安倍元総理の国葬儀をめぐる混乱で明らかになった

ように、政治家、特に総理大臣の業績を評価することは極

めて困難である。したがって、明確な国葬儀の実施の基準

を作ることは無理がある。 

○ 国葬儀の実施の基準を作るとすれば、「業績」か「在任

期間」ということになるが、これらは困難である。 

○ 「業績」については、そもそも評価が難しい。政策に対

する評価は、立場によって真逆になる。将来、総理大臣が

国葬儀を実施してもらうために、業績を無理に挙げようと

すると禍根を残すことになる。例えば、アベノミクスは短

期的には成果を挙げ、国民の支持を得たが、現在の円安、

インフレの根本的原因となっているという批判がある。外

交とは、日常的な交流を積み重ねることが重要で、功を焦

って安易に決定すると、将来に大きな禍根を残してしまう。

例えば、北方領土問題において、二島返還で合意する。し

かし、30年後にロシアに四島返還も考えるような、開明的

な指導者が現れるかもしれない。その時、「解決済み」と

されてしまったら、30年前の現実的判断は、功を焦ったと

いうことになるだろう。 

○ 「在任期間」については、任期が長ければ、国葬儀が実

施されるとなれば、あらゆる問題解決を先送りし、政治的

な対立を避けて、ただひたすらに内閣の延命に努める総理

大臣が現れかねない。つまり、国葬儀の基準が総理大臣の

行動を縛りかねない。日本政治には「一内閣一仕事」とい

う考え方がある。様々な政治的困難から短命に終わる内閣

も多いが、その際、歴代総理大臣が「１つの仕事」に集中

して、業績を積み上げてきた側面がある。 

○ 政治家の業績の評価は極めて難しい。100年単位でない

と、評価は固まらないのではないか。その上で、あえて「業

績」の基準を挙げるとすれば、国家の存立に関わる業績を

挙げたかどうかではないか。この点で言えば、日本を独立

に導いた吉田元総理の実例がある。つまり、吉田元総理の

国葬儀は妥当であると言える。沖縄の返還を実現した佐藤

元総理は、国葬儀を執り行っても妥当だったかもしれない。

その上で、吉田元総理の国葬儀であっても議論が分かれた

点には留意が必要ではないか。 

○ それ以外の外交での「業績」の評価は、なかなか難しい。

シベリア極東の開発を始めとする日露外交こそ安倍外交

のレガシーであると、私は評価している。これについては、

将来評価されるかもしれないが、現時点で評価しているの

は私くらいである。 

○ 内閣府設置法に基づき、閣議決定で国葬儀の実施を決定

することは国葬儀の法的根拠として問題はない。ただし、

閣議決定を行うための国葬儀の実施の基準が不明確であ

り、岸田総理の説明に国会、世論が納得しなかったことが

問題である。 

○ 国会で総理大臣経験者の国葬儀の実施の基準に関する

ルールを設け、時の総理大臣の主観が入る余地をなくす、

つまり属人性をなくすべきである。そのルールに基づいて、

国葬儀の閣議決定を行い、行政権の行使として国葬儀を実

施するべきである。 

○ 国葬儀の実施の基準を作ることは極めて難しく、また作

るべきではないと考える。したがって、国葬儀については

「全ての総理大臣経験者に対して国葬儀を実施する」もし

くは「全ての総理大臣経験者に対して国葬儀を実施しない」

という一律の基準を作るしかないのではないか。 

○ 私は「総理大臣経験者全員国葬儀論」を主張する。国葬

儀をめぐって国論が二分され、感情的な対立が起こってい

る現状は非常に残念に思う。特に反対派の国会議員が、届

いた国葬儀の招待状をＳＮＳで公開し、「国葬儀に参加し

ない」と訴えたりしていることは、非常に見苦しい。そこ

で今後、総理大臣経験者が亡くなったときは、全て国葬儀

を実施すると国会において法律又はルールを制定しては

どうか。自民党の総理大臣経験者だけではなく、非自民党

の元総理大臣が亡くなったときも、国葬儀を実施する。総

理大臣という重責を担った人物に対しては党派、思想信条、

政策志向や業績にかかわらず、国民が一定のリスペクトを

示すべきである。 

○ 国葬儀は国民の血税を使って実施するので、その適正な

規模はどうあるべきか、海外からの参加はどの程度とすべ

きか、国会で徹底的に議論すればよい。これなら、国民も

納得できるだろう。例えば、「総理大臣経験者全員国葬儀

論」に立てば、国葬儀を執り行う頻度は上がるため、海外

の参列者については、駐日各国大使に限ることも考えられ

るのではないか。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 経費が国家予算の予備費の使用であり、警備費などは既

に計上されている既定予算からの支出の範囲内であるな

らば、特に問題視することはないと考える。事前に国会に

諮り、決議などを経る必要はない。野党などが経費につい

て質問したいのであれば、予算委員会や決算委員会などで

質問すればよい。予備費や警備費などについて、警備費は

機密事項があるのかもしれないが、国葬儀終了後に、可能

な限りオープンにするべきである。 

○ 国葬儀の実施のために、新たに補正予算を組むことは適

当ではないと考える。あくまで予備費や既定予算で対応す

べき。 

 

（その他） 

○ 仮に今回の葬儀が内閣・自民党合同葬であれば、批判は

少なかったのではないか。その場合でも、一部から「なぜ

国葬儀でないのだ」という批判は起こったかもしれない。

しかし、こうした批判が起きたほうが健全ではないだろう

か。こうした批判により、国葬儀の法的根拠があいまいな

ので、しっかりと議論したほうがよいのではないかといっ

た議論が起こったかもしれない。結果論であるが、今回の

ような形で国葬儀に関する議論が起こるよりも、「安倍元

総理を国葬儀で送るべきではなかったか」という議論が起

こっていたほうが、よほど健全であり、妥当ではないか。

仮にこのようになっていれば、野党が批判する余地はなか

った。 
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○ 国連総会の直後であり、各国首脳の日程調整が困難な時

期であった。日本武道館のスケジュールの問題もあったと

されるが、安倍元総理の死去から国葬儀までの期間が空い

た間に、国葬儀に対する批判が高まったということもあり、

日程設定と場所の確保が大きな課題として残ったと考え

る。 

○ 安倍政権期に、様々な問題をめぐって国民の「分断」が

起こった。その安倍元総理の国葬儀をめぐって、更に「分

断」が広がってはいけない。感情論を排し、落ち着いて今

後を考える一つの方策として、今後全ての総理大臣経験者

を国葬儀とすることを議論してはどうか。それは、多様な

人々が、多様な思想信条を持つことをお互いに尊重し合う

日本社会を再構築する契機となるのではないだろうか。 
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川上和久 麗澤大学教授 

（令和４年11月24日） 
 

（実施の意義） 

○ 総理大臣経験者の国葬儀は、何十年に一度かもしれない

が、行うことには意義があると考える。なぜ行うことに意

義があるかというと、公に奉仕するということは、国家の

存立に関わる重要なことであり、レベルをつけてはいけな

いのかもしれないけれども、公に奉仕する人たちを尊崇す

る、公に奉仕する人を大事にするということは、国家とし

てとても重要なことだと思う。失言したり、ハラスメント

したり、酔っ払って警察沙汰になったり、そういうけしか

らん政治家もいるから政治不信になるのだが、やはり総理

大臣は、公に奉仕するという意味で、行政の長として、政

治家の中で最も公に奉仕した存在だと思う。そのため、総

理大臣経験者であれば誰でもということではなく、この総

理大臣であれば、これだけのことを行ったのだからという

ことで、国葬儀をもって送るということは非常に重要な、

日本という国が公を大事にする国であるという意味で、必

要ではないかと思う。勲章という形で公に奉仕した方を叙

勲することはあるが、葬儀のときに、国葬儀をもって、本

当に公に奉仕した総理大臣経験者を見送ることは、国家の

一つの形として必要だと思う。その意味で、総理大臣経験

者の国葬儀は実施するべき。今回をもって実施しないとい

うことではなく、今後もそれにふさわしいと行政の長が判

断した場合は実施するべきだと思う。 

〇 国家は、公に対して尽くす人たちで成り立っている。そ

れは近所の掃除をする、ごみ拾いをするということでもよ

いし、あるいは国家公務員、地方公務員として公に尽くす

ということもある。自衛官、警察官、消防で殉職する方も

いる。そういう人たちに対して国家を挙げて弔意を示す必

要があるのではないか。公に殉ずる方に対して、みんなで

手厚く感謝の念を捧げることは、国家として当たり前のこ

とだと思う。民主主義社会において、そのようなことは問

題だというのは違うと思う。特に総理大臣は、議院内閣制

の下で、基本的には議会の多数派から選出されて、行政府

の長になる。行政の長として、極めて顕著な業績を挙げた

方は、公に尽くした象徴だと思う。公に尽くした象徴の方

を国葬儀という儀礼で、生前であれば叙勲という形がある

と思うが、亡くなったときに、本当に公に尽くし、これだ

けのことをやったという人を、行政の長が国葬儀をもって

送るということを無くすべきではない。その可能性の芽を

潰すべきではないと思う。公のために尽くしたことに対す

る国家としての基本的な重要事項、一つの象徴だと思う。 

○ 国葬儀のレガシーについては、特に外交の面において特

殊性がある。安倍元総理は、凶弾に倒れたという特殊性が

あり、テロには屈しない、国民全体がテロには屈しないと

いう強い姿勢を示すことができたのではないか。そのため、

外交的な成果、安倍外交云々ということにはプラスの評価、

マイナスの評価があると思うが、日本国全体が国葬儀をも

って、テロに屈しない姿勢を示したということは最大のレ

ガシーではないかと思う。国葬儀をもって元総理大臣を見

送り、対外的に、日本という国はテロに屈しないという姿

勢を示したことは、非常に重要だったと思う。 

〇 憲政史上最長の８年８か月だから国葬儀と言うと、おそ

らく評価は分かれると思う。毀誉褒貶があるではないかと。

外交の展開、これも毀誉褒貶あると思う。国際社会から極

めて高い評価を受けているけれども、これもいろいろな意

見がある。これらに加えて、民主主義社会において、高い

業績を挙げた元総理大臣がテロリストの銃弾に倒れたと

いうことがなければ、国葬儀についてもっともっと反対が

出たと思う。例えば、安倍元総理がテロリストの銃弾に倒

れることなく20年ぐらい元総理大臣として長寿を全うし、

80いくつで亡くなったならば、内閣葬という判断がされた

可能性があると思う。国葬儀を行う理由として４つのこと

が挙げられているが、民主主義に対する挑戦が行われた、

だからテロには屈しないという姿勢を国葬儀という形で

示すという意義が最も大きかったと思う。 

〇 分断を招く結果になるため国葬儀には反対であるとい

う意見があるが、分断というものは、故意に作り出される

側面もある。反対の意見があるのは当然であり、それでも

議院内閣制の下で、国会の議決で選出された総理大臣が、

行政の長として、国葬儀を行うことを決めており、分断が

ある、分断を招くから国葬儀はもうやらないということで

はなく、分断はあるけれども、説明を尽くして、この人だ

ったら国葬儀にふさわしいという総理大臣経験者につい

て、国民がみんなで見送るということは当然あってよいと

思う。 

 

（国会との関係） 

〇 国会との関係については、吉田元総理の国葬儀の際には、

報道によれば、佐藤元総理が、海外から、野党、特に社会

党の了解を取っておくようにと指示したということがあ

った。行政府として内閣府設置法を根拠として国葬儀を行

うことについて、岸田総理がそう判断したことは尊重する

にしても、今回は少し説明不足の部分があったのではない

かと思う。実施に当たり、岸田総理、松野長官が議院運営

委員会に出席して、閉会中審査で説明と質疑を行ったにし

ても、説明不足だったのではないか。一つ考えられるのは、

安倍元総理の国葬儀は、吉田元総理の国葬儀以来、55年ぶ

り。吉田元総理の国葬儀が行われた当時、私は小学校３年

生だった。私の父親は海軍軍人で、山本五十六元帥の国葬

に参列しているが、山本五十六元帥の国葬と吉田元総理の

国葬儀は全然違うと言っていた。戦前と戦後であり、国葬

という名前自体は付いているけれども、全然違うものだと

言っていたことが幼心に残っている。それから 55 年であ

り、国葬儀とは言っても全く別の形で行われることはやむ

を得ないと思う。そうであれば、７月 14 日の記者会見の

時点で、岸田総理は、冒頭に少し発言しているが、もっと

丁寧に、なぜ国葬儀なのか、国葬儀が戦前と戦後で全然違

うこと、吉田元総理のときにはこういう形で国葬儀を行っ

たけれども、自分としては行政の長として、こういう理由、

形で、内閣府設置法に基づいて、国葬儀を執り行うという

ことを説明すべきだった。暴力に屈せず民主主義を断固と

して守り抜くことはもちろん結構だと思うが、前回の国葬

儀が行われたときは私でさえ小学校３年生だったわけで
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あり、国葬儀と聞いたときにピンとこない人たちが多かっ

たのではないか。あるいはかなり御高齢の方だと逆に戦前

の山本五十六元帥の国葬のようなものを思い浮かべた人

もいるかもしれない。だから、安倍元総理の国葬儀はどう

いうものであって、どういう法律の根拠の下にやっていく

のか、行政の長としての判断を、もっと丁寧に説明してい

れば、あれだけの反対はなかったのではないかと思う。 

〇 議院運営委員会に出席しての説明と質疑は、若干後から

行ったというイメージがある。最初の記者会見において、

今までほとんど行われておらず、ほとんどの人は国葬儀と

いうものについて記憶がない中で、国葬儀とはこういうも

のであって、もちろん質問に答えて内閣葬や国民葬とどう

違うのかということについて答えてはいるが、あらかじめ

行政の長として最初に丁寧な説明をするべきだった。 

〇 野党からは何も聞いてないという声があったが、その意

味では特に野党第一党、与野党問わず、議決を採るという

ことではなくて、自分たちはこういう考えで国葬儀として

やりたいということを、立法府に対しても説明するのが丁

寧な手順だったのではないかと思う。この点は、次に国葬

儀を行うということであれば、やるべきことだと思う。 

〇 国葬儀は、本来は対立的な争点にすべきではないと思う。

行政として行うことを決めたので、国会ではむしろどうい

う形で行うことが望ましいかということを議論すべきだ

と思う。国葬儀反対をインターネットで煽ったりするなど、

憂うべき事態であった。今の国会の状況において、こうい

う問題に関しては、佐藤元総理のときのように、国対政治

というか、国会対策の中で、しっかりと野党にも説明を尽

くすというようなことがあってもよいと思う。極めて属人

的な部分というものがあると思うが、総理大臣だけではな

く、国対での上手なコミュニケーションがあってもよい。

そういうパイプを細らせてはいけないと思う。こういう問

題は、国対でうまく落としどころを探ることがあってもよ

い。 

 

（国民の理解） 

〇 国民の理解については、非常に不幸な展開をたどったと

言わざるを得ない。新聞記事を分析すると、例えば国葬儀

というキーワードで記事を検索すると、大体４分の１は旧

統一教会とセットの記事になっている。国葬儀の行い方と

か戦前とどう違うのかといった国葬儀の実施に関する内

容ではなく、旧統一教会とこんな関係があって問題なのに

国葬儀をやるのかとか、ハッシュタグ国葬反対が出てきた

りとか、非常に不幸な分断があった。旧統一教会との関係

で国葬儀が論じられるということになったがゆえに、当初、

国葬儀に関する世論調査でも賛成の比率が高かったけれ

ども、旧統一教会のことが報道されればされるほど、国葬

に対する反対が増えていったことは、不幸な展開だったと

思う。 

〇 旧統一教会の問題とは切り離して、国葬儀の意義につい

て丁寧に説明したほうがよかったと思う。岸田総理、松野

長官は、粛々と国葬儀について説明していたが、旧統一教

会との関係で論じられたというか、どうしても旧統一教会

とのリンクで、説明が十分でないという評価をされてしま

った。幅広い国民の理解を得るためには、旧統一教会のこ

ととは切り離すように言ってもなかなか切り離して報道

されないということで言えば、セットで論じられていると

いうことを意識して、政治の側でも、もう少しニュース価

値の提供の仕方というか、曰く言い難い部分というか、国

葬儀とはこういうものなんだというニュース価値を提供

することによって、旧統一教会との関わりではない形で論

じられるような、ニュース価値の提供について工夫すると

いうことがあってもよかった。淡々と国葬儀について、そ

の時々の行政の判断で、内閣府設置法でこうなっています

と、同じような説明を議院運営委員会で繰り返していたが、

それでは十分な答えになっていない。もう少し体系立てて、

戦前の国葬儀とはこういうところが違うとか、吉田元総理

の国葬儀から 55 年たっており今回はこうだとか、メディ

アがニュース価値として取り入れたくなるような形で、う

まく情報発信ができなかったのかと思う。国民の理解を得

るためには、国葬儀自体のニュース価値というものを、ど

のように提供していくのかというところが課題になって

くるのではないか。 

〇 旧統一教会との関わりが報道されればされるほど、岸田

内閣の支持率にも影響し、国葬儀の評価についての世論調

査にも影響した。旧統一教会の問題でいろいろなことが報

道され、それが国葬儀とリンクされて報道される。こんな

に旧統一教会が問題になっているのに国葬儀をやるのか

といった報道が、非常に世論に影響したと思う。そのため、

旧統一教会の問題とは切り離して、本来国葬儀をどう捉え

るべきなのか、どのように行うべきなのか、あるいは、日

本という社会が、公に尽くすということも含めて、そうい

う何も実体がないような国家でよいのかとか、何かそうい

うことも含めて、世論形成をしていくべきだったのではな

いかと思う。非常に不幸な経緯をたどったと思う。国葬儀

について国民が旧統一教会の問題とは切り離して判断で

きるような、情報提供ができればよかったと思う。 

〇 例えば、旧統一教会の問題に隠れて、改めて安倍元総理

がどういう政治を行ったのか、改めて安倍政治を問うとい

うことがあまり行われなかった。８年８か月の間、安倍元

総理が何をやったのか、岸田総理が記者会見で日本経済の

再生、東日本大震災からの復興、日米関係を基軸とした外

交の展開などを説明したが、８年８か月の長きにわたった

ため、特に若い人たちにとっては、もう歴史の彼方という

感覚だったかもしれない。これは政治マターかもしれない

が、安倍元総理の実績などを振り返る報道があってもよか

ったのに、旧統一教会ばっかりだったというような印象は

ある。国葬儀を行うと行政が決めた、では、その安倍元総

理とはどういう政治を行った総理大臣なのかとか、国葬儀

の当日は多少報道されたが、全体としてあまり報道されな

かったと思う。選挙の際には、争点について政党や候補者

の意見を比較するが、今回、改めて安倍元総理はどういう

政治を行ったのかを冷静に振り返った上で、国葬儀に値す

るかどうかを判断する人たちがいてもよかったのではな

いか。 

 

（対象者） 

〇 対象者については、皇族を除いては、そこまで公に尽く

したという意味で、国葬儀に該当するのは顕著な業績を伴

った総理大臣経験者しかいないと思う。総理大臣経験者の

葬儀については、その都度ふさわしい形を判断していくこ
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とになるが、特に安倍元総理の場合には、テロリストの凶

弾に倒れたということがあったが、その時々でいろいろな

事情があると思う。おそらく私が生きている間にもう国葬

儀は行われないと思うが、戦後2人しかいないというくら

い吉田元総理、安倍元総理については、高い評価であった。

対象者をどうするかは、今後、国葬儀にふさわしい総理大

臣を日本の政治が頑張って出していこうと、そういう前向

きな気持ちでやっていくことが大事。ポイント制のような

形にしてはどうかという意見もあるが、そういう問題では

なくて、吉田元総理は国葬儀、安倍元総理も国葬儀、では

それに並ぶ特殊性とか、そのときのいろいろなことを要素

として考えながら、非常に長い在任期間で業績を挙げたけ

れども、吉田元総理のように辞めてからかなりの時間がた

っている場合はどうなのかとか、いろいろ考える必要があ

る。そのため、その時々の判断ということでやるしかない。

基準を設けたり、ルールを設けるということには反対。総

理大臣経験者に限られると思うが、国葬儀の対象者は、そ

のときの歴史の判断で決めていくのがよいのではないか

と思う。 

 

（経費や規模の妥当性） 

〇 経費については、安全を確保するという意味ではどうし

てもある程度の費用が掛かるわけで、12億円台半ばは妥当

な金額ではないかと思う。それから留意すべき事項として

は、海外から葬儀に参列する賓客がおり、警備について万

全の体制を組むことは必須の条件。 

〇 一般献花の方が思ったより多かったという報道があっ

た。献花したかったけれども、並んでいるうちに一般献花

が終わってしまったという報道もあった。そのようなこと

があったのであれば、せっかく献花に訪れた方々が気持ち

を表すことができるように、現在はインターネットの社会

であり、例えば献花に行く意向がある人がどのくらいいる

かインターネットを使って調べて、人数を見込んでおくと

いうことがあってもよかった。これから何十年もすれば、

もっとインターネット社会になるだろうから、一般献花に

ついてはインターネットを活用しながらやっていくので

はないか。 

 

（その他） 

〇 吉田元総理の場合は、亡くなってからかなり短期間の間

に国葬儀が行われた。安倍元総理の場合には、会場の都合

か何かで、７月に意向を表明して、２か月半ぐらいかかっ

てしまった。時間がたてば、必ず反対が出る。国葬儀を行

うに当たって、表明から２か月半という間があいたことが

良かったのか悪かったのか考える必要がある。国葬儀の準

備が短期間では難しいということはあると思うが、２か月

半という期間は少し長かったと思う。そのため、遺影など

いろいろ準備があると思うが、国葬儀を行わなければなら

ない場合に備えて、どういう人たちに招待状を出すかとか、

いろいろな基準があると思うので、あらかじめ準備をして

おいて、国葬儀を行うと決めたときには、すぐに招待状を

出すなどできないか。最近では、葬儀とは別にお別れ会を

行うことがあり、随分と間が空いて行うことはあるが、２

か月半という期間をもう少し短くすれば、今回のような分

断は避けられたのではないかという印象を持っている。 

〇 弔意については、例えば８月 15 日の正午には戦没者に

対する黙とうが全国的に行われている。これからの時代は、

弔意を示したい人が弔意を示すということになっていく

のではないか。亡くなった方を弔うということでは、戦前

の国威発揚のための国葬とは違うので、自主的に国民一人

一人が国葬儀の対象となった政治家をお見送りする、それ

が嫌な人はしない。国葬儀を行った場合に分断が生じるこ

とが避けられない以上、弔意の強制はしないということは、

やむを得ないと思う。 

〇 弔意の範囲については、例えば、霞が関の役所で半旗を

掲げたり、地方自治体の県庁で半旗を掲げたり、いろいろ

なことをやっていると思うが、それを強制し、従わなけれ

ば処分するとなれば、静かに安倍元総理を見送るべき場で、

反対だ、弔意を強制するのかという人たちが出てくる。ほ

とんどの人たちが安倍元総理の死を悼む気持ちでいるは

ずなので、国としてはこういうことを行う、国民には、そ

の良心に任せて、いろいろな形で弔意を表してもらうとい

うことだと思う。本来、国が行うことなので、国民みんな

が弔意を表すのが筋だと思うが、大多数の人たちは安倍元

総理の死を悼んで、弔意を表している。国は、その出先機

関も含めて、こういう形で弔意を表すということをモデル

ケースとして示すとか、そのくらいはやってもよいと思う。

本来、国民こぞってというのが望ましいけれども、今の時

代はなかなか難しい。 
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北岡伸一 東京大学名誉教授 

（令和４年11月15日） 
 

（実施の意義） 

○ 安倍元総理を追悼したいという思いを持つ海外の方が

いる中、国葬儀を行うことは悪くないことだと思う。安倍

元総理というリーダーが日本にとってどのような人物で

あったのか、国民が考える機会にもなる。また、リーダー

は国民が選んでおり、国民の過去の選択の結果でもあり、

これを振り返るという意味でも、国葬儀はあってよい。 

○ 国葬儀を実施することにどれだけの意義があるかにつ

いては、内閣が判断すればよい。 

○ 英国のエリザベス女王の国葬のタイミングもあり、今回

の国葬儀における弔問外交の成果が特にあったかは判然

としない。海外も日本のことを非常に思っているというこ

とは分かったが、来日による外交的成果があったか、疑問

に思っている。 

 

（国会との関係） 

○ 国葬儀を行うことについては、第一義的には総理大臣が

決められる。国葬儀を行うことを国民に説明し、国会に対

しても説明し、質問があれば受けることはよいと思う。た

だし、議院運営委員会に説明に行くことは疑問である。議

院運営委員会は法案を通すための日程調整を行うことを

主に行うところではないか。 

○ 国葬儀を行うかどうかは、総理大臣が決め、その判断に

対する批判は全て総理大臣が受ければよい。佐藤元総理が

吉田元総理の国葬儀を行ったときは、野党と話し合って決

めた。それも１つの方法かもしれないが、野党の状況にも

よるし、必ずしも同様である必要はないのではないか。 

○ 議院内閣制であり、立法府から選ばれて内閣ができてい

る。国会の多数で選ばれた総理大臣が国葬儀の実施を決め

ればよく、国会へは事後報告でよいと考えている。 

○ 岸田総理は自民党内に対していろいろと配慮しないと

もたないのではないかなどいろいろと気にしたと思うが、

配慮によって権限を分散するようなことはせず、岸田総理

が決め、その責任は取り、その批判は受けるという形でよ

いのではないか。 

 

（国民の理解） 

○ せっかく総理大臣が記者会見を行うのであれば、もう少

し上手にスピーチをすべきだった。決してうまくはなかっ

た。 

○ どのように説明しても「分からない」と言う人には、ど

れだけ説明しても分かってもらうことはできない。どれだ

け丁寧にすればよいかと言っても、言葉遣いを丁寧にする

ぐらいのことしかできないのではないか。 

○ 批判が多くても、国葬儀の実施が正しいと思えば、次の

選挙で訴えて過半数を取ればよい。それが選挙というもの

ではないか。岸田総理が考える安倍元総理の功績を挙げ、

国葬儀を行うことを決め、その判断が正しければ称賛され、

誤っていれば批判を受けるということに尽きるのではな

いか。国民の納得を得られないと判断するのであれば、岸

田総理の判断で国葬儀の実施を取りやめればよかった。 

○ 反対派の人もいるが、大勢の人が自主的に献花したとい

う事実もある。世の中、全く賛否ない、分断のない政治は

ないと思う。国民の基本的な人権の部分で分断があっては

いけないとは思うが、国葬儀はこれには該当しない。 

○ 岸田総理は国葬儀を行う理由について、安倍元総理の功

績を理由の一つに挙げているが、「自由で開かれたインド

太平洋」など、久しぶりに日本が世界の中で大きな役割を

果たした点を積極的に述べるべきだった。 

 

（対象者） 

○ 対象者についても、総理大臣自身で判断すればよい。 

○ 例えば、小渕元総理は現職で亡くなったが、国葬儀とい

う選択肢はないのではないか。何度も選挙で選ばれている

わけではない。大平元総理も現職で亡くなったが、２年弱

だったので、国葬儀という話にはならなかったのだと思う。

何度も選挙で国民から選ばれているということは、一つの

判断材料になるかもしれない。何度も選挙で国民から選ば

れているという点について言えば、おそらく１回だけであ

れば少ないのだと思う。安倍元総理が何度も国政選挙を勝

ち抜いたという点は一つの判断材料になり得るのではな

いか。 

○ 国内外で評価される大きな業績があったということも

一つの判断材料になるかもしれない。大きな業績という点

で判断は分かれると思うが、時の総理大臣が大きな業績と

思えば、それでよい。 

○ 選挙の最中に安倍元総理が銃弾に倒れたことを悼むこ

とは、民主主義を守るという意味もあるのではないか。こ

れも国葬儀を実施する判断材料になるのではないか。 

○ 直感的には、ルール化すべきものではない、しっかりと

制度化すべきものではない、抽象的な原則で足りると考え

ている。幾つか基準が考えられないこともないが、主観的

にならざるを得ない。総理大臣がいろいろな人に相談する

かもしれないが、その判断は総理大臣が主体的にするしか

ない。その判断が批判されれば、その責任は総理大臣が取

るべきである。 

○ 中曽根元総理が持論の憲法改正を実現していたら、中曽

根元総理は国葬儀で送るという話になっていたのかもし

れない。亡くなり方が劇的かどうかもあるかもしれない。

吉田元総理が亡くなった際は、義理固い佐藤元総理だった

から国葬儀だったのかもしれない。戦前の国葬令ができた

のは大正 15 年であり、例えば、山縣有朋氏の国葬は国葬

令に基づくものではなかった。国葬令がもっと早く制定さ

れていれば、大隈元総理は国葬だったかもしれない。いず

れにせよ、明確なルールは決めなくてよいと思う。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 経費の多寡についてはなかなか判断ができない。警備に

関しては、国内外の要人が参列するので一定程度の警備は

必要だと思う。それ以外の方については、よりオープンな

場、例えば野球場で行うことなども考えられるのではない

か。 
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○ 国葬儀は国民が悼むことだと思う。国会議員などの参列

はごく一部に限り、残りは並んだ順番やくじ引きなどでも

よいので、国民から選ぶことも考えられるのではないか。 

 

（その他） 

○ 国葬儀について様々な御意見があるということについ

て、総理大臣がわざわざ言及する必要はない。国民の方々

が弔意を示す機会を設けたほうがよいと思ったから、国葬

儀を行ったとはっきりと言えばよいと思う。 

○ 安倍元総理の逝去に対し、インド、ブラジル、カンボジ

アが国家として喪に服している中、日本が喪に服さないこ

とに違和感を覚えた。 

○ 運営面について言えば、海外からの弔意に応えると言っ

ているにもかかわらず、海外からの参列者の肩書きや名前

を全て紹介しなかったことは、失礼だったのではないか。

英語と日本語の両方で紹介する時間を取るべきだったと

思う。例えば、三権の長については紹介があってよいと思

うが、それ以外の国内の方の紹介は不要ではないか。その

分の時間、海外からの参列者の紹介に時間を割くべきであ

る。 

○ 国葬儀当日に黙とうの機会があったが、安倍元総理が亡

くなられてから時間がたっており、ピンとこなかったので

はないか。また、黙とうはその意思がある人がすればよい

と思うが、それ以外の人に対しては、黙とうしている間は

静かにするように協力を呼び掛けてもよかったのではな

いか。 
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君塚直隆 関東学院大学国際文化学部教授 

（令和４年11月29日） 
 

（実施の意義） 

○ 総理大臣経験者、特に功績のあった方は、国を支えた人

物であり、国として国葬儀を行うことは非常に意義がある。

国葬儀の実施は当たり前ではないか。 

○ 葬儀は個人を弔うためのものであり、成果を得るために

行うものではないため、「レガシー」や「成果」という言

葉を使うことは適当ではない。その上で、外交的な影響に

ついて、これだけの方たちが世界中から集まり、安倍元総

理に対しても日本に対しても弔意を示してくれたことは、

非常に大きな意味があった。外交は会うことから始まるの

であり、そういった点で非常に大きな意味がある。昨今、

首脳同士がなかなか会うことができず、令和４年 11 月の

Ｇ20でも３年ぶりだった。このような場面で首脳同士が会

うことは、外交的に大きな効果があると思う。もちろん、

国葬儀は外交的な効果のために実施するのではないが、こ

うした機会に海外の方々が集まることは、特に戦後、世界

中で見られた現象でもあり、大切にすべきだ。 

○ 日本に対する関心に加え、衝撃的な亡くなり方だったの

で、安倍元総理の逝去が世界的に報じられたと思うが、安

倍元総理がどのような人物だったのか、安倍元総理が支え

てきた日本はどのような国なのか、改めて海外に知らしめ

る効果は大いにあったのではないか。各国の代表、場合に

よっては首相クラス、大統領クラス、ヨルダンは国王陛下

自身が来日したため、各国の方々も関心を持つと思う。こ

うした意義は非常に大きい。 

 

（国会との関係） 

○ 岸田総理と松野長官が議院運営委員会に出席したが、国

葬儀の実施を決めてから２か月たっており、期間が空き過

ぎた。記者会見において国葬儀の実施を表明した後に、国

会の議院運営委員会で説明したが、順序が逆なのではない

か。７月８日に安倍元総理が亡くなられて、週末の７月10

日に参議院選挙があったが、政権交代があったわけでもな

いため、７月 11 日に臨時閣議を開いて、安倍元総理に大

勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章を与える閣議決定と

同時に国葬儀についても閣議決定し、参議院の体制が決ま

っていなければ暫定の体制で構わないので、午後に議院運

営委員会を開き、行政と立法の両方が国葬儀の実施につい

て団結できれば、国民に対して直ちに理解を得るべきだっ

た。７月11日に全て行っていれば、全く問題なかった。 

○ 選挙期間中に銃撃されるという非業の死であり、その衝

撃は全国民に大きな衝撃を与えたと思う。その直後の７月

11 日に国葬儀の実施を決めていたら国民の多くも納得し

た。７月 22 日に国葬儀の実施を閣議決定したが、同日ま

でに国葬儀を執り行い終わっているぐらいでなくてはな

らなかった。吉田元総理も英国のエリザベス女王も亡くな

って 10 日ほどで葬儀が行われている。さらには、エリザ

ベス女王の国葬には世界中の要人が参列した。米国のバイ

デン大統領、ヨーロッパの全ての国王、日本の天皇皇后両

陛下も参列された。これと比較しても、安倍元総理の逝去

から２週間後には、国葬儀を執り行うことができたのでは

ないか。本当に安倍元総理のことを思っている友人たちは、

参列できるはずである。 

○ 総理大臣だった人物を弔うのであり、総理大臣が葬儀委

員長も務めるため、まず内閣が閣議決定することは当然で

ある。その後、立法府へ説明し、総理大臣がテレビで国民

に直接説明し、記者会見を行うという順番がよいと思う。 

○ 今回の議院運営委員会での説明内容は、十分だったと思

う。同じ内容でより早いタイミングで説明するほうが適当

だった。せっかくしっかり説明したのにもかかわらず、説

明に対する大きな反発が生じてしまい、海外でも報じられ

た。こうした点は残念だった。 

 

（国民の理解） 

○ ヨーロッパでは大統領や首相や女王陛下が記者を介さ

ず直接国民にメッセージを寄せているが、日本では総理大

臣が直接テレビなどを使って国民に訴えることが少ない。

日本において、記者を介さず直接国民に訴えた例としては、

2016年８月８日の天皇陛下のお言葉、ビデオメッセージの

みである。国葬儀の実施について、岸田総理がテレビや動

画サイトを通じて、内閣として国葬儀を執り行いたいと考

えていること、安倍元総理には大きな功績があったこと、

国民の方の多くが理解してくれると思われることなど、国

民に直接説明すればよかった。 

○ 世論調査において半数が国葬儀に反対することになっ

てしまったが、これは安倍元総理が亡くなってから何か月

もたった後に調査したためである。国民が冷めてしまって、

日頃から安倍元総理に批判的だった人などが従来の立場

を思い出して批判してしまう。亡くなった直後に国葬儀の

実施に賛成か反対かを調査すれば、圧倒的に賛成が多かっ

たと思う。記者会見をする前にまずは世論調査を行い、そ

の後に記者会見で細かな点を説明するという順番がよか

った。 

 

（対象者） 

○ 一般の方への叙勲における評価も難しいが、ましてや国

葬儀を行う政治家の評価、特に亡くなった直後の元総理大

臣の評価は極めて難しい。だからこそ、その時々の政府が

判断することは当然である。 

○ 安倍元総理は８年８か月にわたる憲政史上最長の在任

期間であるが、桂太郎や伊藤博文などの時代、100年ほど

前の時代の７、８年と、これだけ目まぐるしく情勢が変わ

る 21 世紀の７、８年は簡単には比較できない。安倍元総

理の８年８か月は、100年ほど前の７、８年と比べて大き

な差のある長い年月だった。吉田元総理や佐藤元総理など、

戦後のそれと比較しても、スピード感のある時代において、

この在任期間の長さは大変なことである。 

○ 安倍元総理の全ての政策が成功したかどうかは分から

ない。しかし、特に安全保障問題で非常に大きな世界的な

アピールをしたことにより、今回の国葬儀における多くの

海外要人の参列につながった。また、東日本大震災後の復

興や、平成から令和への代替わりもあり、安倍元総理には

本当に大きな功績があったと思う。 
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○ 21 世紀になって小泉政権以降、2005 年以降辺りからは

１年で政権が終わってしまうケースが続いた。そのような

中で、長期的な政権の連続性や継続性は、特に外交的な安

定、安全保障上の安定、信頼性をもたらす。Ｇ７の中でも、

ドイツのメルケル元首相などと並んで最古参になった。国

内的にも、同じ政権が続けば、長期的な改革も実現できる。

こうした点は国葬儀の実施の判断に当たり、重要である。 

○ 長期の政権維持は国際的な信用を得られるなど非常に

大きな意味があるが、何年以上であれば長期という判断は

難しく、それぞれ考えるしかない。７年８か月にわたり政

権を担った佐藤元総理はなぜ国民葬なのかという議論が

想定されるが、その理由は分からない。吉田元総理の葬儀

が国葬儀であるならば、佐藤元総理の葬儀も国葬儀であっ

てもよかったように思う。安倍元総理は吉田元総理に匹敵

する、もしくはそれ以上の功績があったと思う。戦前の伊

藤博文や山縣有朋も国葬になっているが、安倍元総理は彼

らに匹敵するほどの影響があったのではないか。 

○ ７年以上程度、政権を担えば、国内的にも国外的にも、

政権に対する信用、継続性、安定性をもたらせるし、一定

の成果を挙げられる。岸田総理は国会答弁で、安倍元総理

が選挙期間中に非業の死を遂げたことも理由に挙げてい

たが、今回のような亡くなり方をしたら全ての総理大臣を

国葬儀にしなければならなくなる。総理大臣経験者が非業

の死を遂げた戦後初めてのケースではあるが、生前の功績

や在任期間の長さが国葬儀の実施の判断理由として適当

である。吉田元総理、佐藤元総理、中曽根元総理と、いず

れも総理大臣在任期間が長い方が功績を挙げた。やはり総

理大臣としての在任期間が短くては何もできない。 

○ 英国では、サッチャー元首相の葬儀は準国葬というスタ

イルをとった。彼女に次いで長い在任期間となる元首相は

トニー・ブレア。彼も 10 年以上首相を務めたが、イラク

の大量破壊兵器についての発言が問題視されたため、国葬

ではないと思う。安倍元総理はそのような問題もなかった

ため、海外の事例と比較しても、国葬儀が妥当だったと思

う。 

○ 今後、在任期間が長い元総理大臣は、よほどのスキャン

ダルなどがない限りは国葬儀の対象者にすべきである。日

本の場合は、現在までのケースを比較検討していくと、７

年以上政権を維持できていれば、有資格者なのではないか。 

○ 例えば、１年で何も行わずに総理大臣の座を降りたよう

な場合について、総理大臣経験者であることを理由に国葬

儀を行えば、安倍元総理の国葬儀より大きな批判が出ると

思う。また、国葬儀は国民の税金で行うことでもあり、総

理大臣経験者であることをもって一律に実施すべきでは

ないと思う。 

○ フランスでは、国葬やパンテオンへの埋葬があり、廃兵

院で葬儀をしてパンテオンに葬るなどのケースがある。大

統領だけではなく、例えば一昨年亡くなったジャン・ポー

ル・ベルモンドなどの俳優や、国民的な芸術家などを葬る

こともある。しかし、日本ではパンテオンに当たるものも

ないし、フランスのように政治家と学者や経済人などを同

じ枠で考える文化もない。対象を広げるという方向性はよ

いかもしれないが、スポーツ選手の場合でも、チームや競

技がいろいろあり、どこまでを国民的と判断するかは難し

い。国民栄誉賞についてもいろいろな異論がある。日本の

場合、明確な基準は設けられないが、総理大臣を７年以上

務め、かつ功績があった方という基準でよいのではないか。

フランスは独自の国葬の文化を何百年と築いてきており、

日本にそのまま当てはめることは適当でないように思う。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 今回の国葬儀の経費は、妥当だった。経費は、当然にこ

の程度掛かる。 

○ 一般献花の会場として、安倍元総理にゆかりのある総理

大臣官邸、その前の駐車場、車寄せを使うことはできなか

ったのだろうか。安倍元総理が８年にわたっていた、ゆか

りのある総理大臣官邸で、１日だけそこに献花台を置くこ

とも一案だったのではないか。今回の一般献花の会場は国

葬儀の会場の武道館の近くだったが、安倍元総理は九段下

にゆかりがあるわけではない。総理大臣官邸のほうが国民

は分かりやすかったと思うし、集まりやすかったと思う。

一般献花に訪れる方がより多かったかもしれない。無論、

総理大臣官邸の駐車場、車寄せのみを一般開放する。場所

も広く、日頃から警備しているため、対応もしやすかった

のではないか。 

○ 一般献花の時間や会場について、ニュースで報道される

ほどに、より積極的に広報するべきだった。 

○ 国葬儀である以上、都道府県知事自身が国葬儀に反対で

ある場合は難しいかもしれないが、一般献花は各都道府県

で実施してもよかったと思う。政府は全ての都道府県に出

先を持っているわけではなく、各都道府県庁で実施する形

が分かりやすい。安倍元総理への一般献花のために地方か

ら東京に来るのは難しい。市庁舎なども含めて実施しても

よかったかもしれない。 

 

（その他） 

○ 海外から安倍元総理に授与された勲章について、今回の

国葬儀の祭壇には、フランスの国家功労勲章の勲一等、ノ

ルウェーのハーラル５世が来日した際の儀礼叙勲、王国の

国家功労勲章の勲二等など、一部の勲章のみが飾られ、他

にも飾られていないものが多い。どうしてこの９つを選ん

だのかという基準もない。最も大事な、例えば、サウジア

ラビアのアブドゥルアジーズ勲章の勲一等、バーレーンの

勲章、ブラジルの南十字星勲章の勲一等、アルゼンチンの

サン・マルティン勲章の勲一等、フィリピンのものなどが

並んでない。サウジアラビアは外務大臣が参列したが、ア

ブドゥルアジーズ勲章を飾っていない、自国が授与した勲

章が飾られていないと分かってしまう。外交官は儀礼に非

常に厳しい。安倍元総理に勲章を授与した国は全て参列し

ている。授与したことは分かっているはずだから、飾られ

ていないと、うちは蔑まれているのかとなってしまう。よ

ほどのことがない限りは、礼儀として全ての勲章を飾るべ

きである。こうした点は問題があった。国葬儀の事務局を

担った内閣府には賞勲局もあり、同局職員に並び順などを

聞くこともできる。今後は細心の注意を払わなければなら

ない。 

○ いろいろな問題が指摘されるかもしれないが、国葬儀で

あるならば、今の御時世は天皇皇后両陛下にも関与してい

ただいてもよいのではないか。国葬儀、国の儀式として執

り行っているわけであり、例えば宮中晩餐会の場合も、天
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皇皇后両陛下が主賓として国賓をお迎えしている。国葬儀

の場合も、葬儀委員長は総理大臣であるが、国としての喪

主は天皇皇后両陛下ではないか。吉田元総理が亡くなった

際は戦後まもない時代であったが、令和に時代が変わって

いる。平成の時代、天皇皇后両陛下は国民に近づかれた。

令和の時代の天皇皇后両陛下も更に国民に近づきたいと

おっしゃっている。日本国の象徴ということを考えれば、

国葬儀の場にお出ましいただいてもよいのではないか。ア

ブドゥラ国王始め、国家元首クラスが参列されている。い

わゆるレセプションにも天皇皇后両陛下にお出ましいた

だければ、格上の海外要人がより参列した可能性もあった

と思う。国の喪主という考え方を持つべきである。国とし

て執り行うのであり、いわゆる天皇皇后両陛下の政治利用

には当たらない。国の顔という点を考えた際、行政府では

無理がある。国賓がいらっしゃる際、宮中晩餐会を行えな

いのであれば、総理大臣官邸での晩餐会になってしまう。

今の時代、天皇皇后両陛下による接遇の機会が増えてもよ

いのではないか。英国では、1965年にチャーチル元首相が

亡くなった際に女王陛下が参列されたし、レセプションに

も出られていると思う。様々な意見があるかもしれないが、

レセプションも宮中で行えば、更に国葬儀としての意味も

深まったのではないか。 

○ 今回の国葬儀においては、国民に対して弔意を呼び掛け

なかったことは適切だったと思う。弔意を呼び掛けた場合、

反発する方も出て、弔意の押し付けと批判されてしまう。

実際、葬儀は押し付けで行うものではない。個々人から湧

き出る弔意によるものであるべきであるし、決めた時間に

黙とうするように押し付けることは難しいと思う。英国も

エリザベス女王の国葬において、場所によっては全く黙と

うを行っていない。今の時代、自然と弔意がわき起こって

ことを期待するしかない。今後も今回の弔意の在り方が踏

襲されればよいのではないか。大喪の礼の際なども同様で

ある。 
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榊原智 産経新聞東京本社論説委員長 

（令和４年11月14日） 
 

（実施の意義） 

○ 大きな業績を残した総理大臣経験者が亡くなった。国の

礼遇として、国葬（国葬儀）は実施されてしかるべきこと。

国葬儀は日本が国として執り行い、諸外国・地域及び国際

機関の代表も一堂に会して、故人を悼む場となるもの。そ

のため、日本のみならず、諸外国・地域及び国際機関にと

っても意義のある葬儀の在り方ではないかと思う。 

○ 国葬儀は厳粛に執り行われることが最大の目的であり、

殊更に外交上のレガシーなどを考えなくてもよいと思う。

その上で、外交的成果について考えるとすれば、今回極め

て多くの国々、地域、国際機関の代表が列席したこと自体

が、大きな外交的な成果であると思う。また、岸田総理が

多くの海外からの列席者と会談し、国葬儀への参列に謝意

を表したということも、国際親善及び国際社会における日

本の存在感を高めることに寄与したものであり、評価でき

ると考えている。 

 

（国会との関係） 

○ 衆・参議院運営委員会が内閣に対して説明を求めたので

あれば、岸田総理、松野長官が出席し、説明したことに問

題はない。 

○ 国葬儀の実施を表明した７月 14 日当日、岸田総理は最

大政党である自民党の総裁でもあるため、各党の党首に会

談を呼び掛け、協力を求めてもよかったのではないか。 

○ 国会の事前の承認若しくは同意がなければ、今回の国葬

儀を決定してはならなかったという意見が一部にあるが、

これは国会自身が定めた法律を理解していない、誤った主

張と言わざるを得ないと考える。国葬儀については、内閣

府設置法第４条第３項第 33 号の「国の儀式並びに内閣の

行う儀式及び行事に関する事務に関すること（他省の所掌

に属するものを除く。）。」という根拠規定がある。国葬

儀は国の儀式の最たるものの一つ。内閣府設置法に基づき、

今回の国葬儀の実施を決定し、執り行った岸田内閣の判断

や手順に問題はなかった。国会は平成 11 年に内閣府設置

法を定めたことで、内閣に国葬儀の実施を決定し、執り行

う権限を与えたと考える。国の儀式に国葬儀は含まれない

という批判は、国会が議決した法律の存在を軽視している

と言わざるを得ない。 

○ 今後、国葬儀に関する新たな法律を作ること自体は否定

しないが、既に国会が制定している内閣府設置法に国葬儀

の実施の根拠があるため、こうした内閣の権限を制限する

必要はないと考えている。 

 

（国民の理解） 

○ 岸田総理や松野官房長官が国会や記者会見で国葬儀の

実施に関する説明を行ったことは、妥当である。法的根拠

については、７月 14 日の総理記者会見においてその存在

を説明しており、そのことも評価できる。 

○ 国葬儀には法的根拠がない、国葬儀への国費の投入に反

対だ、といった説得力に乏しい反対意見が存在しているが、

これらの意見に対して、総理大臣や政府関係者はより明確

な表現で反論しなければならなかったのではないかと考

える。政府が説明を尽くすことは当然だが、法的根拠がな

いといった謬論に対して力強い言葉によってはっきりと

否定しなかったため、国民の中に今回の国葬儀に対する疑

問の声が残ってしまったのではないかと残念に思う。７月

14 日の岸田総理記者会見においても法的根拠に言及があ

ったが、一般の方には伝わりにくかったのではないか。及

び腰の姿勢で遠回しの表現で語っても、世論に届きにくい

と思う。より力強い積極的な姿勢で説明し、国民の理解を

求めるべきだった。 

○ 総理大臣経験者は政治家であり、政権を異にする党派と

の間で定まったルールの下で競った結果、総理になり、一

定期間、国政の重要な責任を担った人物である。このため、

必ず反対する勢力は存在し、国葬儀を執り行うに値するか

否かの判断について、意見が全会一致になることは元々あ

り得ない。しかし、民主的なルールに則って築き上げた業

績について、議院内閣制の下で民主的に選ばれ、行政府を

任されている内閣が国葬儀に値すると判断し、それを正当

な手続を経て執り行うことは、日本が民主主義国である以

上、あってしかるべきではないかと考える。これを批判す

ることは、民主的な手続で行政府を任された内閣の判断を

軽視するものであり、民主主義に基づく政治を尊重してい

ないのではないかと思われ、説得力に欠けるのではないか

と考えている。 

○ 政府又は与党は、海外から見る安倍元総理の功績を国内

にもしっかりと説明すべきだった。平和安全法制、集団的

自衛権は戦争抑止のためのものであり、各国政府や海外要

人はその重要性を理解しているが、そうした説明をしっか

りと国民に伝えなかったため、国葬義を批判する意見が増

すことになったと思われる。安倍元総理を批判する人々の

ほうが本当に多ければ、別の政党が政権を取っていただろ

う。 

 

（対象者） 

○ 政治とは極めて多様な側面を持つ行為であり、前もって

定めた一律の基準で総理大臣経験者の業績を判断できる

ものではないと考える。このため、吉田元総理及び安倍元

総理の国葬儀について、その時々の内閣が事情を総合的に

勘案し、国葬儀の可否を判断したことは妥当である。 

○ 全ての政治や物事が国民投票で決まるわけではない。民

主主義のルールにのっとって内閣が存在しており、内閣に

委ねられた権限を理屈にならない理屈で否定するのは適

当ではない。例えば総理大臣としての在任期間の基準が３

日間でも非常に大きな功績を挙げたのであれば国葬儀を

執り行ってもよいので、こうした基準は作れないのではな

いかと考える。 

○ 総理大臣には党派的に対立する相手が当然に存在する

ので、絶対に反対論が出る。反対論が出ているので合意形

成がなってないのではないかという批判に耳を傾けてい

たら、国葬儀一つできない日本になってしまう。 

○ 国葬儀の対象とする要素については、一律に定めるべき

事柄ではないと考える。ケース・バイ・ケースである。物
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事に対する評価であるため、どんな基準を作るにしても十

全なものになり得ない。不可能なことはやめたほうがよい。 

○ 総理大臣の最大の責務は、国家・国民の安全を守り抜く

ことである。日本を取り巻く国際情勢の基本構造を読み解

き、外交・防衛の両面において、中長期にわたって国家・

国民を守り抜く基本体制を築いたかどうかは、大きな判断

材料になると思う。 

○ 日本及び世界の国々、諸国民にとって望ましい国際秩序

を形成するため、国際社会において能動的に働き、その貢

献を国の内外から高く評価されたかどうかということも、

留意すべき事柄になるのではないかと考える。 

○ 国葬は皇族方に限るべきではないかという主張が一部

にある。皇族方の御葬儀を国が営むべきなのはもちろんだ

が、皇族方に限るということは適当ではないと思う。 

○ 例えば、同じ民主主義国である米国の大統領経験者は、

国葬で送られることが慣例と聞いている。米国の大統領も

政治家として反対党派との激しい対立や競争を経て、その

座に就く。これにより、米国では、大統領が国家元首と行

政府の首長の役割を果たしている。こうした性格の米国の

大統領が国葬で行われているにもかかわらず、日本の総理

大臣経験者は誰一人国葬儀で送られるべきではないとい

う考え方は視野の狭い意見ではないかと思う。 

○ 日本の元首は天皇陛下であり、日本の総理大臣は元首で

はないが、行政府の長であるという点については日本の総

理大臣と米国の大統領と共通している。そして、その米国

の大統領経験者は国葬で送られる慣例がある。米国の大統

領は直接選挙、日本の総理大臣は議院内閣制の下で議員の

中から選ばれるという違いはあるが、日本の国会議員は全

ての国民の代表であり、日本の総理大臣よりも米国の大統

領のほうが民主主義的に選ばれているということではな

い。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 日本の各界及び諸外国・地域や国際機関から多数の参列

者があった。経費及び参列者などは、妥当な規模だったと

考える。 

○ 警備上の課題もあるとは思うが、次代を担う若い世代、

例えば大学生や大学院生の世代の参列がより多ければ、な

およかったと思う。社会的に活躍した方などを中心に招待

すると、どうしても参列する方の年齢層は高めになる。参

政権が与えられたばかりの世代、例えば安倍元総理の地元

の若者など、何らかの基準又は方法で招待があってもよか

ったのではないか。 

○ 全国各地で献花の場が設けられている。これらの数の集

計があってもよかった。また、各地域で献花の場所を広く

設け、それを事前に広報することがあってもよかったと思

う。その場合、地域における警備が大切であることは言う

までもない。 

 

（その他） 

○ 国葬儀の実施に当たって、弔旗の掲揚や黙とうを各府省

に求める閣議了解を今回見送ったこと、地方公共団体や各

教育委員会などに弔意表明の協力を求めなかったことは、

適当ではないと考える。国として最高の礼遇を意味する葬

儀が国葬儀であり、その趣旨を踏まえて対応すべきだった

と考える。このような対応を取っても、内心の自由を侵す

ことにはならない。内心の自由の侵害を看板にした誤った

批判に留意し過ぎた上での対応であれば、残念な対応であ

ったと考える。 
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坂元一哉 大阪大学名誉教授 

（令和４年11月25日） 
 

（実施の意義） 

○ 国葬儀を行うことで、時代の区切りとして国民が後々思

い出すことができるようになった。安倍元総理は、他国に

ついていくだけの受動的な協調ではなく、自由で開かれた

インド太平洋を提唱するなど、自由主義諸国との協調をこ

ちらから積極的に主導し、日本外交の新しい章を切り開い

た。 

○ 国葬儀を行い、この機会を国際的に共有することによっ

て、安倍元総理が残した外交路線を今後、続けていくこと

を世界に示したという点意義があった。 

○ 儀式を行うことは非常に大事であり、日本が常識的な対

応を行うことができるということを世界に示すことがで

きた。もし実施していなければ、面目を失っただろう。諸

外国の人々と、悲しみや喜びを共有できる儀式を行うこと

は外交関係の発展にとっても大事である。 

 

（国会との関係） 

○ 閣議決定により国葬儀を行うことは妥当であり、国会に

対する説明は特に必要ないと考える。今回、国会で説明し

たことによって逆に空回りしている印象を受けた。最終的

に総理大臣が国葬儀を行うという決断をしたのであれば、

それで問題はないと思う。国葬儀に反対する理由はよくわ

からなかったが、説明すればするほど野党から批判され、

対立構図ができてしまい残念だった。 

○ 今回、岸田総理、松野長官が議院運営委員会で説明した

ことで十分だと思うが、国会の場で議論すると批判ばかり

になってしまう。野党に説明するのであれば、例えば党首

等の要人と総理大臣が公邸において一対一で会談する機

会を設けるなどの対応が望ましかったのではないか。 

 

（国民の理解） 

○ 国民に直接説明することが望ましいと考えるが、前提と

して、国葬儀のイメージが分からなかったことが国民から

の批判につながったと思う。吉田元総理の国葬儀の当時の

様子がテレビで放映されていたが、かなり時間がたってお

り、当時のことを覚えている方も少ない。今回の国葬儀は

すばらしい儀式だった。次回以降行うのであれば、今回の

様子をイメージとして持ってもらえる。 

 

（対象者） 

○ これまでの方法を評価する。対象者の基準をあらかじめ

決めることは難しいと思う。内政・外交で総合的に見るこ

とが大切である。他方、今回の８年８か月といった客観的

な数字は一つの基準となり得る。また、国民から大きな支

持があり、その死が国民に特に大きな衝撃を与えたような

場合は、国葬儀を検討すべきと考える。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 費用の妥当性は一概には何とも言えない。他の事例と比

較ができないということはあるが、今回は国民一人当たり

の負担を考えても、経費が多過ぎたということはないだろ

う。 

○ 規模は妥当で立派な葬儀が行われたと考えるが、地方で

も献花をしたいと思っていた人はたくさんいたと思う。国

の出先機関や地方公共団体でも献花台を設けることがで

きればなおよかったと思う。 

 

（その他） 

○ 弔意の強制などそもそもできるはずがなく、殊更に弔意

を強制しないと言う必要はなかったのではないか。今回、

弔意を強制するものではないということを発信したがた

めに、逆に弔意を示しにくくなってしまった。弔意を表し

たい人が自然に表せるような工夫が大切である。あくまで

お願いレベルだが、国民や地方公共団体にも弔意の表出を

お願いすべきだったのではないか。 
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曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授 

（令和４年11月21日） 
 

（法的根拠と憲法との関係） 

○ 法的根拠については、憲法第 41 条の「立法」の意義に

関し、伝統的に政府は侵害留保説を採っていると思われ、

内閣法第 11 条も同様の立場を取っていると解釈できる。

侵害留保説からは、今回の国葬儀のように、国民の権利を

制限し又は義務を課すことのない行為については、個別の

作用法的根拠は不要であるとの見解には特段の不自然さ

はないと考えられる。ただ、侵害留保説を前提としても、

国葬儀と類似する側面のある褒章については、法律が必要

だとする見解が憲法学では有力であり、そこからすると、

批判の余地がないわけではない。 

○ 個別の作用法的根拠は不要であるとしても、国葬儀の実

施が内閣の権限範囲内に含まれている必要はある。今回の

政府見解でも前提とされている行政控除説からすれば、国

葬儀の実施は立法でも司法でもないから行政であるとい

うことはできる。しかし、そもそも控除される前の全体で

ある国家の作用そのものに国葬儀の実施が含まれるかを

確認すべきである。この点、内閣府設置法で儀式を行うこ

とができると規定していることは、状況証拠と解すること

ができるが、それだけだとやや弱いと思う。特定個人を顕

彰する、追悼するような作用をどう捉えるか、この点はあ

まり学説や議論はないが、日本国憲法では栄典授与や儀式

を行うことが国事行為とされており、今回、国事行為では

ないが、国家がこの種の象徴的な行為を行うことは、憲法

で認められていると思う。こうした行為はプロパガンダに

つながるおそれがあるため、ミニマムに考えるべきという

考え方もある。 

○ 今回政府が前提とした侵害留保説は古典的な学説であ

り、学説上批判が強く、今回、侵害留保説とは異なる観点

から法律の根拠が必要だという意見もあったが、侵害留保

説を採用することは全く許されないとまでは言えないた

め、今回の国葬儀に個別の作用法的根拠は不要だとしたこ

とは不合理とは言えない。また、行政控除説に関する説明

も、問題があるとは言えない。そうすると、国葬儀を閣議

決定に基づいて行うことについて憲法上の問題があると

は言えない。この場合、今回の国葬儀の実施決定について

は、作用法上の根拠がないため、内閣が全面的に政治責任

を負うことで統制されるべきであり、説明責任が生じ、批

判があれば甘受すべきである。 

○ 侵害留保説に代わって学説上有力な、重要事項留保説等

の考え方からすれば、国民の権利を制限し又は義務を課す

場合以外でも、国政における重要事項については法律の根

拠が必要となる。この場合、重要事項とは何かということ

が議論になるが、国葬儀を「国あるいは国民を挙げて行う

葬儀」だと捉えれば、重要事項に当たる可能性は高いとい

える。しかし、政府による国葬儀の理解（「国葬儀とは、

国の儀式として行う葬儀である。」）からすれば、重要事

項に当たる可能性は低い。 

○ 個人的には、侵害留保説よりは広げて考えるべきだと思

っている。ただし、今回の国葬儀における政府の理解から

すれば、他の式典でも閣議決定で行っていることから個別

の法律の根拠は必要ない。どの学説を採るかによるが、国

葬儀その他が重要かどうかは国家の象徴的な作用をどの

ように捉えるのかはっきりしていないことが根本的な問

題。そのため、評価が定まらないという側面もある。象徴

的な行為が潜在的な危険性を有していることは確か。憲法

で唯一定めているのは政教分離であり、宗教を使って、国

民に訴えかけるのは駄目だとしているが、それ以外は何も

規定しない。 

○ 国会の関与がなくても違憲や違法であるとは言えない

と思うが、国葬儀という性質上、国会で議論することが望

ましいと考える。 

○ 特定個人を顕彰する制度は、叙勲や褒章、文化勲章・文

化功労者、国民栄誉賞などいろいろあり、法律の根拠はな

いが、何らかのルールやルーティーンがある。国葬儀はめ

ったにあるものではないが、今後実施の可能性があるとす

れば、以前の国葬儀の際にも議論があったようだが、ルー

ルを定めることが望ましいのではないか。国葬令には「國

家ニ偉功アル者」とあったが、これで書ききっているとは

思わない。ただ、これよりも詳細に書くとしても機械的に

当てはめれば済むようルールを作ることは難しい。そうい

った意味では、実体的基準については、基準の内容そのも

のよりも、判断方法、思考のプロセス、考え方に着目した

方がよい。 

○ 他方、ルール設定を行う意義としては、手続を明確化す

ることも重要である。手続を定めることによって、今回の

ような決定プロセスそのものの是非を争う余地を減らす

とともに、国葬儀として求められるコンセンサスの調達に

資すると思う。一般的なルールの形式については、法律も

あり得るが、それに限られるものでもない。侵害留保説は、

「憲法上、法律で定めることが求められている事項」、言

わば必要的法律事項についての考え方であり、必要的法律

事項以外の事項を法律で定めることが禁じられるわけで

はない。 

○ 国葬儀そのものが宗教であり、無宗教形式であったとし

ても政教分離に反するのではないかとの批判については、

儀式を実施すること自体が許されているのであれば、特定

宗教の形式を取るのでない限り、そういった批判は当たら

ない。特定宗教を優遇しているわけではない。 

○ 特定個人を国葬儀にすることが法の下の平等に反する

という批判は、国葬儀とする理由があるかどうかという点

に吸収される。すなわち、元総理大臣として顕著な功績を

挙げたということをもって国葬儀の対象とすることには、

特別扱いの合理性があると思う。理由が十分でなければ、

合理性が失われるということもあると思うが、元総理大臣

を国葬儀にするという上で、顕著な功績があるという理由

があれば、法の下の平等に反するということでないと思う。 

○ 国葬儀を行うこと自体が事実上の強制につながるとい

う批判は当たらないと思う。事実上の強制よりははるかに

手前にある。もっとも、政府の意図を超え、現場において

事実上の強制ともいいうる事態が生じることは、状況によ

ってはあり得る。たとえば、ある職場において、上司が強

制的に黙とうをさせるようなことがあれば問題である。た

だ、一義的にはそういうことをさせた人間の責任になる。
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政府の側としては、そういったことを期待して要請してい

るのであれば、不適切ということになるが、安倍元総理の

国葬儀ではそういったことはなかったため、問題はなかっ

た。個別の場面でそういったことが起こり得ることを想定

して要請しているのであれば、違法かどうかはさておき不

適切である。そういったことが起きないように注意を呼び

掛ける必要があると思う。 

 

（実施の意義） 

○ 一般論として言えば、総理大臣として国民のために尽力

し、特に顕著な功績を残した人物を、統治機構としての国

が顕彰し追悼することを通じて、その人物の事績や在任時

の時代を長く記憶に留めることの意義は認められる。 

○ 安倍元総理の国葬儀の外交的レガシーについては、専門

外なので評価を差し控える。ただ、一般国民として見ると、

インドやオーストラリアといった、安倍元総理が在任時に

関係発展に尽くした国々が手厚い弔意を示したことで、そ

の成果が確認され、また、国民に対しても一定程度可視化

されたことなど、成果がなかったわけではないと思う。 

○ 一般論として、従前の吉田元総理の国葬儀や歴代総理大

臣の国民葬、合同葬でも、外交的意義が挙げられることが

あったが、今日では国々の外交関係は飛躍的に緊密化して

おり、葬儀の機会を捉えて短時間会うことの意義は低下し

ているのではないか。現在では、諸外国の要人と対面する

機会は非常に増えており、相対的に外交的な側面の重要性

は低下している、その重要性は時代によって変わると思う。

他方、一部の国から厚い弔意が寄せられたことは事実であ

り、それに高い格式をもって応えることに意味はある。た

だ、いずれにしても、外交面は、国葬儀を実施する意義と

しては一側面にとどまる。外交的意義があるから国葬儀を

行うという説明は不十分。 

○ 今回の議論の混乱の原因は、国葬儀の意義について、人

によって捉え方が違うということにあった。政府は「国葬

儀とは、国の儀式として行う葬儀である。」と説明してお

り、ここでいう国とは統治機構としての国であり、（天皇・

皇族に関するものを除けば）その国が行う最も格上の儀式

と理解している。これは行政権に含まれることから、内閣

限りで決定することができ、行政権限りで行っても国の儀

式であり、内閣葬ではなく国葬儀と名乗っても問題ないと

思う。他方で、社会的な議論の中では、国葬儀は「国ある

いは国民を挙げて行う葬儀」とも捉えられ、弔意の強制に

つながるという批判があった。「国あるいは国民を挙げて

行う葬儀」であれば、国権の最高機関であり、国民の代表

である議員からなる国会の関与が不可欠という考えと親

和的である。国葬儀の捉え方の違いが個別論点に関するす

れ違いにつながっていると思う。 

 

（国会との関係） 

○ 岸田総理及び松野長官が衆議院・参議院の議院運営委員

会に出席し、国葬儀実施の説明と質疑を行ったことは、憲

法第 63 条及び、ことの重要性から当然のことである。タ

イミングについては、閣議決定が７月 22 日であり、上記

の説明・質疑がなされたのは９月８日になってからと間が

空いている。このことは、国会の事前の関与が重要だとす

る見地からは閣議決定の後になるため、当然遅すぎること

になるし、事後的にでも説明があればよいという見地から

は、ある程度詳細が決まったこのタイミングがよいという

評価もあり得る。国葬儀は内閣の重要行事であり、また所

管の大臣でもあり、岸田総理及び松野長官が出席したこと

は当然である。また、本件は、予算の問題にとどまらない

ため、予算委員会ではなく、議院運営委員会の場が選ばれ

たことは妥当ではないかと思う。説明や質疑の内容が十分

であったか、タイミングが遅きに失していないか等につい

ては、政治責任の問題であり、国民が判断し、内閣は政治

的責任を負うべきである。 

○ 国会との関係について、政府が前提としてきた侵害留保

説からは、法律の根拠は不要だと考える。一方で、国の儀

式として葬儀を行う以上、また、葬儀というものの性質上、

静謐な環境で行うことが当然ながら求められ、そのために

は可能な限り幅広いコンセンサスがあった上で実施する

ことが望ましい。そのための手段として、国会が事前に関

与することが望ましいと考える。また、近年、政治的決定

において、官邸主導の傾向が強まっており、また、それを

統制すべき野党やメディアの影響力が弱体化しているこ

とからしても、より一層、意識的、制度的にコンセンサス

を図っていくことが必要であり、国会が関与することが望

ましい。国会の関与の方法は、法律という形式ではなく、

決議まで求めるのか、事前に説明をすれば足りるのか、い

ろいろあるのではないか。個人的には、国会運営がインフ

ォーマルに行われ過ぎているという問題意識があり、2017

年に天皇退位等の際に行われたインフォーマルな方法は

あまり評価できないが、現実的には、各政党・各会派から

のインフォーマルな意見聴取の方式もあり得ると思う。 

○ 国会の事前の関与については、国葬儀の意義の捉え方に

よっては、国権の最高機関として、国の重要行事に関与す

ることは必要だという議論はできると思うが、今回の国葬

儀の意義として、政府の説明は、ある意味ミニマムな行事

という位置づけであるため、そこまで言えるかは疑問であ

る。国の重要事項だとしても、国会の関与が必須と言える

のかどうかについては、分からない。いずれにしても、い

ろいろな意味で考えても国会の関与は望ましいのは間違

いないと思う。また、今回、旧統一教会の問題が後から発

覚したことや、突然亡くなってしまったことで業績評価が

難しくなったことにより、問題が複雑になったというとこ

ろもある。 

○ 国葬儀の位置づけ、意味について、「国の儀式として行

う葬儀」と「国、国民を挙げて行う葬儀」を分けることは

できると思うが、野党側があえて、大きく捉えて批判して

いるということかもしれないが、いずれにしても政府の定

義が国民から広く理解されるのは難しいと思う。今回、国

民に弔意を求めていないことは政府の定義からすれば不

自然ではないが、概念として分けられるとしても、国葬儀

を実施するのにミニマムにやるということがどうしても

分かりにくい。国葬儀を行うが、弔意の要望は行わないと

いう点については、直感的に見たときに分かりづらかった

のではないかと思う。 

○ 国会の関与の在り方としては、国葬儀が特別なものであ

れば、明確に賛意を表すことができる決議をすることが望

ましいというのは一つの考え方としてはある。それができ

ないのであれば、むしろやるべきではないと思う。各会派
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が明確に賛成するということを可視化するという点から

は決議することが望ましいと思うが、他方で、決議という

ことであれば、過半数があればよいということになる。例

えば、臓器移植の議員立法の際には、超党派で幅広いコン

センサスを求めたということがある。前提となる考え方に

よっていろいろなパターンがあり、それを制度的にしっか

りやるのか、インフォーマルにやるのかといったことがあ

る。ミニマムでやるのであれば、インフォーマルで各派か

ら反対をしないという言質を取ることはあってしかるべ

きだと思う。 

○ 仮に事前に国会の関与を求めていた場合、もっと複雑に

なっていた可能性はある。近年の政治状況の反映だと思う。

国会は対立も必要だが、協調することも必要であり、それ

が健全な議会である。近年、それができていない。今回の

件とこれまでの背景については、別次元であるが、国葬儀

の件に限れば、もっと努力は必要であったと思う。特に事

前の関与に関しては何も見えなかった。官邸や与党の権力

が強くなっていて、その中で完結してしまっている。吉田

元総理の国葬儀の際には、インフォーマルに野党の協力を

求めたのではないか。インフォーマルであってもやること

が望ましいと思う。実際、野党から追及され責任が大きく

クローズアップされたということがある。合同葬であれば、

そこまで大きくクローズアップされなかった可能性もあ

る。批判はつきものであり、それが大きな声になると問題

になる。一定の範囲に収まっていれば、政治責任を問われ

ることもない。今回も合同葬であれば、そこまでならなか

ったと思う。普段と異なることをしたために、その分の説

明、プロセスが求められた。 

 

（国民の理解） 

○ 岸田総理や松野長官が国会や記者会見などの場で説明

を行ったことは、当然のことである。説明や質疑の内容が

十分であったかについては、国民が判断し、内閣は政治的

責任を負うべきものである。幅広い国民の理解を得るため

の方法について、確たる回答をすることはできないが、特

別な方法を用いて行うことには慎重であるべきと考える。

国会での質疑、記者会見やテレビ出演等を通じての説明な

ど、通常の方法の範囲内で意義を訴えることが基本であり、

殊更にキャンペーンを展開することは、故人の神格化や国

民の自由の実質的な制約のおそれにつながるため、突出し

た方法や特別な方法は採るべきではないと思う。 

 

（対象者） 

○ 総理大臣経験者の葬儀の在り方については、究極的には

その都度の判断ということになるが、一定の実体的・手続

的ルールについては定めたほうがよいと考える。特に判断

プロセス、思考プロセスはもっと明確にすべきと思うが、

法律等で基準を詳細に規定し尽くすことは難しい。結局の

ところは個別に判断せざるを得ないが、その時の手掛かり

としては、先例との関係で今回はどのように業績等が評価

されるかを説明すべきであり、それが理解を得られるかど

うかということになると思う。個人の実績を赤裸々に語る

ことははばかられるという意見もあるが、そもそも功績を

判断して国葬儀にするため、そのときの功績に対する評価

は詳細に語らざるを得ないと思う。詳細を語らずに国葬儀

にすることは不適切だと思う。先例との比較については、

先例が常に適切な判断であったとは限らないことも踏ま

え、各先例に対してなされた国民からの評価も併せて考慮

すべきと思う。 

○ 今回、国葬儀実施への批判が高まった原因は、安倍元総

理に対する評価、国葬儀の決定が唐突かつ早すぎたこと、

統一教会の話が出てきたことだと思う。仕組みの問題では

なく、属人的、状況的な問題が大きかったと思う。国葬儀

を実施することは、内閣の政治判断であり、吉田元総理の

国葬儀の際も批判があったと思うが、国葬儀の対象者につ

いては、全員が賛成ということはない。むしろ、民主主義

社会では批判があって当然であり、反対意見がないほうが

心配。今回はその批判が想定以上に強かったと思うが、権

限問題については、内閣の責任で行うと整理しており、そ

れで内閣が倒れても仕方がないという構図。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 類似行事の比較が難しいとの話があったが、今回、式典

以外の経費を切り出して公表したことは評価でき、先例に

してはいかがかと思う。経費や規模は国葬儀としてやるの

であれば、いたずらに簡素化すべきではないし、やる以上

はしっかりとやるべきである。 
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高橋正光 時事通信社解説委員長 

（令和４年11月22日） 
 

（実施の意義） 

○ 今回のヒアリングには個人の立場で応じている。一個人

としての考えを述べる。 

〇 安倍元総理の国葬の意義については、主権者たる国民一

人一人が判断すべきことと考える。総理大臣経験者につい

ても、同様である。 

〇 国内外の情勢が目まぐるしく変化し、国民の意識も時代

とともに変わり得ることを考慮すれば、国が前面に出て、

総理大臣経験者に限らず、国家に多大な貢献をした人を弔

う余地を残しておいてよい。実施の基準や手続に関しては、

根拠法を新たに制定するか別の形で担保するかを含め、党

派を超えた幅広い国民参加の議論の下、時間をかけて結論

を出すのが望ましい。 

 

（国会との関係） 

〇 ①国葬儀について定めた法律はない②民主主義社会に

おいて選挙は、主権者たる国民が政治的な意思表示をする

最も重要な場であり、その期間中に、国会で指名された元

総理大臣が、暴力により命を絶たれた事件の重大性は、与

野党ともに認識していた。この２点を踏まえ、いかなる形

であれ、これまで以上に国が前面に出て安倍元総理を弔う

のであれば、国権の最高機関である国会（衆参両院）を代

表する議長、副議長の意見を、与野党党首会談を開いての

各党の意見を、それぞれ直ちに聴くのが望ましかった。 

 

（国民の理解） 

〇 岸田総理が認めているわけではないが、国葬儀を決めた

判断の一つとして、保守層への配慮があったと伝えられて

いる。もし、事実であれば、国が関与して安倍元総理を弔

うことの政治利用と受け取られても仕方がない。国葬儀を

めぐり、各方面から様々な問題点が指摘され、報道各社の

世論調査で、「反対」が「賛成」を上回る形で国論が二分

されたことの出発点ではないかと考える。 

 

（対象者） 

○ 岸田総理は安倍元総理の国葬儀を実施する理由を説明

したが、この説明の評価を述べることは控えたい。 

 

（経費の規模や妥当性） 

○ 今回の経費や規模が妥当どうかについては、責任を持っ

て述べることはできない。 

 

（その他） 

〇 今後、国が前面に出ての葬儀の基準や手続を定め、実施

することがあるとすれば、①国論の分断を避ける②国会が

何らかの形で関与する③経費、積算根拠など関連情報を極

力公開し、徹底した透明化を図る―ことが大前提と考える。 

 



 

76 

詫摩佳代 東京都立大学法学部教授 

（令和４年12月１日） 
 

（実施の意義） 

○ 一般論として、超党派で合意がある場合には、意義があ

ると思う。例えば、エリザベス女王やフランスのシラク元

大統領の国葬の際は、多数の人が沿道に出ていた。国をま

とめ上げた様々な功績のある人を偲び、国が一丸となるこ

とに意義がある。今回は、反対が多かった割には、沿道に

出て故人を見送ったり、献花に訪れた人の数が多かった。

国民が心を合わせ、故人を偲ぶということに、一定の意義

があったと思う。 

○ ただ、故人を偲ぶことが目的であれば、必ずしも国葬儀

ではなく、今まで戦後の多くの総理大臣経験者に対して行

ってきた内閣葬や国民葬など、国葬儀ではない形式でよか

ったのではないか。特に、まだパンデミックが収まってお

らず、物価高で国民の生活が苦しい中で、あえて国費を使

う国葬儀を行うことの意義について、改めて問い直されな

ければならない。あれだけ国葬儀に反対する人が多い中で

も多数の人が献花に訪れたことから分かるように、安倍元

総理個人は、人気の高い総理大臣だったと思う。むしろ国

葬儀という形式にこだわらないほうが、静かに弔うことが

でき、国民が一体感を感じ、共有できるような機会になっ

たのではないかと思う。 

○ お葬式の一般的な目的は、皆が静かに故人の業績を偲ぶ

こと。エリザベス女王の国葬のように国民が一丸とはなら

ず、今回は沿道に出た人もいれば、白けた目で見る人もい

て国論が二分されていた。もう少しこぢんまりと、安倍元

総理を偲ぶほうが葬儀としての目的を果たせたと思う。 

○ 弔問外交におけるレガシーは一定程度あったと思う。安

倍元総理が在任中に打ち出したＦＯＩＰ（自由で開かれた

インド太平洋）に関係するオーストラリア、インドの首脳

と弔問外交が行われたこと、米国のハリス副大統領と国葬

儀や台湾のことに関して話合いの場を持てたこと、韓国の

ハン総理と日韓関係が厳しい中で話合いの場を持てたこ

とは、安倍元総理の功績を振り返りながら、今後の日本の

行く末を考えていく上で、よいきっかけだった。他方で、

直後の11月にＡＰＥＣやＧ20という首脳が集まる機会が

あり、弔問外交を行った具体的な成果をどう見出すのか難

しい部分はあると思う。 

 

（国会との関係） 

○ これまで総理大臣経験者の葬儀の在り方に関しては、そ

の時々の内閣が決めており、今回もその手順を踏襲した。

しかし、戦後２人目の国葬儀を行うならば、今までとは違

う対応、より丁寧な対応が求められたと考えている。国会

との合意形成に向けた努力が十分ではなかった。今回の国

葬儀に国費を使うため、望ましくは超党派での支持が必要

だったと思う。憲法第 66 条に、内閣は行政権の行使につ

いて国会に対して連帯して責任を負うとあり、国費を使う

国葬儀を行うに当たり、行政権の行使について、国会に十

分な説明を行う必要があったと思う。一方的に立場を表明

するということを超えて、理解を求めるための丁寧な説明

が必要だった。野党は、国葬儀を行うことについての説明

だけでなく、臨時国会の開催を求めていた。望ましくは、

国葬儀は超党派の支持があるべき。 

○ 英国は、議会の承認という手続を一つの基準にしている。

これまでと同じように、内閣がそのときの状況によって国

葬儀とするかどうかを決めるということを続けるのも一

つの考えであるが、今後同じことが起きて、今回のような

ことを防ぎたいのであれば、国会の一定数の賛成を基準と

してはどうか。国葬儀には国費を使い、また、憲法第66条

の規定にもあるように、行政府が何でも行ってよいわけで

はない。少なくとも国会に対しては国葬儀の実施を決める

前に理解を得ておく必要があると思う。 

○ 一方で、内閣だけが悪いわけではなく、野党側もかたく

なな姿勢を貫いていたと思うが、国葬儀がなぜ必要なのか

という説明の仕方を、もう少し工夫できたのではないか。

野党と国民を説得するポイントとして、襲撃されたことに

対し、民主主義が正常に機能していることを国葬儀でもっ

て示すというのは筋違いだと思う。民主主義への挑戦に対

して、民主主義は正常に機能していることを示すのであれ

ば、襲撃事件の後でも粛々と選挙を実施し、その選挙で選

ばれた政府が民意を反映した政治を行うということが、事

件に対する適切な対処だったと考える。 

○ 今回は、単なる儀式ではなかったと思う。厳しい経済状

況の中で、多くの国費を投入することは、臨時国会での議

論を踏まえて判断するべきだったと思う。次に国葬儀を行

う場合に、もし現状の手続が踏襲されれば、今回と同じこ

とが起きると思う。国葬儀の実施により国の分断を深める

ことになれば、本末転倒である。手続的には問題がなかっ

たかもしれないが、民主主義である日本の政治において、

大きなインパクトがあったことは、真摯に受け止める必要

があると思う。今後国葬儀を実施する場合に、どういう手

続を踏んで決めていくのか、一つのポイントとして、例え

ば臨時国会を開いて、そこでの議論を踏まえて決めるとい

った手続にしたほうがよい。 

 

（国民の理解） 

○ 今回一番問題だったのは、国葬儀を行うと決めた時期が

早かったということ。旧統一協会の問題が出てくる前であ

り、また、安倍元総理に対する評価は、吉田元総理やネル

ソン・マンデラのように国内外で歴史的な評価が定まって

いるとは言い難い時期だった。国葬儀を決めた時期は、襲

撃事件に対する衝撃が強く、国民としてもあの段階では国

葬儀を行う必要があると考えた人が多かったと思う。ただ、

少し時間がたってみると、旧統一協会と自民党との関係や

安倍元総理の内政的な負の側面を指摘する声も出てきた。

決めた時期が尚早だったと思う。歴史的な評価が定まり、

超党派での合意があれば、説明に苦慮することはほとんど

ないと思う。今回は、その辺りで国民の意識がついてこな

かった。国葬儀を行う理由として挙げられていた４点につ

いては、客観的に見てそうだろうなと思ったが、旧統一協

会の問題など説明されていないところで国民が納得でき

ないことがあったと思う。経済的に苦しいコロナ渦で、失

業した人も多く、また、物価高の中で十何億円のお金が国
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費から使われることについて、多くの国民は納得しなかっ

たと思う。国葬儀を何故行う必要があるのかということに

関しては説明がされていたが、どうして国民葬や内閣葬で

はなく、国葬儀でなければならないのかということに関し

ては、必ずしも説明が十分ではなかった。 

○ 国葬儀を決めた後に、旧統一協会との問題が次々と明ら

かになった。私も７月 14 日の段階では国葬儀かなと思っ

たが、１か月くらいたつと、本当に国葬儀にしなくてはな

らないのかと感じた。なぜその時期に決めなければならな

かったのか説明がなかったことは問題だったと思う。吉田

元総理のときには亡くなってすぐに決まったが、これは功

績に対する国内外での評価がある程度定まっていたとい

うこともあったと思う。 

○ 国民が国葬儀に反対した理由は幾つかある。森友学園、

加計学園、桜を見る会の問題があったことから、国葬儀に

値しないという意見や、コロナ禍、物価高の中で、一人の

葬式にこれだけのお金が投入されることに対する経済的

な面での抵抗感、それから、安倍元総理個人と自民党の旧

統一教会との関係が次第に明らかになる中で、国葬儀にす

ることがふさわしいのかと反対する人は結構いたと思う。 

○ なぜ国葬儀が必要かをアピールするポイントとして、今

年の北朝鮮におけるミサイルの問題や中国、ロシアの問題

など安全保障環境が著しく悪化していることに重点を置

いて説明したほうがよかったのではないか。安倍元総理は、

日本のグローバルヘルス戦略を初めて総理の名前でラン

セットに寄稿した。また、ＦＯＩＰなど外交的に大きな功

績を残している。パンデミックと厳しい安全保障環境の中

で、安倍元総理が行ってきたことが、次のステップに進む

上で必要であることに、もう少し重点を置いて説明してい

れば、野党や国民の反応は違っていたかもしれない。重点

的に説明するポイントが違ったという印象を受けた。 

○ 非業の死を遂げたことについては、悔やまれるべきであ

り、許してはいけないことである。ただ、それが国葬儀の

理由になるのか非常に疑問を感じている。民主主義におい

て、事件に対する日本政府としての毅然とした態度を国葬

儀で示すというのは筋が違うと感じた。厳しい中でも、選

挙を行い、政治を粛々と遂行していくことが、毅然とした

態度を示すということだと思う。外交、安全保障における

功績は、国内外で一定の評価を得ており、誇るべき。ただ、

それは一部の専門家の間でしか共有されておらず、国民の

間では、安倍元総理について森友学園、加計学園、桜を見

る会の問題や旧統一協会がすぐに頭に浮かんでくるので

はないか。吉田元総理が築いてきた路線ではなく、国際環

境が変わっていく中で、安倍元総理が、現実的な視点で新

しい時代に合った安全保障の在り方を提案したことをも

う少し深掘りすれば、成し遂げたことの大きさが伝わった

と思う。ただ、民主主義社会の難しいところで、旧統一協

会の問題がどうなっていくのか分からない状況の中で、そ

のような説明を行い、国葬儀を９月に行うとアピールした

としても、国民の意向は変わらなかった可能性はあると思

う。 

 

（対象者） 

○ 多くの国で法的な基盤はなく、慣習で誰を対象にするの

か決めている。英国は、超党派の支持がある場合にのみ国

葬になる。国費を使う以上、超党派の支持が一つの基準に

なると思う。また、本人の意思も重要だと思う。例えば、

フランスであれば元大統領を国葬にできるが、シラク元大

統領以外は生前に国葬を辞退し、それが一つの慣習となっ

ている。今回をきっかけとして、総理大臣経験者について

は、生存中に自分が亡くなったときはどうしたいのか意向

を聞くこととすれば、それも決め手の一つになると思う。 

○ 法律で何年以上総理大臣の職にあった人を対象とする

ことはできなくもないと思う。例えば、大学のサバティカ

ルの有資格者には明確な基準があり、７年以上継続勤務し

た人、年度評価がＡ以上の人などが有資格者になる。国葬

儀の対象についても、例えば、在任期間が８年以上の人と

基準を設けることができると思うし、場合によっては、自

分自身で断ることもできる。ただ、国民の人気などが関わ

る上、８年の期間中に何を行ったのかについての判断も関

わってくるため、法的な基準を作るということは難しいの

ではないか。少なくとも、今後に向けて、超党派の支持と

本人の意向ということを考えてもいいと思う。 

○ 歴代最長の在職期間については、普通の人ができること

ではないため、今後もし基準を作るのであれば、８年以上

ということも考えられる。しかし、在職期間が長かったこ

とにより外交分野の専門家が評価するような大きな功績

を挙げられたということもあれば、長期政権の負の側面の

指摘もある。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 中曽根元総理の際は、国葬儀ではなかったが、１億円ほ

ど国費が投入され、それでも議論になった。今回、経済状

況がよいとは言えない中で、多くのお金が投入された。警

備費にお金が掛かったという印象を受けた。要人の警備は

あると思うが、その他に国葬儀に反対する人の不測の事態

に備えた警備があったとすれば、合意が形成されていない

中で実施したことにより、よりお金が掛かってしまったと

いうことになる。 

 

（その他） 

○ 専門が内政か外交かで安倍元総理に対する見方はかな

り違う。内政を深くやっている人は、森友学園、加計学園、

桜を見る会の問題があるため国葬儀は必要なかったと強

く主張する人が多い。一方、外交の面では、安倍元総理は、

現実的な視点で国際関係を見渡し、多くの国の首脳と仲良

くしつつも、現実的に足場を固めた。例えば、自衛隊の見

直しやＦＯＩＰなど、広い意味で安全保障を考えていた。

総理大臣の名前で初めてランセットに投稿し、機能的な協

力ではなく、安全保障の一環として感染症を捉えるという

動きが高まった。外交や安全保障に対する現実的な視点と

その面での業績は尊敬している。その意味では、私個人の

税金が国葬儀に使われることに問題はない。ただ、静かに

安倍元総理の業績をたたえ、静かにお見送りすることが本

来の目的だったとすれば、今回の国葬儀をめぐって、国が

分断されたことは、見ていて残念な部分があった。弔い方

は、国葬儀だけではなく、合同葬など歴代の総理大臣経験

者に対して行われた方式でも全く劣らないものであり、今

回、国葬儀にこだわる必要があったのかと疑問に思う。 
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武田真一郎 成蹊大学法学部教授 

（令和４年11月16日） 
 

（法的根拠と憲法との関係） 

○ 法治主義の下では、法律による行政の原理は、行政を行

う上で、最も基本的な原理であり、国葬儀のような重要事

項の実施は法律に基づくべきである。政府は一貫して内閣

府設置法第４条第３項第 33 号が根拠法令であると説明し

ていたが、行政組織法は行政活動の根拠規範ではなく、別

に行政作用法としての根拠法令が必要だというのが一般

的な理解である。例えば、財務省設置法で国税庁が設置さ

れているからといって、国税庁が設置法を根拠にして課税

処分することはできない。これは国民の権利義務に関わる

事項であるからだという意見もあるが、例えば国土交通省

設置法で河川の管理事務を国土交通省の所掌事務にして

いるからといって、その規定に基づいて、国土交通大臣が

自由にダムを作ることはできず、別に河川法、特定多目的

ダム法のような法令に基づいて行う必要がある。行政組織

法を、国葬儀の実施の根拠法規というのはおかしいと考え

る。 

○ 行政指導のような法治主義を補完する行政手法は、法令

の整備が不十分なときは例外的に法律の根拠を必要とし

ないが、国民の権利義務に関わる事項と民主主義社会にお

ける重要事項は法律の根拠を要すると解すべきである。国

葬儀自体は、直接個々の国民の権利義務に関わるわけでは

ないが、民主主義社会における重要事項だと思う。ただし、

すぐに法律が作れるかというと、民主主義社会は多様な価

値観を前提とするから、誰を国葬儀の対象とするかについ

てコンセンサスを得ることは困難であり、あらかじめ「国

葬法」を制定することは不可能に近いと思う。 

○ ただ、手続や予算の仕組みはあらかじめ規定しておき、

具体的な実施は国会の議決によるという立法は検討の余

地がある。法律を作ることは難しいと思うが、国民の理解

と合意を得ることは不可欠であり、国葬儀の実施を決定す

る前に国政上の重要事項として衆参両院で審議し、両院の

議決に基づいて実施を決定することが最低限必要である

と思う。今回の国葬儀はこのような手順、プロセスを経ず

に実施を閣議決定し、その後に後付けで国会での説明が行

われたに過ぎず、決定過程の正当性には重大な疑問がある。 

○ 立法権、司法権に属さないものは全て行政権に属し、か

つ、侵害留保説に立てば、法律の根拠、作用法は必要ない、

という説明もあり得るが、日本は福祉国家であり、侵害的

でなければ全て法律の根拠なしで行っていいのか疑問。例

えば、生活保護の支給、補助金の交付は、法律があるから

問題はないが、これらを法律の根拠なく政府の判断ででき

るのかと言われれば、できないのではないかと思う。 

○ 憲法第 20 条第３項において、国及びその機関は、宗教

教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと規定

されている。例えば、天皇は、憲法上国民の象徴と位置づ

けられており、大喪の礼を行うことは許されると思う。あ

るいは、８月 15 日の戦没者追悼式は、平和を祈念すると

いう意味合いが強いため、国の宗教的活動だと見ることは

できないと思う。しかし、総理大臣という一個人の死を弔

って、霊を慰めるという行為は、裁判所が言っている目的

や効果から見ても、典型的な宗教活動と言わざるを得ない

と思う。葬儀は基本的に宗教的活動である。霊を慰めると

いうことであり、典型的な宗教活動だと思う。その場合、

国葬儀の実施は、憲法第 20 条第３項（国による宗教的活

動の禁止）に違反する疑いがある。この点については、今

回ほとんど議論されていないが、今後、国葬儀がまた実施

される場合には、この点の議論は避けられないと思う。 

 

（実施の意義） 

○ 逝去した総理大臣に対し、国民が弔意を表することには

意義があると考える。非業の死を遂げ、本学の卒業生でも

ある安倍元総理の死には、個人的には心から弔意を表した

いと思う。しかし、総理大臣に対する弔意は、基本的には

国民、あるいは、特に総理を慕う、有志の人たちの自発的

な弔意に基づくべきであって、国葬また国葬儀という形式

で、国民全体に弔意を求めることには疑問を感じる。国葬

令においては、国葬は、一定の皇族が亡くなった場合と、

天皇の勅令によって行うとされている。戦前の国葬は、天

皇制とリンクしていて、天皇制を補強する制度であった。

天皇主権であったことから、旧憲法時代であれば、そのよ

うな制度があったことは当然だと思う。一方で、現在の民

主主義国家になった日本においては、多様な価値観がある

ことが前提であり、誰に弔意を表すかは、個々の国民が判

断すべきであり、国民全体で弔意を表するという国葬、あ

るいは国葬儀は、時代錯誤と考える。 

○ 戦没者追悼式や広島の平和記念式典、東日本大震災の追

悼式等については、国民の大多数が支持している。国民全

体で弔意を示すことが必要ではないかとほとんどの人が

感じているから、誰もおかしいという声は出ない。でもこ

れが、特定の政治家の葬儀を国葬儀として、全部税金で負

担してやるということには、批判の声が上がったというこ

とだと思う。 

○ 安倍元総理は、憲法改正や平和安全法制など戦前回帰的

な政策を進めてきた。与党・自民党から見れば、これは党

是ないし悲願を安倍元総理が強力に推進したということ。

これらを踏まえると、今回の国葬儀の実施は、世俗の政治

家が国葬儀を利用して天皇や皇族ではない安倍元総理を

権威づけようとしたと言えるのではないか。政府・自民党

にとって、国葬儀実施の意義は、この点にあったというの

が真相ではないか。 

○ 安倍元総理の国葬儀に対して、世論調査では反対の意見

が60％以上に達した。これは、日本の社会には多様な価値

観や意見が存在することを意味している。逆説的だが、今

回の国葬儀は賛否両論を喚起して日本の民主主義の健全

さを明らかにしたという点に、最も大きな意義があったと

考える。政治家の国葬儀に対して賛否両論の立場から様々

な議論がなされたことがレガシーとして残ったと考える。 

○ 外交的成果については、元外交官の評論家が「弔問外交

と言っても立ち話をする程度なのでそれほど大きな成果

があるわけではない」とテレビで発言していたこと、Ｇ７

の現職トップは一人も参加しなかったことからみても、外

交的成果は限定的だったのではないかと感じた。 
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（国会との関係） 

○ 閉会中審査において、岸田総理と松野長官が説明と質疑

を行ったことは適切かつ当然と評価する。ただし、説明と

質疑は国葬儀実施を決定する前に行うべきであり、両院で

国葬儀の実施について議論し、決議するべきであった。 

○ 行政権に属している事項について、通常は、決定前に国

会で議論することはなく、決定後に国会に報告、説明する

という手続になるが、それはその手続を国民が少なくとも

暗黙のうちに支持しており、国葬儀はそれとは違う。国民

の間で、賛否両論が現に沸き起こり、結果的に６割が反対

という結果も出ている。そのため、問題の性質を考えると、

民主主義的過程における重要事項だから、国会で議論すべ

きと考える。仮に国会で議論しても、与党が圧倒的多数で

あるため、強い反対意見があっても最後は強行採決という

ことも考えられる。そうだとすると、どれほど国会の議決

を重視すべきなのかという話にもなってしまうが、国会の

議論をパスしてよいのかというと、それは違うと思う。

様々な議論がなされた上であれば、たとえ強行採決であっ

ても、国民の代表が決定したことであれば、それには一定

の民主的正当性があると思う。国会での議論と決議という

のは必要だったと思う。国葬儀というものが、死者の霊を

弔う性質を有し、国民の精神的自由にも関わる問題だから、

慎重な手続が必要だったと思う。 

○ 自分は、権力留保説の立場。ただ、今回の国葬儀のこと

を考えると、権力的な行為でなければ、法律の根拠は要ら

ないと考えることには、問題があるのではないかと感じた。

ドイツは、重要事項留保説だが、重要事項とは何か、曖昧

ではないかと考えていたが、今回の件を通じて、一理ある

と感じた。権力的な行為は、受益的であれ侵害的であれ行

政処分する場合には、必ず法律の根拠がいる。さらに、重

要事項については、法律の根拠が必要と考えるべきではな

いか。今回の件を通じて、権力留保説と重要事項留保説を

ハイブリッドにすることが必要ではないかと考えている。 

 

（国民の理解） 

○ 日々の記者会見などで説明を行ったことは適切かつ当

然と評価する。ただし、岸田総理や松野長官らの説明は、

国民全体で弔意を表するために国葬儀を行うとしながら

国民に弔意を強制するものではないとしており、根本的な

矛盾があるように感じられた。ただし、弔意を強制するも

のではないと繰り返し説明してきたことは評価できる。 

○ 法律があることが望ましいが、国葬儀の実施を決定する

前に衆参両院で審議し、決議するべきである。また、日頃

から国葬儀の意義と是非、対象、手続、経費について議論

をしておく必要があると考える。 

 

（対象者） 

○ 1967 年の吉田元総理の国葬儀以来半世紀以上にわたっ

て国葬儀が行われなかったことは意外だった。多様な価値

観を前提とする戦後の民主主義社会と国葬儀はなじまず、

佐藤元総理や中曽根元総理に関しても、功績はあったと思

うが、このような理由で国葬儀の実施に至らなかったと思

う。国民葬、内閣葬、自民党葬など、過去の事例・形式を

踏襲したほうがよかったと思う。国民有志の弔意と出資に

よって葬儀を実施すれば、全額税金である国葬儀よりは、

はるかに望ましいと考える。特に今回、国葬儀としたこと

により、例えば、ニューヨークタイムズでは、本当に国葬

儀に値するのかというかなり批判的な記事が掲載された。

平和安全法制は本当に国民の理解を得られたのか、あるい

は日本にとってプラスになるのかということも議論があ

る。アベノミクスは、むしろ日本の経済を弱めたのではな

いかという議論もある。実際アベノミクスを行っている間

に、日本の一人当たりのＧＤＰは、台湾や韓国にも追い越

されている。外交にしても、プーチン大統領と 20 回近く

会っているのに二島返還さえも遠ざかってしまったので

はないかと米国から言われている。国葬儀にしたことによ

り、かえって、いろいろな観点から批判されている。国民

葬や内閣葬であれば、外国のメディアもここまで批判的な

ことを報道しなかったと思う。そういったことも考えると、

無理やり国葬儀にするよりは、国民葬や内閣葬という形式

の方が望ましかったのではないかと思う。 

○ 政治家に対する国民の評価は一様ではなく、そのため政

治家である総理大臣に対して、国葬儀により全ての国民に

弔意を求めることは基本的に妥当でない。安保法制に反対

する大規模なデモが行われたように、安倍元総理の政治手

法を振り返ると、国民の意思よりも自己の信念を重視して

いたという印象がぬぐえない。そういった手法に対して、

国民の強い反発もあったことから、やはり国葬儀という形

式には疑問を感じる。特に総理大臣として最長の在任期間

と政府は主張しているが、あまりにも形式的理由だったと

思う。過去にもその時点で最長だった方がいたにもかかわ

らず、その際になぜ国葬儀という話が出なかったのかとい

うことになってしまう。 

○ 国葬儀に断固反対というわけではない。国民の過半数が、

国葬儀を実施して、国民全体で弔意を表したいと考えるの

であれば、実施しても問題ないと思う。多くの国民が納得

するのであれば、行ってもよいのではないか。今回のプロ

セスは、乱暴だったという印象はぬぐえない。 

○ 時の総理大臣の判断に委ねてよい問題とそうではない

問題がある。元総理大臣の国葬儀がどちらに当たるのかと

いうことになるが、今回、最終的にはかなり反対の意見が

高まったということを考えると、必ずしもその時の総理大

臣の判断に任せてしまってよい問題とは言えないと思う。

国民に弔意を求める、あるいは国民全体で弔意を表するた

めに国葬儀があるとすれば、その時の国民の判断よりも、

総理大臣の判断を優先させていいとは軽々に言えない。そ

のため、事前にきちんと議論しておく必要があった。国葬

儀を行う際の手続や考え方などが不透明であり、議論がな

い中で唐突に行われ過ぎたと考えており、内閣府による今

回のこうした調査は、非常に重要なことだと思う。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 当初想定されていた金額よりは低かったが、最終的に６

割以上の国民が反対していたことを考えると、国葬儀とし

て全額税金から支出したことには、やはり重大な疑問があ

ると言わざるを得ない。 

○ 今後の経費や規模だが、現在、国民の生活も大変であり、

国の借金もかさんでいることから、なるべく簡素な式典に

して、できる限り経費を抑えることが必要だと思う。個人

の意思で出資することは自由であることから、国民葬のよ
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うな形にして、寄付やクラウドファンディングをして、全

額税金から支出するということを避けることが必要だと

思う。 

 

（その他） 

○ 国葬儀の実施により国民に弔意を求めるものではない

という点については、政府がかなり配慮していると強く感

じたが、そもそも国葬儀というものが、国民全体で弔意を

示すために行うものであり、国民に弔意を求めないのであ

れば、国葬儀の意味が損なわれると思う。国葬儀は、国民

全員とまでは言わなくとも、多くの国民が弔意を表するた

めやるものであり、だから税金を使うことも正当化される。

国葬儀を行うが、弔意は強制しないという説明の仕方は、

無理があると思う。安倍元総理の政治姿勢について、問題

があり、評価できないという方は必ずいる。そういう方を

含めて、国民全体で弔意を表するために国葬儀を行うとい

うことに、根本的な矛盾があると思う。内閣葬や国民葬に

すれば、そういう問題はなかった。本当に弔意を感じてい

る方たちが自発的にやっているという形が望ましかった

と思う。唐突に国葬儀という形が出てきたのは、コアな保

守層の方たちの意向のみが強く反映されていたのではな

いか。 
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豊田洋一 東京新聞（中日新聞東京本社）論説主幹 

（令和４年11月15日） 
 

（注）東京新聞（中日新聞東京本社）では、「国葬儀」とい

う文言を用いず、「国葬儀」を含めて全て「国葬」と

いう表記に統一しているため、本意見においても「国

葬儀」を意味するものも含めて全て「国葬」と記載し

ている。 

 

（実施の意義） 

○ 我々の主張は社説で述べているとおりだが、まず国葬儀

という定義自体が根拠法もなく、定まっていない。吉田元

総理の１例があって今回、安倍元総理の国葬儀が行われた

が、国葬儀というと、明治憲法下での国葬と同様の名称で

あり、今の憲法下で用いることが適切なのかどうかという

ことを我々も社説で主張してきた。新しい国民主権の憲法

の下で、国葬儀の在り方が議論されないまま、今回２例目

となった。我々は当初から、国葬（儀）の実施が国民を分

断するのではないかと懸念していたが、そのとおりになっ

てしまい残念だ。そもそも総理大臣経験者が国葬の対象と

してふさわしいかどうか、国会で議論して法律や予算の裏

付けがあって行われていたら、これほど分断が広がること

はなかったと思う。 

○ 外交的成果は、国葬儀だったからあったとは思えない。

中曽根元総理など、これまでは内閣・自民党合同葬中心で

あり、それでも十分、外交的な成果があったと思う。国葬

儀だから外交的成果が挙げられたとはとても思わない。Ｇ

７からは大統領クラスは誰も来なかったこともあるし、評

価するのは難しい。これまで行われた内閣・自民党合同葬

にも海外から各国首脳らが参列し、弔問外交が支障なく行

われていたわけで、安倍元総理の国葬が行われたことによ

って外交的成果があったかどうかは評価し難い。 

 

（国会との関係） 

○ 岸田総理・松野長官が議院運営委員会に出席したことに

ついては、最低限の対応であり、やらないよりはやったほ

うがよかった。一度決めたから説明せざるを得なくなった

ということが実態なのではないか。 

○ 国葬儀を前提にしているわけではないが、仮にやるとし

ても、我々としては政治家の国葬儀は必要ないのではない

かと主張している。主権在民の日本国憲法において、国会

は国民の代表である。国葬儀について、当初岸田総理は「国

全体として」と言っていたものの、分断が激しくなったた

め、言及しなくなったのではないかと思う。国民の理解な

くして、政治家の葬儀はあり得ないと思う。 

○ 突然であったため、予算は予備費でやらざるを得ないと

いうことは理解するものの、支出の根拠は事前に国会で決

めておくべきだった。これまで内閣・自民党合同葬が半ば

慣例化しているため、そのプロセスに倣った点はあったと

思うが、今回、新しいものを作ろうとしたことによって、

ハレーションが起きたのではないか。 

○ 安倍元総理が亡くなられた経緯もあるが、そもそも安倍

元総理に対する評価の対立の構図がそのまま葬儀に持ち

込まれてしまったのは非常に残念だと思う。葬儀は本来、

最優先で駆けつけて故人を悼んだり、弔ったりするものだ。

国葬を認めるか認めないか、参列するかしないかで国民が

分断されてしまったこと自体が非常に残念だと考える。こ

うした分断の背景には、法的根拠の欠如とともに、安倍元

総理が退任から２年弱しかたたず、しかも現職の衆議院議

員として亡くなり、歴史的評価が定まっていない段階で、

ある程度評価が定まった吉田元総理と同じ国葬になった

こともあるのではないか。吉田元総理の場合は、総理大臣

を退任されてから 10 年以上が経過し、賛否はあるものの

戦後日本における評価は、ある程度定まっていたと思う。

安倍元総理の場合は、歴史的な検証作業をする間もなく、

どういった人が国葬の対象になるのかという点があいま

いのまま進められてしまった。 

○ 国葬として行うことを決めた閣議決定という政府の手

続が非常に重く、尊重されるべきものであることは重々承

知しているが、そもそも国民の理解が十分に得られないよ

うなことを閣議決定してよかったのか、という問題は残る。

国民的な議論を経た上で閣議決定する、そうすることで国

民の多くが政府の決定を理解する、これが本来の閣議決定

のあるべき姿だと思う。 

○ 総理大臣経験者の公的葬儀を行う場合、政府と国会が事

前に調整することが望ましい。国会の立法権が政府の行政

権にどこまで干渉できるのか、という問題はあるが、日本

の政治制度は、三権分立とともに議院内閣制であるので、

双方がうまく調整すればよいのではないか。本来は事前に

野党とも調整すべきだったし、事後であっても国会への説

明は尽くすべきである。 

○ 前回の吉田元総理の国葬儀のとき、自民党は社会党に対

して理解を求めた。あくまでも想像だが、今回岸田総理は

国会への説明を尽くそうとして、案内状の締切りを遅らせ

たのではないかとは思うが、自民党だけでなく他の政党も

国民の代表であり、完全な理解を得ることは難しいにして

も、少なくとも野党第一党など、国会のできる限りの理解

を得ることが、事前でも事後でも本来あるべき姿なのだと

思う。 

 

（国民の理解） 

○ 国葬儀を前提とする限り、理解を得ることは難しいので

はないか。本来、国葬儀を行うのであれば、事前に根拠法

や予算の根拠が必要であり、これらがあれば、今回のよう

に開催が近づけば近づくほど反対が多くなるようなこと

はなかったのではないか。 

○ 国葬を国民に理解してもらおうという岸田総理の姿勢

は分からなくはないが、記者会見や国会での説明内容を聞

いても、従来の繰り返しで説明し切れておらず、国民の納

得や理解を得ることは難しかったのではないか。 

○ 山本五十六氏など戦前戦中は天皇の裁可で国葬が決ま

ったが、現代の国葬儀はこれとは仕組みが違うし、国全体

として弔う、悼む人はどういう人なのかを考えた際、政治

家はあまり適切ではないのではないか。自民党の総理大臣

経験者は、内閣・自民党合同葬でずっとやってきたが、中

曽根元総理のときも弔意の強制なのではないかというこ

とが問題になっていた。しかし今回、内閣・自民党合同葬
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ではなく突然、国葬儀が出てきたため、国葬儀とは何かと

いうイメージが国民には湧かないし、そもそも国全体とし

て弔う、悼むということが、価値観が多様化する現代社会

において適切なのだろうか、という問題もあったと思う。 

○ 国によっていろいろな国葬の形があると思う。オースト

ラリアでは、歌手のオリビア・ニュートン・ジョンを国葬

で送るとの報道もあり、もちろんエリザベス女王は国葬な

のだろう。頭の体操として、国民栄誉賞を取った人は国葬

儀にふさわしいのかという議論もあるかもしれない。国を

挙げて弔うとはどういうことなのか。国民全員はあり得な

いが、ほとんどの国民が悼みたいと思う人を本来、対象と

すべきである。政治家は常に党派対立を抱えるため、国を

挙げて、国全体として弔うには似つかわしくないのではな

いか。 

 

（対象者） 

○ 大前提として、総理大臣経験者は国葬にはなじまないと

考える。日本の政治は、議員から総理大臣を選ぶ議院内閣

制であり、どうしても党派対立を抱えてしまう。そうした

党派対立を抱える人物を、国全体として悼むという儀式と

しての国葬の対象とすることは適切ではないのではない

か。 

○ 総理大臣経験者の葬儀は内閣・自民党合同葬が落としど

ころではないかという意見があるが、２つ問題がある。１

つは、自民党の関与が大前提になっていること。例えば羽

田元総理が亡くなったときは、政府は関与していない。総

理大臣経験者の公的葬儀は近年、内閣・自民党合同葬とし

て行われることが慣例化しているが、今の選挙制度は政権

交代があり得るという制度設計になっており、政権は自民

党だけが担うわけではない。内閣と政党の合同葬として行

うとしても、自民党以外の政党出身の総理大臣経験者にも

適用できるような普遍性を持つものでなければならない。

自民党以外の総理大臣経験者の葬儀をどうするかといっ

た話がいずれ出てくる。制度設計するのであれば、こうし

た人たちの葬儀をどうするかということも視野に入れて

検討しないと、とても普遍性を持った制度にはならないの

ではないか。 

○ もう１点は、政党助成金の問題。留意すべきは政党本部

が受け取る政党助成金は税金であるということだ。自民党

本部だと収入の約７割が政党交付金であり税金である。昔

の民主党だと約８割が政党交付金だ。例えば、内閣・自民

党合同葬で自民党本部が費用を半分負担するとしても、そ

の７割程度は政党助成金から出ているという見方もでき

る。内閣と政党の合同葬であっても、納税者としての国民

の理解を本当に得られるのか、ということも考える必要が

ある。海部元総理は実際にこうした理由で合同葬を辞退さ

れた。政治家にも国民にも同じ意見の人はいるだろう。本

来はこうした指摘にも十分耐え得るような制度設計をし

なければならない。 

○ 前もって制度設計しておくことがよいのかという議論

ももちろんあるし、その時々の内閣が総合的に勘案してそ

の都度ふさわしい形を判断すれば、それはそれでよいとい

う思いもあるが、その際、自民党の総理大臣経験者だけが

対象ではないという点と、政党助成金という点について、

国民の理解を得られるような形にすべきだ。 

○ 内閣が関わる政治家の葬儀は、これまでもいろいろ議論

があった。国民の理解を完全に得るような形で行うことは

難しいのかもしれないが、総理大臣経験者となれば、外国

からの参列があるので、国として警備なり接遇なりしなけ

ればならず、ある程度内閣が関与することは我々もやむを

得ないと思う。ただ、国葬儀を行うことになり、政治家の

公的葬儀はどうあるべきかという議論が起き、その分、国

民の目はより厳しくなったのではないか。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 国葬儀を前提とする限り、このような規模になり、今回

がおそらく前例にはなるのだろう。ただ、今後、政治家の

国葬儀が行われることはないとは思うが、政府が関与して

葬儀を行うのであれば、その規模や費用はその都度、国民

が納得できるような規模と額にしなければならない。 

○ 今回の規模、経費についての評価はなかなか難しい。あ

る程度の規模とか経費が掛かるのは致し方ないが、できる

だけ少なく、小さいほうがよいとは思う。より留意すべき

は、どうしたら国民の理解が得られるかということだ。桜

を見る会は、規模が控えめだったころにはそれほど批判は

出なかったが、安倍政権になって規模が大きくなり過ぎて、

いろいろなゲストが呼ばれ、様々な批判が起きた。 

○ 国民の理解を得られるかどうかは、その時々の社会状況

もあるだろうし、これから例えば少子高齢化が進んで、本

日（令和４年11月15日）もＧＤＰがマイナス成長と発表

されたが、国家としての規模が今のままなのかどうか。国

家の大きさと見合ったものにしていかなければならない

と思う。経済規模が小さくなった場合、式典を同様の規模

で行うことは、とても国民の理解を得られない。 

○ 国葬儀を前提とするわけではないが、葬儀の在り方はそ

の都度、内閣が考えて、決断していかなければならないの

ではないか。インフレが進めば経費の 12 億円は安くなっ

ていくし、デフレになれば重くのしかかってくる。今回の

経費を絶対値と考えないほうがよい。今後どういう形で葬

儀が行われるかは別にして、算出できるものであれば算出

して国民に示して理解を得ることが、本来のあるべき姿な

のではないか。 

 

（その他） 

○ 我々にも読者の方からいろいろな意見が来た。賛成の意

見もあるものの、圧倒的に反対の人が多い。人の死を悼む

葬儀で分断の状況を作ってしまったことが今回非常に残

念だった。 

○ 安倍元総理の国葬をめぐる政府の検証作業は、国葬を前

提とせず、どういう公的葬儀の在り方がよいのか、という

視点で進めていただきたい。我々が言及した問題点、総理

大臣経験者は自民党だけではないということと政党助成

金の問題についてどう理解を得るのかということも十分

留意してほしい。 

○ 総理大臣経験者の公的葬儀は、ある程度の大枠や方向性

を決めておいて、時代の変化に応じて政府が臨機応変に対

応できる部分を残しておけばよいのではないか。硬直的な

制度をつくると、柔軟な対応ができなくなる。 
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○ 国民の理解をどう得るのかは政権によって違うだろう

が、有権者はシビアに見ていることに十分留意して検証作

業を進め、今回の国葬儀を教訓にして次につなげてほしい。 
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永井利治 共同通信社論説委員長 

（令和４年11月11日） 
 

（実施の意義） 

○ 今回のヒアリングには個人の立場で応じている。私自身

の見解を述べる。 

○ 国葬儀について、岸田総理は４つの理由を挙げているが、

それに納得しない人たちも相当数いただろう。 

○ 国葬儀という形式そのものに違和感を持つ人たちが少

なからずいたと思う。吉田元総理の国葬儀の際には、戦前

の国葬や国葬令を知っている人が多くいたと思うが、今は

総理大臣経験者の国葬を知らない方のほうが多いだろう。 

○ 国葬儀の場合、主権者である自分、国民である自分を意

識した方もいると思う。「自分ごと」として受け止め、安

倍政治をどう評価しているのか、改めて自分自身に問いか

けた人たちがいたのではないか。 

○ 安倍元総理が暴力によって亡くなったことを考えると、

できるだけ多くの人が素直な気持ちで見送るということ

が大事だったと思う。岸田総理が述べたように、民主主義

に対する暴力を許さないという姿勢を、葬儀を通じて多く

の人が示すことは大事だ。そのためにはどのような形式が

ふさわしかったのだろうか。 

○ 国葬儀の法的根拠などについては、すぐ明確に答えが出

るわけではない。ただ、政治姿勢に問題として、幅広い合

意の中で実施するための取組がもっと必要だった。 

○ そもそも総理大臣経験者の国葬儀という形式が今の時

代に必要なのか、という問題提起はあり得る。国民の受け

止め方や合意形成などを踏まえて考える問題だろう。国葬

儀が現代の日本社会の中でどんな位置づけになるのか、も

っと検討する必要があったのではないか。 

○ 弔問外交については、国葬儀そのものの目的になるのだ

ろうかと疑問に思っている。オーストラリアの首相及び首

相経験者２人や、インドのモディ首相らが来日した。だが、

海外要人の参列は弔問外交の成果と言うよりも、安倍元総

理の外交の成果ではないか。弔問外交を国葬儀の目的とす

ることは違和感を覚える。 

○ 国葬儀で弔問に来て、今まで通常の外交でできなかった

ことができた、あるいは、停滞していたものにブレイクス

ルーが生まれたということであればレガシーと評価でき

るかもしれないが、今回は安倍元総理の外交成果が確認さ

れたということではないか。 

 

（国会との関係） 

○ 衆・参の議院運営委員会への説明は、国葬儀を決定した

後に事後的な説明として行われた。それは当然やらなけれ

ばいけないことだった。だが、内閣で国葬儀の実施を決定

する前に、もっと野党と話をしてもよかったのではないか。

国葬儀を実施するかどうか、幅広い会派の同意を得る努力

が、白地のところであってもよかったのではないか。国葬

儀の実施を決定する前に政府の考え方を説明し、説得する

という努力が必要だった。 

○ 国葬儀を行おうという国会決議をすべきだったという

意見がある半面、国会決議は全会一致に近い形のときにや

るものであり、実際には難しいと言う人もいる。幅広い同

意を得るという視点で考えると、現実には困難だったとし

ても、国会決議の可能性を探ってもらいたかった。 

○ 国葬儀を実施するかどうか、党首会談と実務者協議の２

段階で議論するべきだったのではないか。国葬儀の形式、

参列者、費用、規模、国民参加の形などで歩み寄ることが

できたかもしれない。野党も、政府から本気で相談を持ち

掛けられたら、ある程度真剣に応じざるを得なかったので

はないか。 

 

（国民の理解） 

○ 世論調査を見ると、一概には言えないが、３～４割が賛

成で、残りの６～７割が反対という印象である。賛成する

方たちは、安倍元総理の業績、外交・内政に高い評価をし

ている。国葬儀に対してネガティブな意見は、３つに大別

できると思う。１つ目は、総理大臣経験者を対象とした国

葬、国葬儀に抵抗を感じたというもの。２つ目は、安倍元

総理の業績には光と影の両面があるということ。長期政権

の弊害を指摘する人もいた。３つ目は、政権が国葬儀実施

を決めたが、国民の幅広い合意は形成されなかったのでは

ないかというもの。合意形成に至る努力が果たして十分だ

ったのかという疑問。特に、３つ目は、岸田総理の政治姿

勢に関わる問題だったと考えている。 

○ 一般献花では、長い列ができた。国葬儀でも、内閣・自

民党合同葬でも献花台を作って一般献花を受け付けるの

であれば、同じように多数の人が並んだかもしれない。 

○ 内閣葬が総理大臣経験者の葬儀の標準形としてあって、

多くの人がそういうものだと受け止めていた面があった

のではないか。それとは異なる国葬儀の形式で実施するな

ら、もっと丁寧な説明や手続が必要ではなかったか。 

○ 安倍元総理の国葬儀は、それ自体が大きなニュースにな

り、賛否をめぐる動きが連日報道された。仮に、内閣・自

民党合同葬だった場合、これほどの報道量にはならなかっ

たのではないか。 

 

（対象者） 

○ 結論から言えば、外形的な基準はなかなか決め難いだろ

う。歴代総理大臣経験者が亡くなれば、その都度葬儀の在

り方を検討してきたと思う。結果的に、内閣・自民党合同

葬が多かったということだと思う。佐藤元総理の葬儀を国

民葬という名称にしたこともあった。全てのケースがつま

びらかになっているわけではないが、故人への敬意と弔意

をどう表現するか、その時の政治状況、あるいは社会状況

を見ながら、それぞれの政権が真剣に判断してきたと思っ

ている。 

○ 国葬儀の明確な定義がない中で、対象者の基準を決める

のは難しい。岸田総理は安倍元総理が銃撃で亡くなられた

ことを国葬儀実施の理由の一つに挙げた。原元総理は地元

の盛岡で葬儀されたが、大変な人が集まったと言われてい

る。濱口元総理はかなり厳しい経済政策を展開したが、日

比谷公園に 24 万人が集まった。２人とも国葬ではなかっ

たが、多くの人が追悼の気持ちを示し見送ったのだと思う。 
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○ 葬儀の形式については、総理大臣経験者の業績も様々で

あり、亡くなり方を含めて考えると、事前に想定できない

事態も生じる。対象者の基準を前もって決めておくことは

できないのではないか。 

○ 安倍元総理の国葬儀をめぐり大きな議論があったこと

を考えると、これを前例にして、国葬儀実施や対象者の基

準を決めることは適切でないと考える。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 今回支出された経費の多寡に関する評価は判断しかね

る。支出された経費の透明性や、公正な手続による運営と

いった点が重視されるべきだ。 

 

（その他） 

○ 事件から６日後に、岸田総理がしばらく行っていなかっ

た国葬儀の実施を表明したことは、正直に、率直にかなり

意外だった。 

○ 吉田元総理の国葬儀も賛否があったと思う。だが政界の

一線を退いてから、13年たっていたし、1967（昭和42）年

の時点で言えば、サンフランシスコ講和条約、戦後復興へ

の道筋など吉田元総理の功績はある程度明確になってお

り、評価も確立していた。亡くなった直後の安倍元総理と

大きな違いがあったと思う。 

○ 吉田元総理の国葬儀を実施した当時の佐藤元総理は、外

遊中に吉田元総理死去の報を電話で受け、直ちに国葬儀の

決断をしている。吉田元総理が亡くなったのは10月20日。

佐藤元総理の日記を読むと、多忙にもかかわらず９月に２

度、大磯に吉田元総理を見舞っている。２度目の見舞いの

後は、相当健康状態に懸念を抱いて帰って来たようだ。い

ろいろ考えながら、外遊に出かけたのではないか。そうい

う点では、佐藤元総理よりも岸田総理のほうが、より厳し

い状況の中で判断を迫られたのかもしれない。 

○ 国葬儀の判断を安倍元総理が亡くなった６日後に行っ

たことは、タイミングとして果たして適切だったのか。い

つまでに国葬儀を行わなければいけないというものだっ

たのか。もう少し慎重に検討しても良かったのではないか。 

○ 国葬儀と内閣葬はどう違うのかだろうか。格式の問題な

のだろうが、実体がどう変わるのか、はっきりしないとこ

ろもある。 

○ 国葬儀の検証作業について述べたい。国葬儀のルールや

基準を作るために、検証作業を実施しているとしたら賛成

できない。国葬儀の全体像を後世に伝えるということは大

きな意味がある。教訓や反省点を将来の人たちに残すこと

ができる。安倍元総理の国葬儀の時に大きな議論があった

ことは、５年後はみんな覚えているだろうが、20年後、30

年後はどうだろうか。検証作業においては、賛否双方の意

見や、議論の内容、意思決定のプロセスを記録しておくこ

とが重要だ。岸田総理は行政府の長でもあるが、政治家で

もある。国葬儀実施をめぐる政治家としての判断は岸田総

理自身しか分からないことがある。どういう考えで、どう

いう気持ちで判断したのか、信頼する歴史の専門家に話を

されて、将来に残してもらいたい。政府以外の団体や研究

者らが、自らの行動や世の中の見方など、それぞれの記録

を残すことも大事だろう。 
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西田亮介 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授 

（令和４年11月10日） 
 

（実施の意義） 

○ 国葬儀実施の意義を、一般論として議論すると、説明す

ることはかなり難しい。国葬儀開催の判断がケース・バイ・

ケースで行われ、法令上の根拠や規定がない以上、実施の

意義についても、その都度、検討されるしかない。 

○ 国葬儀に関しては過去の例をひもといてみても、類例が

乏しいことから、安倍元総理の国葬儀か、一般論として総

理大臣経験者の国葬儀なのかで、その意義は分かれるため、

一般論として説明することはとても難しい。ただ、諸外国

の例などを見ても、近年、とりわけ欧米の、我々がある種、

ベンチマークにするような国において、政治家の国葬の例

というのはそれほど多くはないという印象を持っている。 

○ 明示的なレガシーが何なのかということは、これも人に

よって異なるとしか言いようがない。 

○ 国葬儀開催のレガシーとは、何を指すのか、それ自体定

義が難しいものだと考えるが、国葬儀開催の是非に関して、

世論が大きく分かれ、こういった問題に対処しなければな

らないという課題が残されたということを、レガシーと捉

えることができるのではないかという印象は持った。 

○ 国葬儀の実施により内閣支持率は上がらなかった。開催

前には、現政権に対してもある種の追い風で、事前に言わ

れたように国葬外交を背景にしながら、支持率を高めたい

のではないかということがまことしやかにワイドショー

などで言われたが、そのようなことにはならなかった。か

えって批判的な意見が強くなり、内閣支持率がどんどん落

ちて行った。そのこと自体が、むしろよかったのではない

か。つまり行政には裁量があり、その裁量をどう評価する

かは、現実に広く国民の自由な判断に委ねられていたとい

うことだ。その環境自体が好ましい。そして過去を振り返

ると、国民世論が別れたこともあり国民葬となったとされ

る佐藤元総理国民葬等とあわせて、国葬儀の開催の判断が

極めて負荷の高い判断を時の政権に課す選択肢となった。

今回の経験を経て、時の内閣が開催の判断を安易に選択し

にくくなったという点も重要だ。 

○ ある種の表現の空間というか、情報空間全体を見回した

とき、様々な意見が出たことは、案外よかった。一方で、

政権の判断としては、拙速だった。通例どおりの合同葬等

を行っていれば、もっと多くの人たちが、弔意を自然に示

して、その様子がいろいろなメディアで流れて、静粛に実

施できた可能性がある。報道によると、自民党の中から突

き上げなどがある中で、ある種、起死回生の一手になるの

ではないかと、極めて拙速に判断したとされるが、通例と

違うことを行ったときに、どのような反応が起こるか事前

には分からないが、それを見越した判断がなされるべきだ

った。 

○ 国葬儀が実施され、滞りなく一連のプロセスが終了して、

いろいろな多くの人たちが様々なことを思った、異論もあ

った。そのこと自体が、我々の社会の成熟性を示している

のではないか。 

○ 外交的成果については、外交的な成果なるものが明示的

に公開されているものばかりではないということから、現

時点で評価し難いという印象を持っている。つまり、後か

らひもといてみたときに、国葬儀で来日してコミュニケー

ションがなされてそれが何か大きな成果につながったと

いうことがあるのかもしれないが、今のところは国葬儀に

関連して、来日して、多くの国民が理解できる形での成果

は見えにくいという印象だ。 

 

（国会との関係） 

○ 議院運営委員会の閉会中審査に、岸田総理、松野長官が

出席して説明したことは、好ましいか好ましくないかとい

うことで言えば、好ましいと考える。 

○ 内閣府設置法に基づいて行う儀式の中で、法律上国会の

関与が定められているものを除き、国会の関与はないとい

うことを考えると、国民の実質的な権利制限につながる性

質の施策ではなく、十分な説明がなされれば現状からの実

質的改善の余地は乏しいのではないかとの印象を持って

いる。 

○ 国葬儀について、その決定の仕組みが分かると、他に類

例があるのかないのかとか、国会の関与が実際になされて

いるのかということを、考えることができる。国葬儀に類

するような儀式においては、法律で定められているものを

除いて基本的には国会の関与がない。そうであれば、今の

ところそのように運用されてきたし、今回の開催について

も理解できる。 

○ しかも、国会の関与とは、一体何なのかということがよ

く分からない。行政の裁量があり、当然いろいろな判断の

中で選択され、実施されているが、逆に行政の裁量を一律

に排除するというのもおかしいし、客観的基準の策定も困

難というほかない。総理大臣経験者を一律に国葬儀の対象

にすることも、将来起こりうる事態を完全に予測すること

が難しいことから、一律に排除するという性質のものでも

ないだろう。結局、どこかに行政の裁量は残るし、過去の

蓄積によって、国葬儀や類する儀式が賛成一色にはならな

い、時の政権にとって選択の負荷の高い施策となったこと

も重しになるはずだ。 

 

（国民の理解） 

○ 国葬儀について国民が理解できたかというと、多分理解

できていないは進まなかったのではないか。報道でも「国

葬儀」ではなく「国葬」という表現が大半になっていたと

思う。括弧を付けるでもなく、国葬という言葉が使われて

広まったこともあり、国葬儀についての理解が十分進まな

かったのではないか。解説記事を出している新聞社もある

が、大半の媒体において、国葬という言葉が一人歩きして

いた。 

○ 内閣府設置法に基づく国葬儀というものについての理

解は進んでいなかったのではないか。反対している人たち

は理解していたかもしれないが、大半の人は何かよく分か

らないけれども、国が安倍元総理を弔う儀式を実施すると

いう程度にとどまったと思われる。 

○ 英国のエリザベス女王の国葬があり、同じようなものと

して受け止められた可能性が高い。実際には、国家の元首

か否かなど、いろいろな違いがあるにもかかわらず、同時
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期にメディア上で報じられると重なって見えてしまう。こ

うしたことから、国葬儀についての国民の十分な理解は進

まなかった印象を持った。 

○ どんな手順、プロセスがよかったのはよく分からないが、

記者レクを通じて、媒体社の記者たちの理解を高め、正確

な報道に反映して、国民の理解が進むというプロセスはあ

り得るだろう。少なくともメディア関係者の間でも十分理

解は得られていないという印象を持った。まずは記者レク

などを通じて、媒体社の理解をよく深めていくことが重要

ではないか。 

○ 私は国葬儀開催の必要性はあまり感じなかった。しかし、

総理大臣が行政の活動の一環として国葬儀を実施すると

判断し、それが内閣府設置法に基づいて実施され、その内

閣府設置法には国の儀式を行うことが規定されている。そ

ういう儀式なのだということであれば理解はできる。つま

り、賛成はしないが理解はできるという認識だ。むしろ、

多くの人が弔意を示すという意味においては、通例どおり、

合同葬とした方が自然に参加しやすかったのではないか。

つまり、賛否が分かれて、参加すること自体がある種の政

治性を強く帯びるような状況になってしまった。むしろ通

例に沿った環境のほうが、多くの人たちが弔意を表明しや

すかったと考える。ただし、いろいろな政治的な事情の中

で、政治判断として、国葬儀という儀式を実施すると言わ

れれば、それは総理大臣の裁量、行政の裁量ということで

理解できる。この賛成する、反対するということはさてお

くとして、理解できる人を増やすことが大事ではないかと

いう印象を持った。言い方を変えると、今回の国葬儀をめ

ぐって、大半の人は何がどのようなプロセスのもと起きて

いるのかよく分からなかったのではないか。例えば、増上

寺の個人葬儀もあって、そこに自衛隊の儀じょう隊が出て

いた。これは行政活動に一定程度詳しい人は国葬儀とは別

の自衛隊法に基づくものであることを理解できその是非

はまた別に議論の余地があると考えるが、一般的にはそれ

なのになぜまたもう一度やるのかという疑問も生じると

いうことも理解できる。県民葬もあった。多くの人にとっ

て、「国が、安倍元総理があのような形で亡くなられたの

で、お葬式のようなものを行っている」と捉えたとしても、

それが正確ではないとしても無理はないだろう。何が行わ

れているのかということを全員が正確に理解することは

できないとは思うが、正確に理解できる人の数を増やした

方がよいはずで、国葬儀を実施するということであれば、

それに向けて尽力するということが重要だと考える。政府

の行政活動全般に言えることでもある。 

○ 国会軽視とか、それから、これは今回に限らず言われて

いることだが、日本の行政活動というのは、信頼できるも

のではないとか、極端な議論だと、ずっと個人独裁である

とか、そういう文言が反対派からはある。国葬儀への反対

を確信犯的に言っている人たちもさることながら、態度を

決めかねている人たちを中心に、適切な政治判断であるこ

と、どういう根拠に基づいて実施されていっているか、説

明する努力が払われてもよかった。どこまでが政治判断部

分で、どういう根拠に基づいて行政活動が行われているの

かということを示せば、多くの人たちの理解は進むという

気はする。これはあらゆる政策について言える。 

 

（対象者） 

○ 法律で細かく縛ればよいというものではない。とりわけ

国民の権利が制約されるというような種類の事項でもな

く、政治的な判断でなされることでよいのではないか。法

律で制約する性質の事項ではなく、対象者を明示的かつ一

律に定めるのは極めて難しいと考える。 

○ 見方によっては、政治家という個人を国が弔っているよ

うに見える、あるいは過剰にカリスマ視させる懸念がない

わけではないため、総理大臣経験者に対しては、国葬儀の

対象から外すといった、そういうルール化はなされてもよ

いのかもしれない。しかし、そもそも個人崇拝等につなが

る懸念から政治家を対象から外すと、誰が国葬儀の対象に

なるべきなのか分からなくなってくる。将来、どのような

国難があるかも、政治的リーダーが登場するかは完全には

予想できない。文化的に卓越した人とかスポーツに卓越し

た人たちが、国葬儀の対象になるのかはよく分からないが、

いずれにせよ、その都度評価されるべきものとしか言いよ

うがないだろう。 

○ 総理大臣経験者を一律国葬儀にするとすれば、それはそ

れで分かりやすいと思うが、天皇陛下が国民の象徴として

いらっしゃって、別途法律の定める大喪の礼がある。その

ため、政治家の個人崇拝が、自由民主主義の社会に好まし

くないと考えるのであれば、総理大臣経験者を全て一律に

国葬儀の対象にするというのは却って奇妙な印象を受け

る。 

○ 国葬儀を行うと分断が生じ、争いが起こるから止めたほ

うがよいという考え方も当然あり得ると思うが、頻繁に行

われるものでもなくある種の極端な考え方にも思える。ま

さに文化勲章とかもそうだが、勲章全般、法的な根拠はか

なり古い。何度か法制化の議論になりながら、現在でも古

いものを使っている。国葬儀の実施についても、同じよう

に、立法によって定めるような性質のものには思えない。

そうすると、行政の裁量を極端に狭めていくという方向に

なりかねない。行政が裁量を持つが、行政が選択した判断

について、国民が自由に賛成したり反対したりできる環境

が重要だ。 

○ 今回国葬儀を行う理由として４つの理由が説明されて

いるが、総理大臣を務めた長さや業績といっても、佐藤元

総理は当時歴代最長で長く総理大臣を務め、また、ノーベ

ル平和賞を受賞したが国葬儀の対象にはならなかった。い

ろいろな総理大臣経験者と時代状況があり、多様な評価が

ある。一律に基準を定めるということは極めて難しいと言

わざるを得ないだろう。結局のところ、ある種の抽象的な

基準のようなものを定めたところで、形骸化する可能性は

否定できない。勲章の基準などもそうだと思うが、結局は

誰かが最終的に判断をすることになる。誰が最終的に判断

するのかというと、やはり時の総理大臣ということになる

し、そうとしか定めようがない性質のものではないか。 

○ 内閣府で行っている社会意識に関する世論調査におい

て、政策に対する民意の反映程度の項目は長期間にわたっ

てネガティブ回答がポジティブ回答を上回った状態。我々

の社会というのは、コロナとは無関係に、それから政権と

も関係なく、政策に民意が反映されていないと思っている

人たちが多い状況がずっと続いている。そうした中で、国

の行政プロセスがそれなりに正しく機能しているという
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ことを周知することが重要だ。実施の可否というものは、

政治判断、裁量の範囲で行える性質のものであり、その当

否は、社会の中で多様に議論されるもの。今の評価が固定

するとも限らないが、いつか国葬儀をやってよかったとい

う日も来るのかもしれないし、来ないのかもしれない。評

価それ自体も長い時間をかけて定まっていくものなのだ

ろう。そもそも多くの人たちは早くも国葬儀に対する関心

を失ってしまったようでもある。 

○ 結局のところ、ある種の抽象的な基準のようなものを定

めたところで、形骸化する可能性は否定できない。結局は

誰かが最終的に判断をすることになる。誰が最終的に判断

するのかというと、やはり時の総理大臣ということになる

し、そうとしか定めようがない性質のものではないか。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 事案が事案だけに、経費も規模も妥当なのかどうか、一

概には評価できない。 

○ 留意すべき事項としては、英国の国葬儀などと比べると、

参列者の方が置かれた環境というのは、十分ではなかった

かもしれない。トイレとか行列とか。たまたま居合わせた

ことから周辺を見たが、駅周辺はやや混乱状況にあった。

それらを含めて環境整備について配慮があれば、しめやか

な、静かな気持ちで送り出せたのではないかという気はす

る。 

○ 経費、出席者は、事前にどれだけの人が来るか、近年の

類例がないから、正確に見積もるのは難しいはずだ。その

ときリスクに対して、防衛的であるのか否かということで

言えば、やはり防衛的なほうが好ましいはずだ。そのため、

警備に十分な予算を掛けるのは、当然の判断だろう。 

 

（その他） 

○ 内閣・自民党合同葬という通例と違ったことをしても賛

成一色にならなかった、結果、個人崇拝のような状況が起

きてないということは、結構大事だという印象を持ってい

る。国葬儀賛成しない人たちが一定数いて、その人たちが

十分に意見表明することもできたということもある種の

レガシーではないかという気がする。成熟した自由民主主

義の社会では、多様な意見があるのが当然で、それが国葬

儀においても維持されていることが確認された。 

○ 逆説的に、今回の国葬儀は、それほど悪くなかった。世

論調査で支持が高まらなかったという結果を含めて、結構

よかった。これで例えば多くの人たちが「国葬儀よかった

ね」となったり、岸田政権の内閣支持率も劇的に回復した

ということだと、かえって懸念されるがそうはならなかっ

たからだ。 

○ 今回の国葬儀は、新たに前例になっていくはずだ。次の

国葬儀開催可否の判断が求められる機会は、そんなに近い

うちに行われるものではなくて、かなり先のことになるだ

ろうと仮定するのであれば、多くの人たちが、今回の件も

既に歴史のこととしてしか認識しなくなっている可能性

が高い。あのときどうだったのかと、ひもといてみて、国

葬儀をやると、内閣支持率が落ちたらしい、国民の世論も

二分されたらしい、普通に考えればそれなら止めておこう

ということになるだろうし、それでも時の総理大臣がそれ

でも国葬儀をやるべきと判断するほどの状況であればそ

うすべきなのかもしれないしそうでもないのかもしれな

い。それでよいのではないか。 

○ 安倍元総理の個人葬に自衛隊の儀じょう隊が参列した。

防衛大臣の命令でなされて、国葬儀とは別物だと承知して

いるが、個人葬や県民葬を含めて多くの国民の目には一体

になって映りがちだ。明確な区別がしにくい性質の儀式で

あるということについて留意をしながら、運営されるべき

だ。多くの行事が全て渾然一体になって国や公的機関が儀

式を行っていると見えがちだったのではないか。国葬儀の

プロセスについて周知することが重要だが、私的個人葬に

自衛隊が出る必然性を理解するのはなかなか難しいだろ

う。確かに国葬儀の範疇の外にあるのだが、国民の目には、

やはり「自衛隊が安倍元総理の葬儀に出ている」と映るは

ずだ。 

○ 国葬儀を何のために実施するのか、そのために意見聴取

するのであれば、とても回答がしやすい。例えば、多くの

人たちに弔意が広がるとか、理解が深まるとかであれば、

例えば広報の仕方含めて、意見もいろいろある。しかし、

国葬儀の性質上、単に弔意が広まればよいというものでは

ないはずだ。 

○ 参加を促すとか、広報する類の儀式ではないと思う。し

かし「弔意を強要するものではない」というメッセージは、

官房長官会見などで何度かあったと記憶しているが、分か

りにくかった。むしろ国葬儀を実施するのであれば、半旗

の掲揚など、むしろ要請したほうが、全体的な整合性がと

れたのではないか。国葬儀を実施する４つの理由について

確信を持って主張するのであれば、弔意の強制はあり得な

いにしても、形式的な要請はあり得たのではないか。それ

がなかったため、ますます分からなくなった。国葬儀の開

催を判断したのであれば、やはり弔意や半旗は要請した方

がよい。自治体の自主的な対応に委ねたことで、無責任と

までは言わないが、混乱を助長した側面は否定できないの

ではないか。 
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細谷雄一 慶應義塾大学法学部教授 

（令和４年11月22日） 
 

（実施の意義） 

○ 今回、戦後では吉田元総理以降２人目の国葬儀というこ

とになる。特別な功績、とりわけ歴史的に重要な役割を担

った総理大臣経験者についてのみ国葬儀を行うという限

定性が重要だと思う。国民の弔意を強制するものではない

が、幅広く国民の一体感が表れる機会だろう。 

○ 安倍元総理は、明治以来の日本外交の中でも世界で広く

名前が知られ、最も数多くの外遊、外国指導者との会談を

行った総理大臣であった。外交政策についても、「自由で

開かれたインド太平洋」構想やクアッドなどを中心に、非

常に大きな功績を残したと考える。そのつながりが非常に

よく表れた今回の弔問外交であった。具体的には、クアッ

ドの一角であるインドのモディ首相やオーストラリアの

アルバニージー首相のような、安倍元総理と関係の深い国

の政府首脳が訪問したことで、まさに安倍外交のレガシー

を裏付けるような弔問外交が実現できたのではないか。 

○ 一般献花は２万人以上の長蛇の列ができ、テレビやイン

ターネット動画でも国葬儀の様子を多くの方が視聴した。

国葬儀という性質上、民主主義国家として国民に開かれた

国葬儀であることが望ましく、今回の安倍元総理の国葬儀

に関しても、開かれた形で多くの方が国葬儀の様子を映像、

動画等で見ると同時に、一般献花で直接弔意を表す機会を

得られたという意味では、国に大きな功績を残した元総理

大臣に対する弔意を示せる場として、幅広く国民が弔意を

示し、国葬儀に何らかの形で参加、閲覧できたということ

は重要な意義だと思う。 

 

（国会との関係） 

○ 本来であれば、立法府である国会で、与野党を超えた超

党派的な合意の下で国葬儀を行うということが望ましか

ったと思う。事後的な岸田総理及び松野長官の説明、質疑

応答に関しては十分なものであったと考えるが、与野党を

超えた幅広い支持の下で国葬儀を行うという観点からは、

事前の調整が十分ではなく、見直すべき点であると思う。

国葬儀の実施を決定することは行政府の主導によるもの

であるが、民主主義国家として、立法府のより幅広い賛同

が得られるような努力が必要だったのではないか。 

○ 閣議決定前の立法府における調整については、制度的な

対応と非制度的な対応と両方の面が考えられる。制度的な

対応としては、国葬儀を決定する上での立法府での手続を

どのように行うかということについて、明示的な法的効果

が必要なのかどうか、法制化の是非について国会で議論す

ることが必要だと思う。一方で非制度的な対応としては、

制度があったとしてもなかったとしても、事前の与野党間

での調整は可能だろうと思う。 

○ 国民の幅広い参画をある程度前提にするのであれば、民

主主義国家として、立法府の一定程度の関与が必要になる。

今回の大きな批判の焦点は、立法府をバイパスして、閣議

決定により国葬儀を行ったということに集中している。政

府の説明としては、そもそも法的な裏付けはないというこ

とであったため、その点について、立法措置の是非を含め

て、制度的な対応の必要性を今回の機会にしっかり議論す

る必要があると思う。結論として、必要性はないというこ

とであれば、次回以降は、立法府における非制度的な対応

を行っていくということではないか。例えば、非制度的な

対応として、衆参両院の議長からの声明によって、意見述

べるということも可能だと思う。衆参両院の議長の声明と

いうことであれば、与野党を代表しての発言になるので、

国葬儀の民主的な正統性が強まると思う。 

 

（国民の理解） 

○ エリザベス女王の葬儀と時期が近かったが、国民の統一

の象徴である国王や天皇の葬儀と比較した際に、総理大臣

のような政府主導の葬儀に当たっては、政治的に、支持者

とそうでない人の間で評価が分かれるということはある

程度やむを得ないと思う。吉田元総理の国葬儀の際にも与

野党で大変な論争になったし、サッチャー元首相も国葬は

行っていないが、極めて論争的な政治イデオロギーを有し

ていたため、評価が大きく分かれていた。したがって、総

理大臣経験者の葬儀の在り方については、国民の幅広い理

解を得るための周到な準備や手続が必要だろう。一方で、

現在はコロナ禍であり、感染拡大防止措置など、より多く

の国民が参画して国葬儀を実施するという観点からは、一

定の制約や例外的な状況があったということも指摘すべ

きだろう。 

 

（対象者） 

○ 総理大臣経験者の国葬儀は、極めて例外的で重要な功績

を残した総理大臣に限定されることから前例が少なく、政

治情勢や社会情勢の影響を大きく受けるということから

も、実施に当たっての一般的な基準等についてルールを策

定することは困難であり、それぞれのケースに応じた柔軟

な対応が必要だと思う。 

○ 総理大臣経験者のうち、どのような要素をもって国葬儀

の対象にするのか考える際、基本的には実質要件と形式要

件の双方が求められる。実質要件に関しては、総理大臣と

いう性質上、その支持政党、あるいは政治的イデオロギー

によって評価が大きく分かれることはやむを得ないと思

う。また、従来と比べても、世界的に政治の二極化や分断

が進んでいることから、国民の幅広いコンセンサスを得る

ことは今まで以上に困難になっていると言える。一方で、

今回の国葬儀については、最長の在任期間、外国の訪問数

や外国指導者との会談数等、数値上、日本の憲政史上最も

大きな役割を担ったという形式的な要件に当てはまるも

のが多々あったと思う。 

○ 実質要件については、何故安倍元総理が他と違うのか、

どのように特別で重要な役割を担ったのかといったこと

について、岸田総理が丁寧に説明する必要があったと思う。

そういった意味では、閣議決定後の事後的な手続や説明に

ついては、必要十分なものであったと思うが、一方で、閣

議決定前の段階において、対象者についての国民の幅広い

支持や与野党でのある程度のコンセンサスを得るための

努力が必要であったという点は、今後留意すべき事項だと

思う。 
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（経費や規模の妥当性） 

○ 今回の国葬儀は、オンライン、オフラインと両方の面で

の国民の参加があった。オフラインでの参加は、武道館で

の実際の参列の4,200 人、一般献花の25,000 人が対象に

なる。オンラインでの動画配信やテレビを通じた国民の参

加ということも含めれば、大幅にその数が増える。一方で、

オンラインでの対応は、オフラインと比べると大幅に経費

が限定される。そういった意味では、今回の国葬儀がオン

ラインで多くの国民が視聴できるようになったことは、経

費の観点からも、より幅広い参加という観点からも、更に

言えば、コロナ禍における安全性の確保という観点からも、

非常に望ましい措置だったと思う。 

○ オフラインでの参列者数や経費について、その基準とい

うものは、それぞれの状況があり一般化が難しいと思う。

経費としては、予備費であり、各省庁予算ということにな

るが、予算支出をするという観点から国会の関与が不可欠

である。内閣府の費用だけで対応できる程度であれば、そ

こまで国会の関与は必要視されなかったが、今回の経費が

内閣府の予算に限定されるものではなく、より幅広い経費

が必要であったことから、経費についての民主的な正当性

が求められると思う。 

○ 今回の国葬儀の規模や経費については妥当なものだと

思うが、吉田元総理の国葬儀も半世紀前のことであり、過

去の例と比較することは、その時々の技術水準等々の違い

を含め、極めて難しい。他の例と比較して妥当性を評価す

るということよりも、それぞれの経費が妥当であったとい

うことを国会でしっかりと精査することが、妥当性を担保

する上で重要だと思う。また、国会での精査については、

基本的には事後でないと難しいと思う。 

 

（その他） 

○ 今回、新しい試みとしてテレビや動画配信で幅広い国民

が視聴した。将来の国葬儀を考えたときに、経費を掛けず

により幅広い国民の参加が可能となることから、オンライ

ンでの発信がこれまで以上に重要になってくると思う。政

府の予算から経費を支出するということに対しては、今後

も野党からのかなり厳しい批判が予想される。内閣・自民

党合同葬であれば、自民党と内閣府のお金で行うので構わ

ないということになるかもしれないが、国葬儀になると、

国の予算からより大きな額の支出が必要になる。民主主義

国家として、国民のより幅広い参加を期待することを考え

たときに、今回のオンラインでの発信には大きな可能性が

あるものと考える。 

○ 先進国の中で政治の分極化が進み、総理大臣経験者に対

する政治的な評価が分かれるケースは今後非常に多くな

ると思う。そういった意味では、今般のヒアリングも含め

て、様々な声を聞いて、反映し、それに応えるということ

が、国民の理解を深めるということにもつながってくると

思う。 

○ 吉田元総理の国葬儀と今回の国葬儀を比べると、時代が

大きく変わったと思う。一般的に、現代では冠婚葬祭は簡

略化・簡素化されるようになってきている。このため、吉

田元総理の国葬儀の際は国民に弔意のお願いをしたが、今

回の国葬儀では行わなかったという判断は適切だったと

思う。英国のエリザベス女王の国葬は、女王でありながら、

国内でかなり反対のデモや抗議活動が起きていた。英国民

は、エリザベス女王に対して愛着を持っていて敵意はない

が、王制という制度のために税金を使うということに対し

て異議があったと思う。日本国民も冠婚葬祭など、社会的・

儀礼的なものに対する関心が低下しているということを

鑑みると、一定程度の方が弔意を表しないということはや

むを得ないと思う。 

○ 国葬儀における国民の幅広い参加は、あくまでも弔意を

表したい人を対象とした葬儀であって、必ずしも参加を強

制するものではない。つまり、国民の税金を使って国葬儀

をするからには、その国民には、弔意を表する権利がある。

それが例えば、参列した人や一般献花をした人がいれば、

テレビや動画配信で視聴した人もいるということになる。 
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南野森 九州大学大学院法学研究院教授 

（令和４年11月18日） 
 

（法的根拠と憲法との関係） 

○ 法的な問題としては、国葬儀を行うことは、行政権に属

し、侵害留保説に立てば特に問題もなく、憲法上内閣限り

で、つまり閣議決定で決められることだと考える。他方、

政治的な問題としては、それでよいのか疑問が残る。例え

ば、周年ものの追悼式典や祝賀式典など、別の儀式を内閣

が行政権の範囲で決めたとすると、野党も世論・マスコミ

もここまで反発しなかったのではないか。要するに、何を

決めたのかという中身に対する政治的評価が問題なので

あって、主たる論点は法的ではない。その結果、法的に決

められることを決めたに過ぎないのだから法的には悪く

ないという立場と、そもそも何を決めたのかという中身に

対する価値観、政治的評価が異なるから賛同し難いという

立場とで、うまく議論がかみ合わずに対立が激化したよう

に思う。結局、政治的に合意を得る努力、戦略が足りなか

った、という点が問題の根本原因なのであって、法的な問

題ではなかったように思う。抽象化して言うと、政治家の

国葬儀は評価が分かれ、大物政治家であればあるほど、好

き嫌いもあるのであって、そういうものについては、私は

やらなければよいと思うが、もしやりたいのであれば、そ

こは政治的な決断、そして政治的な計算として、できるだ

けコストを低く、対立を生まないよう合意を調達しながら

やっていくしかないと思う。 

○ 政教分離については、最初の段階から松野長官が表明し

ていたが、宗教的な中立性に留意し、無宗教で行うことは

正しい決定であったと考える。 

○ 葬儀そのものが宗教的行為であり、国葬儀を行うことが

政教分離違反であるという批判については、徹底した無神

論の立場を取れば、死んでしまったらそれまでということ

になり、追悼や慰霊という観念自体がなくなるのであろう。

しかし、例えば戦没者を追悼する際に、戦没者の「霊」と

書くことは、一般常識的に許容範囲という話だと思う。健

全な社会通念に照らすと、死者の追悼を行うとか、周年で

原爆忌、震災忌を行う、戦没者追悼式を無宗教で行う、と

いったものまでも政教分離に反するとしてしまうと、社会

の円滑なやりくりはできなくなる。そういう意味での社会

通念、あるいは社会常識から判断すれば、憲法上の問題は

ないと裁判所は判断すると思う。 

○ 特定の人を国葬儀とすること自体が法の下の平等に反

し、憲法違反であるという批判については、国葬儀の対象

とすることにより何らかの権利義務に変動が生じたり特

典が与えられるわけでもないし、また、国にとって今回の

ような歴代最長の総理大臣経験者の国葬儀を行うことが

合理的でないとまでは言えないので、そのような批判は当

たらないと考えられる。 

 

（実施の意義） 

○ まず、一般論を述べるなら、政治家の国葬儀については、

評価する人も評価しない人もおり、価値判断が分かれると

思う。そもそも政治家には毀誉褒貶がつきもので、従って

その国葬儀に三権の長、国会議員、地方議会議員等が揃っ

て出席し、弔意を示すということに、どういう意義がある

のか、評価が難しい。対象者となる政治家に対する評価が、

国葬儀そのものに対する評価に直結してしまうのではな

いか。毀誉褒貶のある政治家について、国葬儀を行い、全

体で弔意を示そうとすることは、かえって反発や世論の分

断を招くことにもなり得るため、総理大臣経験者の国葬儀

を一般論として肯定的に評価することは難しい。 

○ また、国葬儀のような儀式には、一般論として、死者を

追悼するという言わばオモテの目的と同時に、いわゆる

「死者の政治利用」、すなわち死者を追悼することにより

その死者の支持層から政治的な支持・評価を獲得するとい

った、言わばウラの目的もあるはずであり、こうした複合

的な目的・効果を持つ儀式を単純に肯定的に評価するのは

難しく、私自身は否定的に考えている。一般論としては、

選挙で選ばれる政治家を国葬儀とすることには、賛否両論

がつきまとい、意義がある、ない、と単純に言うことは難

しいだろう。 

○ ただし、一般論とは別に、今回の安倍元総理の国葬儀に

ついては、別に考えるべき点もあると思う。具体的には、

①歴代最長期間、総理大臣の地位にあったこと、②退任か

ら死去まで２年もたっていなかったこと、③現職国会議員

のままで亡くなったこと、そしてその亡くなり方が「特殊」

であったこと、つまり④選挙応援中に、⑤銃撃されて亡く

なったという、幾つかの例外的な要素が重なったため、今

回、国葬儀を行うという判断に至ったということは、十分

に理解可能だと考える。 

 

（国会との関係） 

○ 岸田総理と松野長官が衆参の議院運営委員会で説明を

行うという例外的な対応を取ったこと自体は評価するが、

しかし、7月14日に岸田総理が記者会見で国葬儀の実施を

表明した後、９月８日に議院運営委員会で説明するまで、

２か月弱の期間があったことは、消極的に評価されるべき

だと考える。世論において強い賛成と強い反対が見られた

という特殊な事案であり、野党や世論、あるいはマスコミ

からの批判や追及が高まったため、遅まきながら、言わば

仕方なくと言うか、追い込まれる形で議院運営委員会で説

明せざるを得なくなったとも推察できるのではないか。そ

の結果、一言で言えば説明が遅かったという厳しい評価に

つながった。今回の反省点、あるいは今後に生かすべき点

があるとすれば、政治家の葬儀について、強い賛否両論が

ある場合には、なるべく早い段階で与野党の、そして大方

の国民世論の合意を調達する努力をすべき、ということに

なる。 

○ 具体的なプロセスとしては、政党間、党首間などの協議

に加え、より丁寧な記者会見を増やして国民の支持を得る、

といった努力をするなどが考えられる。そういう観点から

すると、議院運営委員会での説明は遅きに失したし、その

態様も衆・参それぞれ１時間半ずつで、また、両院合わせ

て一日で終わらせるという日程の組み方も、世論に対する

イメージ戦略という観点からすると、上手くなかったとい

う気がする。例えば衆議院と参議院での議論を別な日に行
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うとか、衆議院と参議院で数日ずつ行うといった、より丁

寧な説明をするための工夫があれば良かった。 

 

（国民の理解） 

○ 国民の理解に関しては、上述の「国会との関係」とも連

動するが、最初に言わばボタンの掛け違いがあり、スター

ト地点から批判を高める結果になってしまったと思う。７

月 14 日の岸田総理の記者会見で、いきなり国葬儀を行う

方針を説明したことから、唐突感が否めず、世論の疑問や

反発が高まってしまったと考える。衝撃の事件からわずか

１週間という時点では、多くの国民が言わばショック状態

にあり、未だ冷静に議論を行う環境にはなかったのではな

いか。国葬儀の実施表明のタイミングをもっと遅くすると

いう方法があり得たように思う。 

○ また、国葬儀に関してだけの問題ではないが、国民の理

解を獲得するという観点から、現在の総理大臣会見の在り

方には問題があるように思われる。幹事社の質問後、司会

者による指名を受けた者が一人一問のみ、更問禁止の慣習

もあるようで、不十分だと思う。このような記者会見のや

り方が、国民に不信感を抱かせている可能性がある。報道

機関側の問題もあるが、総理大臣が記者会見を何回行った、

あるいは、ぶら下がり会見のたびに国葬儀の説明を行った、

というだけで国民に説明が通じるわけではない。総理大臣

が同じ説明を繰り返しているという批判を受けた点は、政

府側の工夫が足りなかったのではないか。理解されない場

合に説明の順序や用語、方法を変えることは、大学では通

常行われていることである。 

○ 家族葬や宗教葬という意味での葬儀は、まさにエリザベ

ス女王の国葬のように、御遺体があるうちに、亡くなって

すぐに行うものだろう（なお、英国と日本とでは、政教分

離の構造が異なっているため、日本ではエリザベス女王の

場合のような宗教儀式を国葬で行うことはできない。）。

安倍元総理の国葬儀は、そういう意味での葬儀ではなく、

言わば追悼式典であった。そのため、例えば、一周忌の日

に合わせて行うとか、日程の選択については異なる判断も

あり得たと思う。７月８日に亡くなられ、14日に国葬儀の

実施を表明するのは、いかにも早かったと思う。犯行の背

景事情もよく分からない状況での決定であり、なおさら疑

問が残る決断だった。 

○ また、諸外国との調整を含む各種準備のため、発表から

２か月後の実施というタイムスパンは仕方がないのかも

しれないが、その過程で様々な異論や批判が噴出すること

になってしまった。主として法的根拠をめぐる批判と、な

ぜ安倍元総理だけ国葬儀にするのか、という批判が大きか

ったと理解しているが、後者の点については、対象者選定

の論点として後に述べるとして、ここで前者の点、すなわ

ち法的根拠がないという批判について述べるなら、この批

判には、誤解や無理解に基づく部分も含まれていたと考え

られ、したがってもっと早い段階で、この論点だけでも誤

解を解いておければよかったと思う。政府は、当初から内

閣府設置法第４条第３項第３３号を挙げて説明を行った

が、難しかったと思う。最初から憲法論とか侵害留保説を

前面に出して説明すればよかったと思う。 

○ 侵害留保説に立った上で、儀式を閣議決定で実施するこ

とが憲法上可能であることの「現れとして」内閣府設置法

の同条項がある、という本来の政府の説明が、内閣府設置

法の同条項が「あるから」閣議決定で儀式を行うことがで

きるのだという転倒した説明として受け取られてしまっ

たのではないか。政府として、具体的な法律レベルで条文

を挙げて説明するということはよく分かるが、国民にはも

う少し分かりやすい説明のほうがよかったと思う。 

○ 国葬儀の実施の決定のタイミングは、対象者が亡くなっ

た直後ではない方がよい。今回は突然の死、他殺であり、

冷静に考えることができない国民が多かったはずである。

天寿を全うし、言わば標準的な亡くなり方をした場合であ

ればともかく、突然の事故や事件で亡くなった場合には、

頭を冷やす期間を与野党ともに取った方がよい。 

 

（対象者） 

○ 誰を対象に、どのタイミングでどのような形式で追悼の

儀式を行うかということは、政治的な判断であり、アドホ

ックな判断にならざるを得ないということは、その通りだ

と思う。ただ、アドホックな判断ということになれば、前

例を踏襲しているだけだと言えないことになり、したがっ

て丁寧な説明が求められ、合意を調達するためのハードル

が上がることになる。例えば、元大統領はほぼ当然に国葬

にするという習慣のある国では、大きな議論が起きること

なく容易に実施できるであろうが、戦後の我が国はそのよ

うなやり方を取っておらず、内閣葬も自民党葬も行われて

きた中で、あえて国葬儀を選ぶことの説明がやはり求めら

れることになる。 

○ 他の総理大臣経験者と比べて、なぜこの人だけ国葬儀と

するのか、そういう疑問や反発はどうしても出るため、幾

つかの基準、メルクマールのようなものを、なるべく与野

党合意であらかじめ定めておき、そのような基準を満たし

た場合には国葬儀の候補になり得るとする、そういう判断

手続についての慣習、習律のようなものを作っていくのが

よいのではないかと思う。そういうものがないままにアド

ホックに時の政権が決定するというやり方には、政治的に

大きなリスクが伴うだろう。 

○ 具体的には、例えば在職年数が考えられる。１年しか在

職しなかった総理大臣ではなく、５年とか３年以上で候補

とする、というように。あるいは、今回の場合は、退任し

てから２年しかたっていなかったことも追悼の意識を高

める理由になったと思うが、退任してから10年、20年経

過している場合には、そのような意識も薄れていると考え

られるから、そのような場合には国葬儀としないなども考

えられる。あるいは、国葬儀の対象とするのは現職国会議

員で亡くなった場合に限るなど、いずれも現時点での私の

思いつきに近いものではあるが、そのような形式的、客観

的な条件、十分条件ではなく必要条件のようなものを、与

野党で幾つかリストアップしてはどうかと考える。 

○ 今回、政府は安倍元総理に多大な功績があり、また、諸

外国から多くの弔意が寄せられていることを国葬儀の理

由として挙げたが、理由としては厳しいと考える。むしろ、

このような非客観的な理由を挙げたことにより、反対論が

高まったとさえ言えると考える。とりわけ「多大な功績」

についての判断は最も主観的にならざるを得ないもので

あるし、諸外国からの弔意表明についても、亡くなり方と

の関係で多く表明されたりされなかったりということが
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あるかもしれない。いずれも主観的なグループに入るもの

が理由として挙げられていたと思う。それに対して、歴代

最長の在職期間は客観的で、異論も出にくいだろう。そう

いうものをあらかじめ幾つか必要条件として列挙してお

き、更にその上で、時の政府がアドホックに判断をしてい

く。まず、必要条件を満たしているかどうか、言わば第一

段階を客観的にクリアして、そして候補になれば、あとは

政治的な判断で決定するという慣習を作っていけば、大き

な異論もなく国葬儀を実施できるのではないかと思う。 

○ 自民党葬、内閣葬であれば異論も出なかったであろうと

ころ、今まで行ってこなかった国葬儀をなぜ急に行うのか

という批判はどうしても出てしまう。今回の一番の問題は、

なぜ国葬儀に「格上げ」したのかという点であった。多大

な功績があったからという主観的な理由で他の元総理大

臣と区別するのではなく、他殺であった、非業の死であっ

た、あるいは歴代最長政権であったという客観的な理由で、

それだけで国葬儀にするに値すると説明していれば、それ

なりに説得力があったのではないか。レガシー等の説明を

付加してしまったため、政治的に安倍元総理を支持しない

人々の政治的な反対論が噴出してしまったのではないか

と思う。 

〇 国会との関係では、幾つかの形式的必要条件が事前に決

まっていることが望ましいというのが私見であるが、そう

いうものがない状態で、今回どうすればよかったのかは難

しいところであり、非公式の調整、根回しなどがあった方

がよかったであろう、ということくらいしか言えない。死

者を追悼する式典についての話であり、国会の議場で、公

開で、激しく賛否を争うことは、御遺族もおられるわけで

あり、なかなか想定しづらいことである。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 今回、全ての経費を公表したことはよいことだったと思

う。手の内を明かさずに後々批判されるよりは、先に情報

を広く出していくという流れの世の中だ。警備、接遇、儀

じょう等々含めて、公開したことは評価したい。その結果、

12億円、国民１人当たり10円程度であり、適当な金額に

収まったのではないかと思う。他方で、政治家の追悼の儀

式に国費を使うことにはそもそも否定的な感覚もあり、私

自身は規模は小さくてよいと考える。出席者も、コロナ禍

の影響で4,200人に収まったのか、コロナでなければもっ

と増えていたのかは分からないが、地方議員まで大勢参列

させる必要はなく、規模としてはもっと小さくてよいと思

う。 

 

（その他） 

○ 憲法上、今回の国葬儀について問題はなかった。ただ、

なぜここまで世論が分断され、野党が強い反対を表明した

のか、その理由を考えると、政治的なプロセス、あるいは

発表と決定のタイミングがうまくなかったということか

と思う。今後、国葬儀を実施するのであれば特に留意すべ

き点として、３点申し上げる。最初の２点が憲法的な話で、

国民の内心の自由を侵害しないようにする必要があると

いうことと、政教分離に留意すべきであるということ。３

点目は政治的な話で、決定のタイミングは慎重に、十分時

間を取ったほうが、かえって政治的なコストが下がるだろ

うということ。 

○ 国民に弔意を強制することは憲法上できないので、今回、

政府が国民に弔意を強制しなかったことは、当然とはいえ

よかったと考えている。弔意の強制ではなく要請ならよい

だろうという考え方は、法的には可能であるが、日本社会

の実態を見ると、いわゆる同調圧力的なものも含めて、政

府が要請すると国民がそれに従うという空気、風土があり、

要請そのものに慎重になるべきと考える。官公庁に対して

は弔旗の掲揚などの要請が出たが、教育機関については、

今後も、別扱いをしてしかるべきだ。一部の地方公共団体

では、学校での半旗掲揚について、微妙な通知が教育庁か

ら出されたようであるが、教育機関に対しては弔意表明に

つながるような指示はもちろん、要請も出すべきではない

ということを、国から地方公共団体に対して注意喚起する

ことが望ましいと思う。 

 



 

94 

宮間純一 中央大学文学部教授 

（令和４年11月14日） 
 

（実施の意義） 

○ 「国葬儀」について、これを今後続けていくことを前提

とした制度作り、基準作りの前に、まず、「国葬儀」自体

の是非を議論するべきではないかと考える。政治家に限ら

ず一人の人間の死を、国家の儀式として悼む、特定の人間

の業績を国家を挙げて特別視するということは、結果的に

国家として被葬者を権威づけすることになる。その理由、

目的が、現在の社会においては自明ではない。「国葬儀」

は、必然的に被葬者に対する賛美という価値観を押し付け、

そう思わない人たちの思想信条をどうしても抑圧するこ

とになってしまうと、私は過去の国葬を研究する中で考え

ている。自由な思想、多様な価値観というものを重んじる

現代の日本社会において、特に政治家の業績を国として顕

彰する「国葬儀」は必要なのか、まず議論されてしかるべ

きと思う。国葬あるいは「国葬儀」は、そういう性質のも

のであり、実施すれば、今回のように、対象者が誰であろ

うと、国民の間に分断・対立というのが生まれてしまうの

は必然である。日本に限らず、英国の元首相のマーガレッ

ト・サッチャー氏の、国葬に準じる葬儀である「儀礼葬」

でも、反対運動が起きている。そのため、制度・基準作り

の前に、「国葬儀」が今の日本にそもそも必要なのかどう

かの議論が先だと思う。なお、大喪の礼は、天皇制と関わ

るので政治家等の国葬とは分けて議論すべきだと考えて

いる。 

○ そもそも議論の前提となる国葬とか「国葬儀」が何であ

るのかということが、定義されていないことが問題であり、

このことが政府と国民との間でボタンの掛け違いを起こ

していると思う。戦前期の国葬は定義が明確だが、戦後の

「国葬儀」は定義がない。このことについて 1969 年７月

１日に開催された第 61 回国会の参議院の内閣委員会で、

当時の総理府総務長官の床次徳二氏が、「吉田元総理の葬

儀につきましても、国葬儀として取り扱うということにな

って、儀という文字が入っておる、国葬そのものではない」

と発言している。国葬と「国葬儀」とは違うと言っている

が、どう違うのかという説明はなかった。 

○ 今般の安倍元総理の「国葬儀」に関しても、江田憲司衆

議院議員が、「「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体

的に示されたい」と質問しているが、その質問主意書に対

する回答には、「一概にお答えすることは困難である」と

ある。「故安倍晋三国葬儀については、その実施に際し、

国民一人一人に喪を服することを求めるものではない」と

一言添えてはいる。だが、国葬との違いを「一概にお答え

することは困難である」ということは、政府として「国葬

儀」の持つ意義きちんと定義できていないということであ

る。 

○ つまり、「国葬儀」の定義がなく、戦前・戦中の国葬と

どう違うのかということについても公的な形で明確に説

明したものがない。「国葬儀」が必要なのかどうか検証し、

その結果「国葬儀」の基準や内容について検討するとして

も、その前提となる「国葬儀」とはそもそも何なのかとい

う理解が同じでないと議論ができない。 

○ 内閣葬は内閣が主催する葬儀であり、「国葬儀」は国が

主催する葬儀という形式上のことは分かるが、こういう意

義を持つものだということの共通理解がない。国葬とは何

かと聞かれたときに辞書を引くと、戦前の定義が出てくる。

それを参照するしかない状態。 

○ 現在の日本で「国葬儀」を制度化するならば、国民の関

与の仕方を明確にすることは不可欠である。国民主権の社

会において「国」という言葉がつくのに、国民は関係しな

くてよいというのは成立しない。大多数の国民の同意が得

られて、初めて実施が可能となる。 

○ 戦前の国葬について明文化されたのが国葬令である。対

象者がどういう人であり、国民は喪に服さなければならな

いということや、総理大臣が天皇の裁可を経て決定し、勅

書をもってこれを交付するという形も定められている。一

応の定義があり、国葬とはこういうものだという共通認識

が政府・国民の中ではあった。それが歴史的な前提として

存在した上で、戦前の国葬との切り分けが明確になされな

いまま、1967年に吉田元総理の「国葬儀」が実施されてし

まったことも、問題を難しくしている要因である。戦後の

「国葬儀」とはこういうものだ、戦前とはこう違うのだと

いうことをしっかり打ち立ててから実施すべきだったと

思う。唯一、宗教的儀式の取扱いについてだけは、吉田元

総理の「国葬儀」ではっきりしたが、そこだけである。 

○ 「国葬儀」は、何を目的にして行うのか。国民の気持ち

の面を大事にして行うのか、あるいは国の政策として何か

他の意義があって行うのか。それが明確に示されなければ、

意義のあるなしを評価することはできない。政府としての

立場・見解がどうなのか。その目的にかなった儀式が行わ

れたのか、その成果がどうなのかということが検証される

べきである。目的が明確でない状態で、レガシーはあった

かと言われても答え難い。 

○ 海外からの弔意が集まっていてそれに応えるため、とい

うのは、「国葬儀」を実施する理由の一つにも挙げられて

おり、報道等でもその点が注目された。世論でも関心を集

めてきたところだと思う。しかし、国葬は、国民が対象者

に弔意を示す場であり、外交は副次的な産物に過ぎない。

日本だけではなく、世界中の国葬で、弔問外交というもの

はある。また、日本でも国葬に準ずる葬儀として行われた

大久保利通の葬儀以来、儀式を通じて、当該国と日本との

間の友好関係を確認する等のことが行われてきた。だが国

民に多数の反対意見があるが、外交を目的に国葬を行うと

いうのは成立しない。外交面から「国葬儀」の意義を評価

するのは妥当ではない。 

○ それでも、あえて外交面での評価を言えば、総理が海外

の要人と話をして、握手をして、たくさんの人にお会いに

なったということかもしれないが、これは報道でも承知し

ている。だが、ではそれで具体的な成果は何があったのか

と言われると、一国民としては分からないというのが正直

な感想。 

○ 「国葬儀」の成果が不明確である一方で、国民の間に対

立、しこりだけが残るという負の遺産を生んでしまった。 
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（国会との関係、国民の理解） 

〇 国会は国民が選挙で選んだ代表者で構成されており、国

会の理解を得るということは、国民の理解を得るための手

続の一つである。閉会中審査において、岸田総理自らが出

席し、野党からの質問に答えたというのは異例のことで、

私も中継を見ていたが、その答弁は既に決まったことを繰

り返し述べているだけであった。 

○ 岸田総理は、「国葬儀」を実施するに当たって挙げられ

ていた４つの理由を国会の閉会中審査などで繰り返して

述べていた。これらに国民が納得できていないから問題に

なっているのであって、それを繰り返しても意味がなかっ

た。他の要素でもっと説得的な目的があるのであれば、そ

れに具体的に踏み込んだ説明をすることが必要だったの

では。結論ありきの答弁で議論・説得しようとする姿勢が

見られなかった。野党からの質問に対しても、適切に答え

ていなかった。 

○ 例えば、なぜ国葬でなければだめなのか、なぜ今回は内

閣葬ではだめなのか、ということについても、はっきり答

えられていなかった。どうして外国からの弔意に応えるた

めに、内閣主催の葬儀ではいけないのかということは、多

くの国民が疑問に思っていたところだと思うが、それに対

しても適切に答えていなかった。 

○ プロセス、手続ということについて、日本における国葬

は、過去の例を見ると、政治的に利用されてきたことが明

らかである。少なくとも戦前期の国葬、あるいは戦中期の

国葬は、政治権力の強化や植民地支配、戦争動員に利用さ

れてきた。そのような形で国の儀式を、時の権力者が恣意

的に使えてしまうというのは言うまでもなく問題である。

今の日本ではそう簡単にはいかないかもしれないが、時が

たったときに日本がどうなっているか分からない中で、国

葬がそのような形で残っていることは、望ましいことでは

ない。仮に、民主的なプロセスを経て「国葬儀」が必要だ

という結論に至るのだとしても、「国葬儀」を政治利用さ

れないための手続が必須であり、最低限国会での審議は必

要である。 

○ 国会での審議において、与党が押し切ろうと思えば、押

し切れるだろうが、国会の手続の中で批判的な意見を言う

機会があることは重要である。また、国会だけではなくて、

事前に政府の関係者でも国会関係者でもない人たちによ

って構成される第三者の委員会、第三者的な立場で本当に

この国葬をやることがふさわしいのか検証するプロセス

があってしかるべきではないかと思う。 

○ 「国葬儀」決定までに民主的なプロセスを踏むべきであ

った。閣議決定では、反対意見を述べる機会を誰にも与え

ていない。自由民主主義社会において、反対意見が出るこ

とは当然である。国民の声が反映されなければならないの

は国会であり、反対意見が出たとしても、国会で審議しな

ければならなかったのではないか。今回は、決定してから

実施までに２か月以上の期間が空いたため、批判する人た

ちが大勢出てきて、メディアも騒いだが、これが吉田元総

理の「国葬儀」のときのように、実施までが短い期間だっ

たら批判する時間もなく、そのまま実行されてしまっただ

ろう。明確な定義がなされていない「国葬儀」の決定の前

に国会でいろいろな意見を聞くことは、必要な手続である。

結果として与党によって賛成多数により可決されるのか

もしれないが、国会で多様な意見が出てきてそれが議事録

に残るということは極めて重要。反対意見を聞かないで行

う今回のやり方により、実施が決まってから批判が出てく

るというのは、故人に対してもどうだろうと思う。戦前期

でも、反対意見が多数出そうな人の場合には故人の名誉に

関わるから国葬の実施に慎重な判断がなされた。実施が決

定してから批判が出た「失敗例」もある。国葬をやるかや

らないかについては、帝国議会にかけられていないが、議

会が開かれている場合には、予算の執行について帝国議会

の協賛を得ることになっていた。山縣有朋の国葬の際には、

批判の意見が議会で出され、議事録にも残っている。 

○ 国葬令が大正15年、1926年に成立した。この国葬令は

勅令なので、議会を経ていないが、枢密院で審議された。

枢密院は天皇の諮問機関。江木千之枢密顧問官が、国葬令

を審議する際に、国葬に係る経費について帝国議会の協賛

を得た上で勅書を発するのかという質問をしたところ、山

川端夫内閣法制局長官が、予備金などから支出するという

方法もあるが、議会開会中であれば予算案について議会の

協賛を得た上で、勅書を発するという手続が確認された。

国葬令成立より前だが、山縣有朋の国葬が 1922 年に実施

された際には、1922年２月３日に開かれた衆議院の本会議

で国葬の予算が議題になった際に２人の議員から、国葬実

施に反対するという批判の声が出ている。国民にも礼拝を

強いるものであるとか、香典を強いるものであるとか、国

費をもって山縣有朋の最後を飾るということに反対など。

そういう声が議事録に残っている。戦前・戦中期の国葬は

天皇の裁可で決まるので、反対の声がはっきり出てくるこ

とは多くないが、こうした例もあった。 

○ 中曽根元総理の合同葬の際にも批判の声は出ていたが、

ここまで大きな問題にはならなかった。世間的にはそれほ

ど注目を集めなかったのではないか。安倍元総理は、最近

まで総理大臣だった方で、衝撃的な亡くなり方をされたの

で、それよりは注目が高かったかもしれないが、前例に倣

った合同葬であれば葬儀自体に対してこれほどの批判は

出てこなかったと思う。 

○ 「国葬儀」という名称の問題といえば名称の問題なのか

もしれないが、あえて「国」を冠して実施しようとした以

上、前例と異なる形にする以上、そのことについて国民を

説得する責任が政府にはある。内閣府設置法に、内閣府の

所掌事務として「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事

に関する事務に関すること」が挙げられているが、法律に

詳しくない国民から見ると、それをもって「国葬儀」の対

象者を内閣の裁量で自由に決められる、だから問題ない、

という説明だけでは納得し難い。 

 

（対象者） 

○ 仮に「国葬儀」を残した場合、対象者について、総理大

臣経験者に限定するのかどうか。政治家しかあり得ないの

か。海外では文化人を国葬にしている例もあるし、政治家

に限らなくてもよいのではないかというのが論点の一つ

になるだろう。ただしその基準を作るのは難しい。 

○ 総理大臣経験者の葬儀の在り方については、内閣が総合

的に情勢を勘案して判断すると岸田総理は繰り返し説明

しているが、これは「国葬儀」の政治利用が自由にできて

しまうということにつながるため問題がある。つまり、閣
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議決定で「国葬儀」を実施できるという今の形には問題が

ある。 

○ 戦前期の国葬は、天皇の裁可を要するものの実質的に閣

議で決められてきた。それが招いた結果は、歴史が実証し

ているところである。きちんとそうした過去のことを検証

した上で、国葬の是非や現在の在り方にふさわしいプロセ

スを検証すべきと思う。 

○ 「国葬儀」にする人物の基準を設けるのは難しい。もし

総理大臣経験者の「国葬儀」を制度化するならば、全員「国

葬儀」にするしかないと思う。政治家の業績に対して良い

評価と悪い評価とがあるのは当然である。これは安倍元総

理に限らず、どなたでも同じ。基準を明文化することは、

不可能だと思う。戦後、公式制度連絡調査会議において、

国葬を法制化しようとしたが、国葬を行う基準は、栄典法

などと同じく、相当大きな政治問題になるおそれがあると

いうことで、法制化できなかった。それは、今も変わらず

相当難しいことだと考える。 

○ 政府は、安倍元総理の「国葬儀」に当たって、内閣葬で

はなく「国葬儀」にする説明ができていなかった。内閣葬

と「国葬儀」の線引きも難しい。対象者の選定について考

え得るのは、プロセスではないか。国会の手続を経るとか、

第三者で検討する機会をもつとか。そこで国民の同意を取

り付けるしかない。そもそも今の日本社会で、大多数の人

が褒めたたえる政治家が現れるのかというと、それは考え

難い。仮に現れたとしたらそれはそれで危険なことでもあ

る。繰り返しになるが、国葬自体が現在の日本社会になじ

まないものであり、無理に行う必要があるのかどうか、そ

こから議論したほうがよい。 

○ 「国葬儀」を行うのであれば、褒める「顕彰」だけでは

なくて、総理大臣の執務文書の公開など業績の功罪につい

て国民が「検証」できる仕組みも併せて検討しなければな

らない。米国の例では、第 32 代のフランクリン・ルーズ

ベルト大統領以降、大統領ごとに公文書館、博物館、図書

館、記念館としての機能を持つ大統領図書館を設置してい

る。1955年には大統領図書館法が成立しており、大統領の

執務文書の保存と市民への情報公開が行われている。ごく

私的な文書は除かれるが、執務文書はここで保存されて市

民に公開される。日本ではこういう制度がない。2011年に

公文書等の管理に関する法律が施行された。これにより、

国の行政文書のうち、重要だと判断されたものは国立公文

書館等に移管される制度ができたが、総理大臣の執務文書

は原則私文書扱いのまま。個人の意思で国会図書館の憲政

資料室などに所蔵されることはあるが、基本的には私文書

扱い。総理大臣を始めとする政治家個人の業績をみんなで

褒めようということであれば、国民が検証できるシステム

を作ることも不可欠だ。 

○ 他の栄典と「国葬儀」とが決定的に違う点は、関係ない

人を巻き込むこと。勲章などは一対一の関係、国と個人と

の関係で授与されるものであり、基本的に他者を巻き込む

ものではない。報道等で大きく取り上げられる場合もある

が、やはり「国葬儀」とは大きく性格が異なる。開かれた

栄典としての国家儀式という点が問題である。 

○ 今回の「国葬儀」に反対する理由としては、安倍元総理

に対する評価の是非がそもそもあったと思うが、それ以外

に岸田総理の政策に対する不満もあったと思う。旧統一教

会の問題も大きいと思う。いろいろな要素が積み重なり、

なぜ国葬なのだという声が高まった。それに加えて政府か

ら国民に対して納得できる説明がない。一つだけの原因で

はなく、いろいろなことの積み重ねで理解が得られなかっ

たのではないか。 

○ 日本では、これまで政治家と軍人に限って国が主催する

葬儀が行われてきた。政治家、軍人以外にも、日本という

国に対し、多様な形で貢献している方はいると思う。その

貢献の仕方をどう捉えるかは難しい問題だが、芸術文化、

スポーツ、いろいろな分野の人がいると思う。文化人を国

葬にしている国、例えばフランスなどもある。「国葬儀」

をやるのであれば、政治家だけに限定する必要はない。た

だしその場合でも基準は難しい。もし今後も「国葬儀」を

やるのであれば、そういうことも検討する必要は出てくる

のではないかと思う。 

 

（経費や規模の妥当性） 

○ 経費や規模の妥当性については、そもそも今回の「国葬

儀」の目的が不明瞭なので評価できない。吉田元総理の「国

葬儀」当時と比べても、貨幣価値も変わっており、何とも

言えない。 

○ 経費は、「国葬儀」を考える上で、もちろん、国民の関

心事の一つではあるが、それ以前の問題ではないかと思う。 

○ 一つだけ一国民目線で言えば、予算・経費は小出しにせ

ず、一度に発表してしまった方が、疑念が生まれずによか

ったのではないかと思う。 

 

（その他） 

○ 「国葬儀」の決定までのプロセスで、十分に過去の問題

点が検証されなかったことが問題だと考えている。内閣官

房と内閣府が、閣議決定で「国葬儀」を執り行うことがで

きることを内閣法制局に確認しているが、吉田元総理の

「国葬儀」や佐藤元総理の国民葬などの際に出ていた問題

点、公式制度連絡調査会議で出された論点などが十分検証

され、それらをクリアした上で今回の「国葬儀」が実施さ

れたようには見えない。国葬法のような直接の法律が必要

かどうかといった点や、内閣法制局が過去に出した見解、

三権の長の合意が必要かどうかだとか、様々な問題があっ

て、これまで「国葬儀」は実施されずにきた。そのため、

今回「国葬儀」を実施して、これで前例ができたからよい

ということにせず、過去および今回出た議論をきちんと精

査して、それらを一つ一つ丁寧にクリアしていかないと、

今後もまた同じような問題が表出すると思う。 

○ 今回は国民に弔意の表明を求めなかったが、それであれ

ば内閣葬でよかったのではないか。国葬にしても、「国葬

儀」にしても、戦後の国民主権の中で、国葬の「国」とい

う言葉に国民が入らないということはあり得ない。反発を

招くことは必至だけれども、「国葬儀」と名乗るのであれ

ば、吉田元総理の「国葬儀」と同じように、国民に弔意を

求めるべきだったと思う。批判を受けて、国民に配慮して、

弔意を要請しないという判断になったわけだが、国民の理

解を得られないなら「国葬儀」ではなくて、内閣葬でいい

のではないかという意見は当然出てくる。 

○ 今回の「国葬儀」には、各社の世論調査によれば、半数

近くないしは半数を超えている人が反対していた。その状
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況で、その半数以上の人たちには弔意を示さなくもてよい

と言うのは、国民なのに関係なくてよいと言っているよう

に聞こえる。半数の人、半分いるかいないかの人たちのた

めに「国葬儀」をやる、ということが成立するのか。大多

数の人が賛成している状態で、全ての反対の声を聞くこと

が合理的でないという判断はあり得るかもしれない。しか

し、今回のように真っ二つどころか、反対派の方が多くな

っている状況の中で、そのまま実施されるというのは、問

題があると言わざるを得ない。 

○ 国民に弔意を求めるものではないことは、決定時点では

明確ではなかった。吉田元総理の「国葬儀」の例を参照し

ながら、今回はどうなるんだと国民が注目している中で、

岸田総理は「弔意を国全体として示すことが適切」だとも

発言した。しかし、その後に弔意を求めないことにした。

やはりきちんとした定義がないから、そういうぶれが起き

てくる。今回は結果的に弔意を求めないということにした

が、それが初めから自明だったわけではない。「国葬儀」

は、国民に弔意を求めないものであれば、そのことをしっ

かり示す必要があるのではないかと思うが、一方で、「国

葬儀」という名称を使うならそれは矛盾していると考える。 

○ 儀式の内容についても違和感があった。今の社会に合わ

せた形にできなかったのか。登場人物たちがみんな政治家

で、自民党で、儀じょう隊が現れて、というのは、戦前の

リメイク版の「国葬のようなもの」に見えた。勅使や皇族

の参列も、皇室の政治利用という面で問題はないのか。吉

田元総理の「国葬儀」をほぼ踏襲し、今回の内容に強い意

味があったわけではないのかもしれない。しかし、国の儀

式として身内感を排除したものにすべきであるし、自衛隊

は軍隊ではないとされるが、儀じょう隊が全面に出ること

で軍事色が強い儀式に見えてしまう。国家儀式は、今の日

本の在り方を見せる場であり、外国の方もあれだけ多数招

いている。「国葬儀」を今後も実施するならば、儀式の内

容も検討しなくてはならないと思う。 
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故安倍晋三国葬儀に関する経緯 

 

７月８日（金） 

・奈良県奈良市において、安倍元総理が選挙演説中に銃撃され逝去 

【別紙１】安倍元総理の逝去についての岸田総理記者会見（令和４年７月８日）（抄）（107頁） 

 

７月10日（日） 

・参議院議員選挙投開票日 

 

７月14日（木） 

・閣議決定により国葬儀を行う考え方につき、内閣法制局に確認の上、内閣官

房・内閣府において整理 

【別紙２】国の儀式として行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて 

     （令和４年７月14日内閣官房・内閣府）（109頁） 

【別紙３】安倍元総理大臣の葬儀の形式について（令和４年７月14日内閣官房・内閣府） 

     （113頁） 

・岸田総理が記者会見において、安倍元総理の国葬儀を行うことを表明 

【別紙４】岸田総理記者会見（令和４年７月14日）（抄）（114頁） 

 

７月22日（金） 

・国葬儀実施を閣議決定、葬儀委員長などを置く 

【別紙５】故安倍晋三の葬儀の執行について（令和４年７月22日閣議決定）（115頁） 

【別紙６】故安倍晋三の葬儀の執行について（令和４年７月22日閣議内閣総理大臣発言 

     要旨）（116頁） 

・葬儀委員長決定により、葬儀実行幹事会を設置 

【別紙７】故安倍晋三国葬儀における葬儀実行幹事会の設置について（令和４年７月22日 

     葬儀委員長決定）（117頁） 

【別紙８】故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会名簿（118頁） 

・内閣府に故安倍晋三国葬儀事務局を設置 

【別紙９】故安倍晋三国葬儀事務局の設置に関する訓令（令和４年７月22日内閣府訓令 

     第23号）（119頁） 

【別紙10】故安倍晋三国葬儀事務局内部組織規則（令和４年７月22日大臣官房長決定） 

     （120頁） 
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・岸田総理が講演において、安倍元総理の国葬儀を行う理由を説明 

【別紙11】日本経済団体連合会夏季フォーラムにおける岸田総理講演（令和４年７月22日） 

     （抄）（121頁） 

 

７月28日（木） 

・第１回葬儀実行幹事会の開催 

【別紙12】第１回故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会 資料（122頁） 

【別紙13】第１回故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会 議事概要（125頁） 

 

８月３日（水）～５日（金） 

・第209回国会（臨時会） 

 

８月10日（水） 

・第２次岸田改造内閣発足 

 

８月24日（水） 

・国葬儀参列者推薦基準を決定 

【別紙14】故安倍晋三国葬儀参列者推薦基準について（令和４年８月24日）（127頁） 

 

８月26日（金） 

・予備費の使用を閣議決定 

【別紙15】故安倍晋三国葬儀における予備費（内閣府故安倍晋三国葬儀事務局）（129頁） 

 

８月31日（水） 

・岸田総理が記者会見において、国会の場で国葬儀について質疑に応じる機会

を設けるよう、与党幹事長などに調整を依頼したことなどを説明 

【別紙16】岸田総理記者会見（令和４年８月31日）（抄）（130頁） 

・各府省における弔意表明の葬儀委員長決定 

【別紙17】故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明について（令和４年８月31日葬儀 

     委員長決定）（131頁） 

【別紙18】故安倍晋三国葬儀における弔意表明について（メモ）（令和４年９月内閣府故 

     安倍晋三国葬儀事務局）（132頁） 

・第２回葬儀実行幹事会の開催 

【別紙19】第２回故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会 資料（133頁） 

【別紙20】第２回故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会 議事概要（135頁） 
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９月６日（火） 

・警備・接遇・儀じょうに要する経費見込みを公表 

【別紙21】故安倍晋三国葬儀に要する経費の見込みについて（令和４年９月６日故安倍晋三 

     国葬儀事務局・警察庁・外務省・防衛省）（137頁） 

・「葬儀の流れ」を葬儀委員長決定 

【別紙22】故安倍晋三国葬儀の流れについて（令和４年９月６日葬儀委員長決定）（139頁） 

・葬儀委員長から防衛大臣に対し自衛隊の協力を依頼 

【別紙23】故安倍晋三国葬儀に対する自衛隊の協力について（依頼）（令和４年９月６日付 

     府総第407号）（141頁） 

 

９月８日（木） 

・衆議院議院運営委員会 閉会中審査 

【別紙24】第209回国会 衆議院議院運営委員会議事録第３号（142頁） 

・参議院議院運営委員会 閉会中審査 

【別紙25】第209回国会 参議院議院運営委員会議事録第１号（152頁） 

 

９月13日（火） 

・立憲民主党より、「国葬に関する質問書」を受領 

【別紙26】国葬に関する質問書（令和４年９月13日立憲民主党）（162頁） 

 

９月14日（水） 

・立憲民主党に対し、「国葬に関する質問書に対する回答」を提出 

【別紙27】国葬に関する質問書に対する回答（令和４年９月14日故安倍晋三国葬儀事務局） 

     （164頁） 

 

９月21日（水） 

・第３回葬儀実行幹事会の開催 

【別紙28】第３回故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会 資料（169頁） 

【別紙29】第３回故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会 議事概要（171頁） 
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９月27日（火） 

・故安倍晋三国葬儀の実施 

・森首席幹事が国葬儀を終えた所感を公表 

【別紙30】故安倍晋三国葬儀次第（173頁） 

【別紙31】故安倍晋三国葬儀当日の動き（175頁） 

【別紙32】国葬儀を終えて（所感）（令和４年９月27日故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会 

     首席幹事 森昌文）（178頁） 

 

９月29日（木） 

・岸田総理が国葬儀を終えた所感等について記者会見 

【別紙33】故安倍晋三国葬儀を終えての所感等についての岸田総理記者会見（令和４年９月 

     29日）（抄）（179頁） 

 

10月14日（金） 

・国葬儀に要した経費について（速報値）を公表 

【別紙34】故安倍晋三国葬儀に要した経費について（速報値）（令和４年10月14日故安倍 

     晋三国葬儀事務局・警察庁・外務省・防衛省））（181頁） 

・衆議院予算委員会理事会、参議院予算委員会理事懇談会において説明 

 

12月22日（木） 

・国葬儀に要した経費について（概数値）を公表 

【別紙35】故安倍晋三国葬儀に要した経費について（概数値）（令和４年12月22日故安倍 

     晋三国葬儀事務局・警察庁・外務省・防衛省））（183頁） 
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諸外国における国葬に係る実態調査結果概要 
 

令和４年１２月 
故安倍晋三国葬儀事務局 

１ 調査について 
 

⑴ 調査の趣旨・目的 
 令和４年９月２７日に執り行った安倍元総理の国葬儀について検証を行う
に当たり、現時点の諸外国における国葬の実態に係る最新情報を把握するこ
とにより、今後の我が国における内閣総理大臣経験者の国葬儀の在り方の検
討・実施に当たっての示唆を得ることを目的とし、故安倍晋三国葬儀事務局
において各国の実態調査を実施した。 
＊ 国葬（儀）：国の名において行う葬儀。 
 

⑵ 調査内容 
○ 調査対象国については、所在する地域、政治制度や我が国との類似性（Ｇ
７諸国であるかどうか）などの観点を踏まえ、多様性やバランスにも留意し
つつ選定し、各国に所在する日本国大使館を通じて対象国政府に対して質
問項目を送付した。 

○ １２月１６日までに日本国大使館を通じて情報を得られた合計１３か国1

について、故安倍晋三国葬儀事務局において、情報の整理・分析を行った。 
○ 本調査結果は、あくまでも、可能な限りの調査に基づき、情報の寄せられ
た時点（令和４年１１月～１２月）における各国の状況を整理したものであ
る。 

  ア １２月１６日までに情報が得られた国（合計１３か国） 
    アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、

韓国、シンガポール、スウェーデン、ドイツ、ブラジル、フランス、ベル
ギー 

  イ 質問項目 
① 国葬を行った実績はあるか。また、制度等の根拠や対象者はどうなって

いるか。 
② 国葬実施の意思決定に、立法府（議会）又は司法府（最高裁判所）は関

与しているか。 
③ 国葬を実施する主体（行政機関等）はどこで、その経費はどう支弁され

ているか。 
④ 国葬を行う際、国民や公務署に弔意表明を依頼しているか。依頼してい

る場合は、どのように依頼しているか。 

                                                 
1 各在外日本国大使館等において、相手国政府への照会・聴き取りや相手国政府の公表資料等の公開情報

の調査などを実施した。イギリス、イタリアについては公開情報を調査した結果である。 
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２ 調査結果の概要 

 

⑴ 国葬を行った実績及び制度等の根拠や対象者について 

（調査結果の概要） 

○ 情報を得られた１３か国のうち、１２か国において2、何らかの形で過去

に国葬を実施した実績があるとのことであった。 
○ 国葬を行う根拠については、あらかじめ定められた法律に基づく国（韓

国、イタリア）、大統領令に基づく国（ドイツ）のほか、その都度大統領布

告や大統領令を発し、実施している例もあった（アメリカ、フランス）。 

その他の国では特段の法的根拠の定めはないとのことであった。こうし

た特段の法的根拠の定めがない各国においては、その時々の首相（及び閣

僚）を始め、行政府がその都度、国葬の実施を判断するものとされている

とのことであった。 

○ 国葬が行われる対象者に係る基準の有無については、上記国葬の根拠法

を持つ国（韓国）において、当該法律に対象及び法定手続が明記されてい

る例があるものの、その他の国では特段のルールや基準はなく、概ねケー

スバイケースで決めている、との趣旨であった。 

○ 国葬の対象者については、王室が存在する国において国王・女王や王族

に限っている国や、共和制の国でも大統領などの国家元首級の者に限る国

もあれば、現役の閣僚や立法府・司法府の者まで対象としている例もみら

れた。 

大統領や行政府（内閣）の意思決定により、国家に功績があると判断し

た者に対する国葬を行うことを可能としている国も複数あった。 

  
（各国からの回答・公開情報の調査結果など） 

○ 国葬は、State Funeralと呼ばれているが、これは国防省訓令第1300.30号（国葬、公的葬、

特別軍事葬儀及び大統領夫人葬儀に対する国防省による支援）において、葬儀のカテゴリー

の一つとされているものである。国葬の実施に当たっては、対象者である現職のアメリカ大

統領・元大統領・次期大統領又は現職大統領が特に指定した人物が逝去した際、慣習上、現

職の大統領がその都度大統領布告（a presidential proclamation）を発し、「国防長官の命令によ

り、米軍部隊をもって適切な名誉を捧げること3」を命ずる。（アメリカ） 
○ 国葬が行われる慣習はあるが、その法的根拠は確認できない。対象については、一般的に

君主に限られるとされるが、非常に著名な人物4にも行われている。（イギリス） 

                                                 
2 ブラジルからは、「国葬に該当する制度がない」との回答。 
3 ジョージ・ブッシュ元大統領の例（2018年12月１日付け大統領布告9830号）：”I hereby order that suitable honors 
be rendered by units of the Armed Forces under orders of the Secretary of Defence.” 
4 ロバーツ伯爵（1914年）、エディス・キャベル（1919年）、ヘイグ伯爵（1928年）、カーソン卿（1935年）、ウ

インストン・チャーチル元首相（1965年） 
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○ 国葬の規則に係る1987 年２月７日法律第36 号（1987 年２月23 日官報掲載）が存在し、

首相府が儀式実施の様式を決定することとされている。また、国葬に係る 2002 年 12 月18
日首相府通達5があり、儀式の概要、服喪、半旗、葬儀場所等の具体的事項が定められてい

る。国葬は、憲法上の機関の長、在職中に死亡した閣僚に対し行われる。このほか、祖国に

顕著な奉仕をした要人、義務遂行やテロ行為、組織犯罪の犠牲となった者に対しても、閣僚

会議の決定に基づき行われる。（イタリア） 
○ 連邦政府の制度としては、現職の首相の判断により行われる。通例では、前職又は現職の

総督、首相、閣僚、上下院議長及び最高裁判事に対して行われるが、著名人に対して行われ

る場合もある。（オーストラリア） 
○ 王室の一員の葬儀に国家が関与した場合、「国葬」との言い方がされる。王室ではない者

に対する国葬の例はない。（オランダ） 
○ 1867 年の連邦化以降、慣習として行われており、現・元総督、現・元首相 又は現職の

大臣が対象とされる。なお、首相は政府を代表し、これ以外の著名なカナダ人に対しても、

適切と認められる場合は国葬の栄誉を与えることができる。（カナダ） 
○ 国家葬法に国家葬の対象及び決定手続が明記されており、同法に基づき、現・元職大統領、

大統領当選者、国家または社会に顕著な功績を残し国民から崇められる者に対する国家葬

が実施される。なお、これまで行われた国家葬は、全て元大統領を対象としたものであった。

対象者が死亡した場合、行政安全部長官の提案で国務会議の審議を終えた後、大統領決定に

従って国家葬を執り行うこととされている。（韓国） 
○ その時々の首相及び閣僚が国葬の実施を決定するが、特段のルールや基準はない。過去、

元大統領・首相・副首相に対して実施された実績がある6。（シンガポール） 
○ 国葬に関する規定は存在せず、個別のケースごとに判断が下される。しかし、慣習として、

スウェーデン王族及びその配偶者に対して国葬が行われてきた7。（スウェーデン） 
○ 連邦の制度として「国葬及び国家的行事8に関する大統領令」（1966年６月２日付け）に基

づき行われる。対象人物についての基準はないが、慣習としては、過去の連邦大統領や連邦

首相、連邦議会議長や連邦憲法裁判所長官が対象（在職中に死去した者も含む）。また、国

民の利益への顕著な貢献を行った公人についても、国葬の対象となり得る。なお、連邦大統

領のみが国葬や国家的行事の実施を指示する権限を有する。（ドイツ） 
○ 国葬に該当する制度はないが9、ケースバイケースで政府が元政府要人や軍関係者の逝去

に際して葬儀を主催・支援等することはある。（ブラジル） 
○ 最近亡くなられた方で特別な人物に対し国家の名において正式な栄誉を与える場合、国

家栄誉式典（Ceremonie d’hommage nationale）及び国葬（obseques nationales）の２つの形式が

ある。国家追悼（deuil national）も、伝統的には共和国大統領の逝去に対してのみであった

                                                 
5 UCE/3.3.13/1/5654 
6 Ｓ・ラジャラトナム元副首相（2006年）、ゴー・ケンスイ元副首相（2010年）、リー・クァンユー初代首相（2015
年）、Ｓ・Ｒ・ナザン元大統領（2016年）。 
7 最新例は、2013年のリリアン王女に対する国葬である。 
8 国葬の代わり又は追加的な措置として「国家的行事（State Occasion）」が行われる場合もある。なお、独内務・

故郷省のホームページによれば、国葬が行われたのは計28名、国家的行事による追悼式典が行われたのは計44
名である。（https://www.protokoll-inland.de/Webs/PI/DE/staatsakte/trauerstaatsakte/staatsbegraebnisse/staatsbegraebnisse-
und-trauerstaatsakte-node.html） 
9 葬儀の実施そのものについて規定した法令は見当たらないが、文民又は軍人の要人が逝去した場合、政府が服

喪・葬送の栄誉を宣言することができるとした法令はある（法令70274号第88条）。 
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が、近年では特に暴力的なテロ行為の犠牲者も対象になっている。国家栄誉式典は大統領の

決定に依拠し、官報に掲載される。国葬は大統領令（decret du president de la Republique）の

対象である。この権限は、憲法規定及び規則慣行による国家元首の規定権限の範囲内であ

る。国家栄誉式典又は国葬の実施対象となる基準は規範文書において定めはない。フランス

のために特別な運命をたどった人物に対して、これまで定着してきている慣例に従って、誰

が対象となるかは大統領の裁量に委ねられているが、対象となった人物の多くは軍人、政治

家及び文化人である。また、テロ行為の民間人犠牲者も複数が国家栄誉の対象となってい

る。（フランス） 
○ 国葬はあるが、法令は特になく、主に慣習や伝統に則り 10行われる。内務大臣の提案に基

づき、実施を閣議決定する。対象は王族に加え、現役の連邦政府閣僚、議会議長、国務大臣

であるが、閣議決定に基づき個人又は団体に対し行う例外的な場合 11もある。（ベルギー） 
 

⑵ 国葬実施の意思決定への立法府・司法府の関与について 

（調査結果の概要） 

○ 国葬の実施に当たって立法府（議会）がその意思決定に関与するかにつ

いては、（公的に）特段関与しないとする国が９か国であった。この他、

詳細は不明だが、首相経験者も含む非常に著名な人物の国葬については議

会も関与するとの情報（イギリス）もあった（その他３か国は情報なし）。 

○ 国葬の実施に当たって司法府（裁判所）がその意思決定に（公的に）関

与すると回答した国はなかった。 
 
（各国からの回答・公開情報の調査結果など） 

○ 意思決定に立法府（議会）は特段関与していない。（アメリカ、オーストラリア、 オラ

ンダ、カナダ、韓国 12、ドイツ、フランス、ブラジル、ベルギー） 
○ 公的な意思決定プロセスが規定・公表されている訳ではないが、これまでの事例では、

首相経験者を含む非常に著名な人物の国葬の実施については、議会も関与している。（イ

ギリス） 
○ 意思決定に司法府（裁判所）は特段関与していない。（アメリカ、オーストラリア、オ

ランダ、カナダ、韓国、ドイツ、フランス 13、ブラジル、ベルギー） 
  

                                                 
10 なお、国葬の実施には遺族の同意が必要とされている。 
11 例えば、スイス・シエルにおけるバス事故（2012年３月13日）で犠牲になったベルギー人児童７名が挙げら

れる。 
12 現職の国会議員・高位裁判官が国家葬の葬儀委員会に参加することはある。 
13 フランスにおいては、大統領の決定及び大統領令は憲法の規定に基づき国務院の司法審査の対象となること

から、同院による異議が唱えられることはあり得る。 
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⑶ 国葬の実施主体（行政機関）や経費について 

（調査結果の概要） 

○ 国葬の実施主体については、首相府のほか、内務省や総務省など儀典を

所管する省庁の例、国防省や軍が実施する例もあった。また、国葬の実施

に際して、委員会を組織するとの回答もあった。 

○ 国葬の経費については、情報提供のあった９か国において、合理的な範

囲内で全て政府が負担するとのことであった。 

 
（各国からの回答・公開情報の調査結果など）  

○ 実施主体は国防省。経費は国防省をはじめ、国葬に関わる各行政機関がそれぞれの任務

にかかる費用を負担する。（アメリカ） 

○ 経費は国費負担である。（イギリス） 

○ 首相府が実施。経緯は首相府予算で負担される。（イタリア） 

○ 首相府が実施。政府が関連するすべての合理的な費用を負担する（なお、埋葬地や墓石

の費用は負担しない）。（オーストラリア） 

○ 総務省が実施し、関係省庁（外務省、国防省、総務省、王室府等）で経費を分担。（オ

ランダ） 

○ 担当省庁は遺産省。国葬の規模等に応じて他省庁や民間セクターも関与する。遺産省が

遺族と相談しながら提供・計画・運営する。（カナダ） 

○ 国家葬法に基づいて構成された葬儀委員会が事務を主管し、行政安全部長官が国家葬

葬儀委員会の執行委員長を務める。費用は国庫負担14。（韓国） 

○ 政府部内に国葬を担当する部局はない。2015 年に行われたリー・クァンユー初代首相

の国葬に際しては、「国葬組織委員会（国軍司令官が長）」が設置された。（シンガポール） 

 

○ 連邦内務・故郷省儀典局が連邦政府予算で実施。（ドイツ） 

○ 国葬の事務を行う機関はケースバイケースで判断される。（ブラジル） 

○ 大統領が参加する国家式典は、大統領府運営局が国家儀典（国際的行事）及び軍当局（大

半の場合パリ軍事総監）と連携して実施し、その費用は国家が負担する。（フランス） 

○ 内務省儀典局の下の組織が実施。経費は全て国負担（警察、救急、儀礼等）。（ベルギー） 

  

                                                 
14 ただし、弔問客の食費、国立墓地ではない墓地設置のための土地購入・造成費用は除外される。 
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⑷ 国民や公務署の弔意表明について 

（調査結果の概要） 

○ 政府による服喪・黙とうの呼びかけや記帳台の設置などを通じ、国民に

対して弔意表明を依頼・勧奨する例はあるが、弔意を表明することを義務

付けている例はなかった。 

○ 公務署に対して半旗の掲揚を命ずる国が複数あるが、公務員に対して弔

意表明を義務付けている例はなかった。 

○ 弔意の表明はあくまでも任意であり、政府から国民や公務員に依頼する

こともないという回答も複数あった。 

 
（各国からの回答・公開情報の調査結果など） 

○ 国民や公務署に対してどのように弔意表明を依頼するかは現職の大統領の判断次第で

ある。2018 年のブッシュ元大統領の逝去に伴い、当時のトランプ大統領は大統領布告に

より追悼の日を定め、国民に対して追悼を呼び掛けた。また、連邦政府の建物及び国外の

アメリカ大使館等における半旗掲揚を指示した。（アメリカ） 

○ 国家の服喪が、首相府から示された様式や内容に沿って宣言される。また、公共の建物

の旗は、首相府の指示に従い半旗とされる。（イタリア） 

○ 政府が式典の際に記帳を用意し、参列者は署名を勧められる。インターネット上でも弔

意表明できるよう、Web記帳が準備される。公務員に対して弔意表明は要請されないが、

表明することが勧められる。（オーストラリア） 

○ 国民には弔意を示す義務はない。一方政府機関は、記帳所を設け、半旗を掲揚する義

務がある。（オランダ） 

○ 政府発表により国葬が案内され、一般市民が国全体の服喪に参加する機会が提供され

る。（カナダ） 

○ 政府は遺体安置所と焼香所を運営し、国民の弔問のための場所を設ける。弔問は、国

民が望む場合に自発的に行う。一方、公務署については、国家葬法に基づき、国家葬の

期間中は弔旗を掲揚。なお、公務員に対する義務的な弔問要求はない。（韓国） 

○ 弔意の表明は任意であり、連邦政府が一般国民や公務員に依頼することはない。（ドイ

ツ） 

○ 国家栄誉ないし国葬時において政府から国民に対し哀悼の意を表明するよう要請する

ことはない15。元・現役大統領の逝去の際に発令される国家追悼の場合、弔意を受けるた

めに大統領宮殿において記帳が実施される。公務員や地方政府に対して政府から弔意表

明に係る指示はない。国家栄誉式典における追悼の敬意は大統領のみによって発せられ

る。（フランス） 

○ 一般国民も、①儀式への参加、②行政が用意した弔問記帳への署名、③政府が定めた

１分間の黙とうへの参加という形で、弔意を共有するように慫慂される。また、連邦政

府は、他の地域又は共同体政府に対し、国葬時に国家的な喪に服すよう要請することが

でき、半旗の掲揚、１分間の黙とうが要請され得る。連邦政府の構成員は、国家的な喪

                                                 
15  いくつかのケースでアンバリッド（旧廃兵院）において通夜が実施されたり、パンテオンに向けてやシャン

ゼリゼでの行進が行われる際には一般国民に開放される。 
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の期間中は、祝祭行事に参加することを控えることとされる。（ベルギー） 

 

⑸ その他のコメント 
○ 近年、国防省は、国葬ではなく、「国家レベルの葬儀」の支援を実施。家族が主導し、家

族と費用を分担するもので、国防長官が承認した例外的な取扱として、軍による一定の支

援が行われる。（アメリカ）  

○ State FuneralのほかにCeremonial Funeralがあり、ダイアナ元皇太子妃殿下やサッチャー

元首相、フィリップ王配殿下などの葬儀がこの形式で行われた。なお、サッチャー元首相

やフィリップ王配殿下は、State Funeralとされることを生前に拒んでいたとされる。（イギ

リス） 

○ 国葬は、国全体の服喪に一般市民が参加する機会を提供するものと理解されている。（カ

ナダ） 

 

３ 調査結果まとめ 

○ 調査によって情報が得られた１３か国の調査結果については、全ての項

目について全ての国から網羅的に情報を得られたわけではないが、概ね、

下記のとおりであった。 

 国葬を行った諸外国のうち、５か国において、あらかじめ定められた

法律（韓国、イタリア）や大統領令（ドイツ）が存在する例があった

ほか、その都度大統領布告や大統領令を発し、実施している例もあっ

た（アメリカ、フランス）。その他は、王室の一員に対象を限っている

国や、その時々の大統領、首相及び閣僚といった行政府（内閣）がそ

の都度、国葬にふさわしい功績のある者を判断し、実施を意思決定し

ている国などがあった。 

 行政府による国葬の実施に当たり、立法府（議会）がその意思決定に

（公的に）関与しているかについては、イギリスにおいて例があると

の情報があったが（詳細は不明）、関与していないとする国が９か国で

あった（その他の３か国は情報なし。また、司法府（司法）がその意

思決定に（公的に）関与したとする国はなく、関与していない国は９

か国であった（その他の４か国は情報なし）。 

 国葬の実施主体については、首相府のほか、内務省や総務省など儀典

を所管する省庁、国防省や軍が実施する例があった。また、経費につ

いては、９か国において（合理的な範囲内で）全て政府が負担すると

のことであった。 

 国葬に際し、政府から国民に対して弔意表明を依頼・勧奨する国はあ

るが、弔意を表明することを義務付けている国はなかった。また、公

務署に対して半旗の掲揚を命ずる国はあるが、公務員に対して弔意表

明を義務付ける国はなかった。  
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